
 

平成 28年度 第１回野田市男女共同参画審議会 
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開催日時：平成 28年 12月 15日（木） 

午後 2時から 

開催場所：市役所 8階 大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 市長挨拶 

 

 

３ 議 題 

（１）会長及び副会長の選出について 

（２）第３次野田市男女共同参画計画の進捗状況について 

 

 

４ 会議録等のホームページへの掲載について 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉 会 

 

 

 



資料１

第３次野田市男女共同参画計画（改訂）

進捗状況調査表



【第３次野田市男女共同参画計画に掲げる基本目標】

基本目標 具体的施策番号

Ⅰ 人権尊重と男女平等が確保された社会づくり １～ 37

Ⅱ 女性（異性）に対するあらゆる暴力の根絶 38～ 68

Ⅲ 男女がともに社会のあらゆる分野に参画する機会の拡充 69～ 78

Ⅳ ワーク・ライフ・バランスの推進 79～127

Ⅴ 生き生きと安心して暮らせる社会づくり 128～151

【社会経済情勢等を踏まえて優先的に取り組むべき重点項目】

重点項目 具体的施策番号

１ 様々な活動の場における男女共同参画の推進 69～71・78

２ 女性（異性）へのあらゆる暴力の根絶に向けた取組の推進 11・38・40・46・53・61

３ ワーク・ライフ・バランスへの取組の推進 33・35・82・85・87・90～92・

94・98・99・105～107・109・

110・123～126・131～133

【女性活躍推進法に基づく国の基本方針に掲げる施策に対応する具体的施策】

１ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 具体的施策番号

○女性の職業生活における活躍の推進に積極的に取り組む企

業の認定

85

○公共調達を通じた女性の活躍推進 85

○企業における女性の活躍状況の「見える化」の促進等 72･83

○中小企業における女性活躍推進に向けた取組の促進 72

○非正規雇用における雇用環境等の整備 79

○女性の登用促進のための支援 69･70～72･77

○再就職支援 107･122～125

○起業・創業支援 74･126

○女性の参画が少ない分野での就業支援 75･122･126

○キャリア教育等の推進 24～27･126

○女性の職業生活における情報の収集・整理・提供 36･79･80･107･125

○女性の職業生活における活躍の推進に向けた啓発活動 72･79･80

２ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備 具体的施策番号

○男性の意識と職場風土の改革 33･37･72･81･116

○職業生活と家庭生活の両立に向けた子育て支援環境の整備 82･86～90･93～99･103･105

○長時間労働の是正・休暇の取得促進 79･81

○職業生活と家庭生活の両立支援に向けた企業の取組促進 72･81

○柔軟な働き方の推進 72･82

○職場の風土改革に効果的な人事評価制度の検討 71

○ハラスメントのない職場の実現 60～62



第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

　人権教育・啓発を図るために人権に関
する各種講演会や講座等を開催した。
〇「人権擁護委員の日」記念講演会
　実施日：5月30日（土）
　実施場所：いちいのホール
　　　　　　小ホール
　参加人数：73名

　「人権擁護委員の日」に合わせ
て、人権擁護の趣旨の周知及び人
権尊重意識の普及を図るため、講
演会を実施した。
　人権擁護委員の活動推進のた
め、市も引き続き協力し、効果的
な実施に向けて内容等を検討す
る。

0

　人権教育・啓発を図るために人権に関
する各種講演会や講座等を開催した。
〇「人権擁護委員の日」記念講演会
　実施日：6月26日（日）
　実施場所：市役所8階大会議室
　参加人数：76名

0
人権・男女共
同参画推進課

〇人権週間記念講演会
　講演会の見直しにより、国の補助金
（地域ネットワーク事業）がある年に実
施する。他の年度は人権出前講座を実施
する。平成26年度に補助金を活用したた
め、次回は平成29年度に実施予定。

　より多くの市民が参加できるよ
う工夫はしているが、現実問題と
して参加人数が伸びないことが課
題となっており、「多くの市民に
効果的に周知する」との観点か
ら、費用対効果の面で効率的に
なっているかが疑問である。
　したがって、国・県の補助金を
活用し効果的に実施することとす
る。

0

〇人権週間記念講演会
　平成28年度は、人権出前講座を実施す
る予定。
　講演会の見直しにより、国の補助金
（地域ネットワーク事業）がある年度に
実施する。
　他の年は人権出前講座を実施すること
となった。

0
人権・男女共
同参画推進課

○人権出前講座
　実施日：28年2月20日（土）
　実施場所：いちいのホール
　　　　　　小ホール
　参加人数：62人

　国の補助金（地域ネットワーク
事業）がない年度は、効果的な人
権啓発を実施する中で、各種団体
に出向き講演会を実施していく。

111

○人権出前講座
　各種団体に出向き、人権出前講座を実
施する。
　実施予定日：29年2月26日（日）
　実施場所：中央公民館講堂

100
人権・男女共
同参画推進課

〇企業人権教育研修会
　実施日：28年2月19日（金）
　実施場所：市役所8階大会議室
　参加人数：52人

　会員企業及び指名業者等を対象
に「人権啓発推進企業連絡協議
会」と共催にて開催しており、効
果的な実施が可能と判断する。

130

〇企業人権教育研修会
　実施予定日：29年2月17日（金）
　実施場所：市役所8階大会議室 150

人権・男女共
同参画推進課

(社会教育課・福祉会館)
○人権学習会
①実施日：28年2月19日（金）
　実施場所：島会館
  参加人数　45人
②実施日：28年3月 3日（木）
  実施場所：関宿会館
  参加人数　50人
③実施日：28年3月 4日 (金)
  実施場所：谷吉会館
  参加人数　32人

　社会教育課と福祉会館との共催
で人権学習会を実施し、多くの地
域住民の参加があった。今後も人
権課題の解消に向け、様々な人権
問題を人権学習会のテーマとして
取り上げ、人権意識の啓発を行っ
ていくことが必要であると考え
る。

0

(社会教育課・福祉会館)
○人権学習会
  実施月：29年2月
  実施場所：福祉会館3施設
   (七光台、島、関宿会館の各会館)
※谷吉会館と七光台会館は隔年実施 120

社会教育課
福祉会館

（社会教育課・公民館）
〇市民セミナー
　実施月：11月～2月（4回）
　実施場所：南部梅郷公民館
　参加人数：47人

　ユニバーサルデザインや補助犬
などの話題から、誰もが暮らしや
すい「あたたかい地域」をイメー
ジし、くらしの中の人権について
改めて考えることができた。人権
意識への新しい気づきとともに身
近な問題としてとらえられるテー
マ設定が今後も必要である。

115

（社会教育課・公民館）
○市民セミナー
　実施月：11月～2月（4回）
　場　所：南部梅郷公民館

120
社会教育課
公民館

2 35

性同一性障害を
抱える児童、生
徒の相談環境の
整備等

性同一性障害を抱える児童、
生徒の相談や悩みに応えるた
め、相談しやすい環境の整備
等を図ります。

　人権教育や特別支援教育の理念にのっ
とり、理解を深めていく研修を図った。
平成27年7月23日に開催した人権教育指
導者養成講座では、性的思考の多様化に
ついて千葉大学の片岡洋子教授を講師に
招き講義を受けた。

　学校現場において、児童・生徒
の不安や悩みを共感的に受け止
め、児童・生徒の立場に立って対
応することを意識するようになっ
た。保護者の意向も十分配慮する
ことも更に必要となる。

50

・平成28年8月1日に学校人権教育指導者
養成講座を開催した。今年度は、すこた
んソーシャルサービスを主宰する伊藤悟
氏を講師に招き、第一部「子どもと人
権」、第二部「ＬＧＢＴの子どもたち」
と題し、小中学校教職員31名が受講し
た。

50 指導課

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署

1 34
人権教育・啓発
の推進

人権に関する講演会や講座を
開催し、様々な人権に対して
の啓発を推進します。

番
号

掲
載
頁

具体的施策

－1－
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

　学校やPTAが主催して、市で業務提携
している情報モラルサービス業者等の外
部講師を迎えて、保護者向けに講演会を
実施したり、児童生徒向けに学習会をし
たりした学校があった。その中で情報モ
ラルについて取り上げ、インターネット
の危険性など人権に関する内容を取り
扱った。

　情報モラル教育が多くの学校で
進めらたことにより、インター
ネットの使用方法について改めて
考える家庭も増え、家庭でのルー
ル作りなども行われている。その
中に「使ってはいけない言葉」な
ど、人権的指導も行われている。
しかし社会の情報化が急速で家庭
によってはこういったことに対応
しきれていないケースも見られる
ので、今後も継続していくことが
必要である。

0

・市内各校における実態調査をもとにし
た情報モラル教育における人権侵害の予
防。
・各学校において、外部講師を迎えた児
童生徒向け及び保護者向けの情報モラル
授業による人権意識の向上。

0
指導課
人権・男女共
同参画推進課

4 35
子ども人権作品
展の開催

小・中学校において、人権に
関する作品づくりを通して人
権意識を高めるとともに、児
童生徒の作品展示を通して市
民への人権啓発の推進を図り
ます。

　人権尊重意識を養うために小中学校に
おいて人権に関する作品づくりを行うと
ともに作品展示を通して市民への人権啓
発を図った。
○子ども人権作品展
　実施日：12月4日～12月8日
　実施場所：市役所１階
　　　　　　ふれあいギャラリー

　小・中学校において、人権に関
する作品づくりを通して人権意識
が高まってきている。
　また、児童生徒の作品展示を通
して市民への人権啓発を図った。
さらに繰り返し啓発活動に努めた
い。

48

○子ども人権作品展
　実施日：12月1日～12月6日
　実施場所：市役所１階
　　　　　  ふれあいギャラリー

50 指導課

　より多くの方々に参加いただ
き、子ども達が日頃利用している
インターネットの危険性について
認識を深めていただくと共に、子
ども達との関わり方について根本
から考えていただくという点では
一定の効果は上がっていると考え
る。しかし、本当に講習会に出席
してもらいたい保護者の方々が出
席してくれているのかという点で
疑問が残る。各学校、PTAに働きか
けより一層効果のある講習にする
必要がある。

100

　大人ひとりひとりが、子ども達にイン
ターネットを使う上で守るべきルール、
気をつけなくてはいけない事項を教えて
いかなければならないということを、講
習会をとおし啓発していく。
〇ペアレンタルコントロール講習会
　実施日：7月3日（日）
　場　所：市役所8階大会議室
  対象者：小中学校の保護者・教諭・青
少年相談員・青少年補導員・一般市民
　参加人数：56人

118

3 35

コミュニティサ
イトに起因する
人権侵害等の予
防、啓発の推進

インターネット利用に起因す
る人権侵害や性犯罪等の予
防、啓発に向けて、人権に関
する知識を習得し、理解を深
めるため、学校等における講
演会等を開催します。

　昨今はインターネットによる情報収
集、コミュニティが定着化し、端末器も
スマートフォン、タブレット等の普及で
幼児から高齢者まで多くの人々がこれら
を利用するようになった。そうした中、
青少年の健全育成にとって悪影響を及ぼ
す情報はあとを絶たず益々氾濫を続け、
子ども達自身も人を傷つけ陥れるような
情報を発信したり、あるいはそれがきっ
かけとなっていじめ、自殺、傷害等に繋
がるといった事件を数多く引き起こして
いる。こうした環境から子どもたちを守
るには、インターネットの危険性につい
て多くの大人が理解し、こうした情報が
子ども達に及ばぬよう阻止する対策、子
ども達が危ない情報等を発信しないよう
な教育を講じていかなければならない。
そうした思いから毎年ペアレンタルコン
トロール講習会を実施し、子ども達が安
心して過ごすためにはどうしていくべき
か考える機会をPTAの方々並びに先生
方、そして一般の方々にも周知しながら
開催している。
〇ペアレンタルコントロール講習会
　実施日：7月18日（土）
　場　所：市役所8階大会議室
  対象者：小中学校の保護者・教諭・青
少年相談員・青少年補導員・一般市民
　参加人数：64人

青少年課
人権・男女共
同参画推進課

－2－
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

6 35
市の刊行物等に
おける固定的な
男女像の見直し

市の刊行物等において、性別
に基づく固定観念にとらわれ
た表現がないか、職員一人一
人が男女共同参画の視点に
立って見直しを行います。

内閣府の「男女共同参画の視点からの
公的広報の手引」に則り、各課における
刊行物等を作成する際の問合せに対応す
るとともに新規採用職員研修会で固定的
性別役割分担意識の改革を視点に啓発を
行った。
○新規採用職員研修
　実施日：4月3日（金）
　実施場所：市役所5階511・512会議室
　参加人数：23人

各課における刊行物の作成に際
しての問合せには、引き続き内閣
府の手引きにより対応していくこ
とが必要と考えている。新規職員
を対象に研修会を行うことで男女
共同参画の啓発に効果があると考
えている。

0

内閣府の「男女共同参画の視点からの
公的広報の手引」に則り、各課における
刊行物等を作成する際の問合せに対応す
るとともに新規採用職員研修会で固定的
性別役割分担意識の改革を視点に啓発す
る。
○新規採用職員研修
　実施日：4月5日（火）
　実施場所：市役所5階511・512議室
　参加人数：31人

0
人権・男女共
同参画推進課
各課

7 35
メディア・リテ
ラシーの向上

メディア・リテラシーの一環
として、男女の人権を尊重し
た表現等を認識できるような
教育を進めるとともに学習の
機会を提供します。

　野田市教育研究会との連携や市で提携
した情報モラル教育サービスの外部講師
により、情報モラル教育が学校教育の中
で活発になっていくように推進した。ま
た学校と家庭との連携にも取り組んだ。

　情報モラルに関する大人の理解
度に差がある中、LINE等の適切で
ない利用により新たな情報モラル
に関する課題も出てきている。野
田市教育研究会との連携を図りな
がら、メディアリテラシーの向上
に努めたい。

0

・国語、社会科、総合的な学習の時間等
の学習をとおして、様々なメディアから
必要な情報かどうか読み取る学びを図
る。
・外部講師を迎えた児童生徒向け及び保
護者向けの情報モラル授業により、イン
ターネットから適切な情報を選ぶ能力を
高め、人権に配慮した判断力の向上を図
る。

0
指導課
公民館

8 36
一般市民相談の
充実

日常生活の悩みごとや相続、
離婚等の一般相談に対し、今
後の対応方法のための助言や
専門相談機関等の案内を行い
ます。

　一般相談：毎日実施　1,098件
　法律相談：月6～7回　686件
　税務相談：月1回　81件
　行政相談：月2回　0件
　不動産相談：月1回　44件
　交通事故相談：月2～3回　81件

　一般相談を除く専門の相談員に
よる相談は、受付可能枠に対し約
70％の予約率となっており、概ね
有効に利用されていると推察され
る。今後は、関係各課との連携が
課題であると考えている。

3,205

（10月末実績）
　一般相談：毎日実施　587件
　法律相談：月6～7回　418件
　税務相談：月１回　57件
　行政相談：月２回　1件
　不動産相談：月１回　44件
　交通事故相談：月２～３回　39件

3,239秘書広報課

5 35

子どもじんけん
映画会、小学生
人権教室、中学
生人権講演会の
開催

他人への思いやりやいたわり
の心といった人権尊重意識を
養うことを目的に、人権に関
わるアニメビデオの上映や小
学生人権教室、中学生人権講
演会を開催します。

○子どもじんけん映画会
　幼児、児童を対象に人権啓発ビデオを
上映した。
　開催日：10月17日(土)産業祭時に開催
　会場：総合福祉会館3階　会議室
　上映作品：「人ＫＥＮまもる君とあゆ
　　　　みちゃん世界をしあわせに」
　　　　「それいけ！アンパンマン」
来場者数：合計272人（3回上映）
○小学生人権教室
　①実施日：12月4日（金）
     実施場所：岩木小学校
     参加人数：125人（4年生）
　②実施日：12月8日（火）
　　 実施場所：みずき小学校
     参加人数：85人（4年生）
○中学生人権講演会
　①実施日：7月3日(金)
　　実施場所:東部中学校
　　参加人数： 175人
　②実施日：7月7日(火)
　　実施場所:南部中学校
　　参加人数867人
　③実施日：7月16日(木)
　　実施場所:木間ケ瀬中学校
　　参加人数：318人

　開催日を産業祭当日に合わせ、
事前広報として市報へ掲載した。
また、映画の上映前に産業祭会場
において来場者にチラシの配布を
行った。その結果、多くの親子に
映画を見てもらうことができ、人
権意識豊かな子どもの成長を手助
けすることができた。

3

○子どもじんけん映画会
　幼児、児童を対象に人権啓発ビデオを
上映した。
　開催日：10月15日(土)産業祭時に開催
　会場：総合福祉会館3階　会議室
　上映作品：「ともだちみーつけた」
　　　　「それいけ！アンパンマン」
来場者数：合計229人（3回上映）
○小学生人権教室
　①実施日：12月6日（火）
     実施場所：北部小学校
　②実施日：12月9日（金）
　　 実施場所：山崎小学校
　③実施日：12月14日（水）
　　 実施場所：宮崎小学校
○中学生人権講演会
　①実施日：6月2日(木)
　　実施場所:二川中学校
　　参加人数： 258人
　②実施日：6月3日(金)
　　実施場所:福田中学校
　　参加人数185人
　③実施日：7月4日(月)
　　実施場所:川間中学校
　　参加人数：306人
　④実施日：7月7日(木)
　　実施場所:北部中学校
　　参加人数：473人

6
人権・男女共
同参画推進課
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9 36 人権相談の充実

あらゆる人権問題について、
人権擁護委員が市民の相談に
応じ、相談者の自主的な問題
解決に助言等を行い、問題解
決に努めます。

毎月4回実施
　市役所：毎月7、17、27
　いちいのホール：第3木曜日
　相談件数：13件

今後も市民が気軽に相談できる
よう他の相談窓口と連携を図ると
ともに、内容の充実に努める必要
がある。

44

引き続き人権擁護委員による相談を実
施する。（毎月4回実施）
　市役所：毎月7、17、27
　いちいのホール：第3木曜日
　相談件数：6件（10月末実績）

48
人権・男女共
同参画推進課

10 36
女性のための相
談窓口の充実

女性が抱えているあらゆる問
題、悩み等について、女性カ
ウンセラーが相談者と一緒に
考え、問題解決に努めます。

ＤＶ問題を含む女性が抱える悩みや問
題に対しカウンセリングを中心とした
「女性のための相談」を毎月定期的に実
施した。
　相談件数：154件

女性が抱えている問題や悩みの
相談に女性カウンセラーが相談者
と一緒に考えることで、相談者の
悩みや問題解決への助言に努めて
いる。

1,140

女性が抱えている問題、悩みについ
て、女性カウンセラーが一緒に考える女
性のための相談事業を実施する。（毎週
木曜日(第１から第４)及び第2土曜日実
施）
（10月末実績）
　相談件数：74件

1,063
人権・男女共
同参画推進課

11 36
ＤＶ相談窓口の
充実

ＤＶ（配偶者、元配偶者、事
実上婚姻関係にある者及び生
活の本拠を共にする交際相手
からの暴力）被害女性の相談
に対し、被害女性の意思を踏
まえた上で、最善の支援策や
法制度の教示を行います。
また、行政支援が必要な相談
者に対し、市職員が適切な窓
口へ同行し、きめ細かな支援
を行います。

ＤＶ被害者にとって話しやすい環境づ
くりを心がけるとともに被害女性の意思
を最優先に据え、本人の心情や置かれて
いる状況等に十分に配慮した上で相談対
応に努めている。
また、支援策や法制度を分かりやすく

説明・提示し、本人に寄り添った支援・
対応に努めている。
　相談件数：260件

一定の成果は得られたが、ＤＶ
防止法の改正（平成26年1月3日施
行）に伴い、保護対象の拡大が図
られたことから、相談内容等も複
雑・深刻化すると予想される。

ＤＶ被害女性の身の安全を最優
先に、それぞれのケースに応じ
て、さらに適切、迅速かつ丁寧な
対応を図ることが必要である。

84

ＤＶ被害者にとって話しやすい環境づ
くりを心がけるとともに被害女性の意思
を最優先に据え、本人の心情や置かれて
いる状況等に十分に配慮した上で相談対
応に努めるとともに支援策や法制度を分
かりやすく説明・提示し、本人に寄り
添った支援・対応に努めている。
（10月末実績）
　相談件数：183件

249

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

12 37
母子家庭・婦人
相談の充実

母子家庭等の自立を図るた
め、母子・父子自立支援員が
相談者のニーズに合った情報
提供や生活相談の助言を行い
ます。

　知識の向上を図り相談者のニーズに応
られるよう母子自立支援員（現：母子・
父子自立支援員）を対象に市主催の研修
会を開催し、千葉県主催の研修会に参加
した。
・千葉県母子・父子自立支援員及び婦人
相談員連絡協議会研修
第1回　実施日：9月.2日
内容「ＤＶ被害者と子どもの支援に
　　　ついて」講師：女性ネット
　　　Saya-Saya　松本和子氏
　　「ひとり親家庭のライフプランと
　　　教育費の準備の仕方」講師：
　　　しんぐるまざあず・ふぉーらむ
　　　大矢さよ子氏
第2回　実施日：28年2月10日
内容「母子・父子自立支援員及び婦人
　　　相談員活動報告」5団体報告
　　「婦人保護事業について」講師：
　　　婦人保護施設　望みの門学園施
　　　設長　田尻　隆氏
・母子・父子自立支援員研修会
　実施日：28年3月25日
　内容「生活保護制度について」
　講師：生活支援課職員
【相談実績】
・母子家庭相談：806件
・父子家庭相談：20件
・婦人相談：79件

　母子・父子自立支援員の研修を
独自に実施し、スキルアップの向
上に努めたが、ひとり親家庭等と
なって間もない家庭は多くの問題
や困難を抱えており、育児や養育
費、就労といった幅広い分野にわ
たってきめ細かに対応することが
必要なため、母子・父子自立支援
員の資質の向上のため、引き続き
スキルアップを図っていく必要が
ある。

0

　母子・父子自立支援員の資質向上及び
相談技能の向上や相談機能の向上を図る
ため、自己啓発に努めるとともに、独自
の研修会の実施や県主催の研修会等に積
極的に参加する。

0 児童家庭課
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13 37
「男性のための
総合相談」の情
報提供

男性が抱える様々な悩み、男
性ならではの悩みについて、
県が実施する「男性のための
総合相談」に関する情報を提
供します。

誰もが自分らしく生きていけるように
様々な悩みを抱える男性の相談に応じて
いる県が実施する「男性のための総合相
談窓口」の情報提供を行うとともに、
「男性のための総合相談窓口カード」を
市役所1階男性トイレに設置して周知に
努めている。

加害者が被害者を装って、一時
保護の対応などを聞いてくるケー
スも考えられることから、本人の
心情や置かれている状況等に十分
に配慮した上で、男性のカウンセ
ラーが相談に応じている県の総合
相談窓口などの情報提供を行う必
要がある。

0

誰もが自分らしく生きていけるように
様々な悩みを抱える男性の相談に応じて
いる県が実施する「男性のための総合相
談窓口」のカードを市役所1階男性トイ
レに設置するとともに、男性のための総
合相談について情報提供を行う。

0
人権・男女共
同参画推進課

・相談対応件数　14,101件　（虐待含
む）
・家庭児童相談員2名により市内各保育
所、学童保育所、子ども館、ことば相談
室などにて巡回相談を実施した。
＜巡回相談実績＞
認可保育所 　19か所　（相談196件）
学童保育所 　32か所　（相談124件）
子ども館　　　6か所　　（相談6件）
ことば相談室  1か所　　（相談6件）
合計　　 　　58か所　（相談332件）

・児童に関する様々な問題につい
て取扱い、当事者への助言や専門
機関への斡旋など、解決に向けた
支援を行った。
・保健センター母子保健係、子ど
も支援室とは、随時ケース会議を
開くなどの連携を図ることができ
た。
・巡回相談では、施設利用者や職
員などへの相談支援を行い、問題
が小さなときから支援することで
虐待防止に寄与している。発達な
ど母子保健分野の相談があり、相
談を受ける体制を充実させる必要
がある。
　

0

・虐待などの未然防止のため、今後も継
続して全ての市内各保育所、学童保育
所、子ども館、ことば相談室などで巡回
相談を実施する。
・今年度は家庭児童相談員の巡回に、保
健師も同行する形とし、発達等の相談に
対応する。
・児童福祉法の改正により、平成29年4
月から児童家庭課を支援拠点として位置
づけるために必要な協議や準備を行う。

0 児童家庭課

○青少年相談
・相談内容により関係機関と連携を図
り、対応している。
・千葉県主催の研修等に参加し、相談員
（社会教育指導員）の資質向上に努めて
いる。

　非行問題の低年齢化により青少
年に関する問題が数多く発生して
いることから街頭補導の充実に努
め、また相談内容により関係機関
に協議し、迅速に相談内容の解決
にあたる必要がある。

0

　来所相談や電話相談により的確な判断
を構築して関係機関に協議し回答を求め
る。

0
青少年セン
ター

15 37

児童虐待相談受
付電話｢子ども
ＳＯＳ｣の運営
と周知

虐待を受けている子ども本人
や虐待の疑いのある親子を発
見した人からの通報及び虐待
をしているのではと悩んでい
る保護者等からの電話相談に
対応し、児童虐待の未然防止
や早期発見等に努め、関係機
関との連携を密に図りつつ、
きめ細かな支援を行います。

「子どもＳＯＳ」相談件数　29件
　内訳
　相談件数のうち虐待に関するもの
　15件
　相談件数のうち18歳未満からのもの
　3件

・「子どもＳＯＳ」の電話番号を
ホームページ、啓発チラシに掲載
している。
・全国共通ダイヤル「189」が普及
してきたこともあり、件数に大き
な増減はない。
・相談内容については、子育ての
不安等も寄せられており、虐待の
予防においても効果を得ている。

76

　子どもＳＯＳについては、引き続き
ホームペ
ージ等により啓発を行い、児童虐待の未
然防止や早期発見に努める。
　近年は小中学生全員に子どもSOSの電
話番号を記したリーフレットを配布して
いたが、平成28年度は携帯しやすいカー
ドサイズのものを配布する。

90 児童家庭課

16 37
障がい者総合相
談の充実

障がいのある人が、生きがい
をもって自立した生活ができ
るよう支援するため、障がい
のある人やその家族等に対
し、日常生活上の相談を受け
るとともに、就労に関する相
談は、「障害者就業・生活支
援センターはーとふる」にそ
の機能を集約し、連携しなが
らきめ細かな支援を図りま
す。

　障がいのある方からのあらゆる相談に
対応するために障がい者総合相談を実施
した。
　相談件数　　　　　　1,383件
　虐待対応件数　　　　  　6件
　成年後見市長申立件数　  0件
　主な支援内容
　福祉サービスの利用等に関する支援
　障がいや病状の理解に関する支援
　不安の解消・情緒安定に関する支援

　電話相談、来所相談、訪問、個
別支援会議等により、障がいのあ
る方に支援を実施した。
　相談内容に応じて、地域の社会
資源（相談支援事業所、通所施
設、病院等）と連携し取り組む。 3,466

　障がいのある方からのあらゆる相談に
対応するため障がい者総合相談を実施。
平成28年4月1日施行の障害者差別解消法
及び、平成24年10月1日施行の障害者虐
待防止法に基づく対応も含めて、受付時
に聴き取る項目内容（ケース管理票）を
見直し、窓口機能の充実を図る。

4,036
障がい者支援
課

14 37
児童・青少年問
題についての相
談事業の充実

多様化・複雑化している児童
や青少年の悩みを解消するた
め、家庭児童相談、青少年相
談の相談機能の充実を図り、
男女平等の視点に立った指導
を推進します。
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（公民館）
○ひのき教室（4歳児と保護者対象）
　実施月：6月～2月（14回）
　場　所：関宿中央公民館
　参加者：654人

　4歳児とその保護者を対象とした
子育てに関する講座として実施し
ているが、毎年好評で口コミによ
る受講者が増えており、男女平等
の子育て意識を啓発することがで
きた。
　今後もより多くの方に参加して
いただき、人と人のつながりを大
事にしながら受講生相互の交流を
深め、講座内容を充実させていく
ことが課題である。

196

（公民館）
○ひのき教室（4歳児と保護者対象）
　　実施月：6月～1月（12回）
　　場 　所：関宿中央公民館

220

（児童家庭課）
「心のケア講演会」
母子家庭等ひとり親家庭が増加している
中で、ひとりで抱え込みがちである子育
ての精神的負担を解消し、子育てを支援
するため講演会を開催。
（テーマ）
「むずかしい子にやさしい子育て
　ペアレント・トレーニングに学ぶ」
参加者　：　79人

ひとりで抱え込みがちである子育
ての問題について的を得た講演会
を開催することができ、参加者に
好評を得た。
引き続き「心のケア講演会」の充
実を図る。 50

（児童家庭課）
子育ての問題のニーズにあわせたテー
マーを選定し、引き続き「心のケア講演
会」の充実を図る。

50

17 39
子育てに関する
講座の充実

男女が平等に共同して子育て
を担っていく意識を醸成する
ため、両親学級や家庭教育学
級等の学習機会の充実を図り
ます。

公民館
児童家庭課
保健センター

18 39
家庭教育学級の
充実

幼児、小・中学生の保護者に
対し、子どもの成長にともな
う発達理解や保護者の役割
等、思いやりの心を育てる家
庭教育の重要性を学び、互い
を尊重し協力する意識啓発を
推進します。

○家庭教育学級
　①幼児コース
　　実施月：6月～7月（5回）
　　場　所：中央公民館
　　参加者：213人
　②中央コース
　　実施月：7月～3月（5回）
　　場　所：中央公民館
　　参加者：1,560人
　③東部コース
　　実施月：6月～11月（5回）
　　場　所：東部公民館
　　参加者：763人
　④南部まなび愛コース
　　実施月：5月～12月（6回）
　　場　所：南部梅郷公民館
　　参加者：245人
　⑤北部コース
　　実施月：6月～12月（6回）
　　場　所：北部公民館
　　参加者：344人
　⑥川間コース
　　実施月：6月～12月（5回）
　　場　所：川間公民館
　　参加者：114人
　⑦福田コース
　　実施月：6月～12月（5回）
　　場　所：福田公民館
　　参加者：245人
　⑧関宿幼児コース
　　実施月：10月～12月（6回）
　　場　所：関宿中央公民館
　　参加者：71人
（次頁へ続く）

○家庭教育学級
　親などが家庭で子供の教育を行
う時に必要な心構え、留意点など
を提供することで、家庭教育の充
実に資することができた。保護者
のライフスタイルの変化等で家庭
教育学級の参加者を募るのが難し
くなっているが、いじめや虐待等
子どもを取り巻く環境は決して楽
観はできないため、これらの現代
的課題解決に取り組む必要があ
る。また、今後もより一層の情報
収集を図り、新たな講師の開拓に
も努めていきたい。

○就学時健康診断時家庭教育講
演、中学校出前家庭教育講演
　両講演とも現状では、年間1回の
開催であるが、学校との連携を密
にし、保護者への啓発の機会を増
やす必要がある。
　家庭教育の役割について、学
校・家庭・地域の関係の中で学び
合うことができた。より多くの保
護者の参加を図ることが課題であ
る。
　学校と協力し、会場を学校とし
て実施することにより参加者は増
加傾向にあるが、関心の低い方に
も参加してもらえるような内容の
工夫が必要である。

1,155

○家庭教育学級
　①幼児コース
　　実施月：6月～7月（5回）
　　場　所：中央公民館
　　参加者：171人
　②中央コース
　　実施月：6月～11月（5回）
　　場　所：中央公民館
　③東部コース
　　実施月：6月～11月（5回）
　　場　所：東部公民館
　④南部まなび愛コース
　　実施月：5月～12月（6回）
　　場　所：南部梅郷公民館
　⑤北部コース
　　実施月：6月～12月（6回）
　　場　所：北部公民館
　⑥川間コース
　　実施月：6月～12月（5回）
　　場　所：川間公民館
　⑦福田コース
　　実施月：6月～12月（5回）
　　場　所：福田公民館
　⑧関宿幼児コース
　　実施月：10月～1月（6回）
　　場　所：関宿中央公民館
　⑨関宿北部コース
　　実施月：6月～12月（6回）
　　場　所：二川公民館
　⑩関宿南部コース
　　実施月：6月～11月（6回）
　　場　所：木間ケ瀬公民館
○就学時健康診断時家庭教育講演
　実施月：10月～11月
　場　所：市内小学校（20校）
（次頁へ続く）

1,496公民館
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18 39
家庭教育学級の
充実

幼児、小・中学生の保護者に
対し、子どもの成長にともな
う発達理解や保護者の役割
等、思いやりの心を育てる家
庭教育の重要性を学び、互い
を尊重し協力する意識啓発を
推進します。

（前頁から続き）
　⑨関宿北部コース
　　実施月：6月～12月（6回）
　　場　所：二川公民館
　　参加者：1,013人
　⑩関宿南部コース
　　実施月：6月～11月（6回）
　　場　所：木間ケ瀬公民館
　　参加者：974人
○就学時健康診断時家庭教育講演
　実施月：10月～11月
　場　所：市内小学校（19校）
　参加者：1,210人
○中学校出前家庭教育講演
　実施月：12月～3月
　場　所：市内中学校（11校）
　参加者：2,371人

（前頁から続き）
○中学校出前家庭教育講演
　実施月：12月～3月
　場　所：市内中学校（11校）

公民館

19 39
家庭教育に関す
る意識の醸成

幼稚園や保育所、小・中学校
等異年齢、異学年との交流活
動及び保護者や地域の人々と
の交流活動を通して、男女平
等意識の醸成を図ります。

　野田市幼・保・小連絡会を活用し、連
携活動を推進している。地域ブロックご
との活動により、「昔遊びの会」や「交
流会」等を開催し、幼稚園や保育所、小
学校等の異年齢・異学年との交流を図っ
た。
・連絡会2回開催（5/26、2/23）

・キャリア教育（職場体験）
　中根保育所　　　42人
　東部保育所　　　20人
　福田保育所　　　 7人
　乳児保育所　　　11人
  幼稚園　　　　　 0人
・小学校との交流(5歳児の就学前交流)
　東部保育所　　　41人
　福田保育所　　　 3人
・保育所訪問交流　　0人

・地域、家庭との協力や連携によ
り推進していくことが重要と考え
る。また、幼稚園、保育所での保
育体験を継続実施するとともに、
幼稚園、保育所、学校とのさらな
る連携強化が必要となっている。
・各小学校区とその近隣の幼稚園
や保育所との交流が積極的に行わ
れ、男女平等等の意識向上につな
がっている。 45

　引き続き幼稚園や保育所、小学校、中
学校等の異年齢・異学年との交流活動、
保護者や地域の人々との交流活動を通し
て様々な年齢層と触れ合い、語り合う場
を設けていく。
・引き続き幼稚園、保育所、学校との連
携を強化し、小学校での職場見学や中学
校での職場体験における保育体験を実施
する。
　野田市幼・保・小連絡会を活用し、連
携活動を推進する。地域ブロックごとの
計画により、「昔遊びの会」や「交流
会」等を開催し、幼稚園や保育所、小学
校等の異年齢・異学年との交流を図る。
・連絡会　2回開催（5/31、2/21）

44
保育課
指導課

20 39
家庭教育指導の
推進

妊娠中から家族で妊娠、出産
及び育児に対する意識の向上
を図るため、母子健康手帳、
父子健康手帳等を交付する際
に家庭教育等を実施します。

・両親学級コースⅠⅡ　　 29回
・父子健康手帳交付数　 179件

　妊娠届出時に保健師の面接によ
り母子健康手帳を交付し、父子健
康手帳は両親学級参加者に交付し
た。両親学級では父親の参加が増
えた。 0

　平成27年10月からは子ども支援室にお
いて、妊娠届出時に保健師等の面接によ
り母子健康手帳を交付し、妊娠から出産
までの切れ目のない支援を行う。父子健
康手帳は両親学級参加者に交付し、家族
で妊娠・出産・育児に対する意識の向上
ができるよう適切な情報の提供を行う。

0 保健センター

21 39
ブックスタート
の推進

絵本を仲立ちとした子どもへ
の言葉かけ、特に乳幼児への
言葉かけを意識的に増加させ
るため、ブックスタートを推
進します。

ブックスタートパックの交付
(交付件数)　1,007件

・3か月児健診受診予定者の99.3％
に交付することができました。
・保育所や学校における読書活動
へつながるよう継続性、一貫性を
考慮した取組が必要です。
・定期的に募集をかけると同時
に、新規加入のブックスタートボ
ランティアの定着を目指します。

1,676

「ブックスタートパック」の交付
　(交付予定件数）　　　1,104件
  (10月末までの交付数）  508件

1,850
保健センター
興風図書館
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22 39
おやこの食育教
室の開催

保健センターの調理室等を活
用した食事づくり等、親子で
の体験活動を通して食育を推
進します。

・おやこ・こどもの食育教室　4回
　子48人、保護者26人
・離乳食講習会　　12回
　200組（子200人、保護者215人）

・食育の観点から様々な体験をさ
せたいが、安全面等から躊躇して
いる家庭も多く、参加者からは安
心して親子で調理実習に参加でき
た、家庭での食事作りにも少しず
つ参加させたいとの感想が聞か
れ、親子の食への関心を育むこと
ができた。
・食育カルタを活用し、楽しみな
がら栄養や食事マナー等について
伝えることができた。
・食生活の多様化に伴い、食をめ
ぐる課題（生活習慣病・朝食欠食
等）が顕在化していることを踏ま
え、市民一人一人が自らの食につ
いて考え、判断する能力を養成す
るための「食育」を更に推進して
いく必要がある。

116

・おやこ・こどもの食育教室を4回開催
・離乳食講習会を12回（各月1回）開催
・子どもの食生活は、親に依存している
ため、親子で調理を行うことで食生活を
見つめ直し、正しい食生活についての理
解と実践を図る。
・子どもが“食”に関心を持ち、知識や
体験を深めることで、食品を正しく選
択・判断する力を育む。

116 保健センター

23 40
人権教育、男女
平等教育の推進

毎年、人権教育研究校2校と男
女平等教育推進校1校を指定
し、男女の協力や家庭と家族
に関する適切な学習活動を推
進します。

　人権教育研究校及び男女平等教育推進
校を指定し、総合学習などを活用しなが
ら、人権や男女平等教育に取り組んだ。
　市内小中学校の教諭を対象とした「学
校人権教育公開研究会」を実施した。
○男女平等教育推進校　清水台小学校
○学校人権教育研究指定校
　二ツ塚小学校、福田中学校

　公開研究会では、協議を通して
幅広い人権感覚について考えるこ
とができた。男女平等教育の視点
を取り入れ、子どもたちと接する
ことができている。
　毎日の言葉掛け一つから、さら
に配慮を要するよう指導してい
く。

250

○学校人権教育研究指定校
　福田中学校、岩木小学校にて取り組ん
でいく。
　併せて、28年度は男女共同参画の視点
を取り入れた公開研究会の実施により、
人権教育、男女平等教育について教職員
の意識の醸成を図り、子どもたちへの教
育、意識の啓発に反映させる。

200 指導課

24 40
技術・家庭科教
育の充実

○キャリア教育等の推
進（理工系分野で活躍
する女性の支援等）

保育学習における乳幼児との
交流等を通して、お互いが協
力して家庭生活を築いていく
という意識が身に付くような
教育を推進します。

・保育所における乳幼児等の異年齢との
交流を実施した。
・中学校　技術・家庭科（家庭分野）の
授業「家族・家庭と子どもの成長」「幼
児とのふれあい」において、家族の役
割、幼児の遊びの意義等について学ん
だ。

・保育所において乳幼児等の異年
齢との交流をすることで、家族・
家庭を大切にする意識を育むこと
につながったと思われる。また、
自分の成長を振り返り、これから
の自分と家族のかかわりについて
学ぶことができたと思われる。
・生徒の生育歴や家族構成・環境
によって興味関心の個人差が大き
く、受け止め方にも差が見られ
る。

0

・保育所における乳幼児等の異年齢との
交流を引き続き実施する。
・中学校1年生　技術・家庭科（家庭分
野）の授業「わたしたちの成長と家族・
地域」、中学3年生「幼児とのふれあ
い」において、家族の役割、幼児の遊び
の意義等について学び普段の生活に生か
していく。

0
保育課
指導課

25 40
個性重視の進路
指導の充実

○キャリア教育等の推
進（理工系分野で活躍
する女性の支援等）

固定的な男女別の職業観にと
らわれず、本人の適性、希望
を踏まえ、主体的に進路の選
択ができるよう、指導の充実
を図ります。

・「職場体験学習」を中心とするキャリ
ア教育と関連させながら、将来の夢を描
くことの必要性を認識させ、将来の夢を
実現させるための進路指導を各中学校で
行った。

・男女別の職業観を意識する生徒
は少なくなりつつある。
・将来の夢に対する希望を持てな
い生徒への支援が必要である。

0

・「職場体験学習」を中心とするキャリ
ア教育と関連させながら、将来の夢を描
くことの必要性を認識させ、将来の夢を
実現させるための進路指導を各中学校で
行う。

0 指導課
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　中学校2年生の「職場体験学習」や小
学校6年生の「職業に直接関わる体験活
動」を通して、社会への適応力を養っ
た。また、総合的な学習の時間や道徳、
特別活動において、男女平等教育資料
「自分らしく」を活用したり、地域の社
会人等による講演会を実施したりして
キャリア教育の推進を図った。

・「キャリア教育」の有効性につ
いて、学校・家庭・地域が連携し
て進めていくよう、より一層の働
きかけが必要である。
・体験はきっかけであり、事後に
つながる指導を各校で工夫して取
り組んでいくことが必要である。
・小学校における職場訪問を実施
する学校が増えてきた。取り組み
内容についても、充実するように
指導していく。

1,082

　中学校2年生の「職場体験学習」や小
学校6年生の「職業に直接関わる体験活
動」を通して、望ましい職業観・勤労観
を身につけ、自分なりの生き方を見つけ
る。
　また、総合的な学習の時間や道徳、特
別活動において、男女平等教育資料「自
分らしく」を活用したり、地域の社会人
等による講演会を実施するなどしてキャ
リア教育の推進を図っていく。
　東京理科大学と連携して、「理系女
子」を応援する行事の周知等を行ってい
く。

1,220指導課

小・中学校に男女平等教育資料を配布
し、活用する。

男女平等教育資料「自分らし
く」により、キャリア教育やワー
ク・ライフ・バランスを取り入れ
て職業等を見つける教育に取り組
んでいる。

0

小・中学校に男女平等教育資料を配布
し、活用している。隔年（２年ごと）で
男女平等教育資料を作成しているため、
28年度に作成作業を行う。

142
人権・男女共
同参画推進課

27 40
国際理解教育の
推進

○キャリア教育等の推
進（理工系分野で活躍
する女性の支援等）

小・中学校における地域人材
の活用や外国語指導助手（Ａ
ＬＴ）による国際理解教育の
推進を図ります。

　8人のＡＬＴのうち、3人を中学校、5
人を小学校に配置し、児童生徒のコミュ
ニケーション能力の向上に役立てた。
　また、小学校においては、英語に堪能
な地域人材の活用により、児童のコミュ
ニケーション能力の向上に役立てた。

　ＡＬＴや地域人材を活用した、
より効果的な指導方法の工夫や配
置計画の見直しを行う必要があ
る。

29,532

　8人のＡＬＴのうち、3人を中学校、5
人を小学校に配置し、児童生徒のコミュ
ニケーション能力の向上に役立てる。
　また、小学校においては、英語に堪能
な地域人材の活用により、児童のコミュ
ニケーション能力の向上に役立てる。

30,220指導課

28 40 性教育の充実

児童、生徒の発達段階に応じ
て、性を総合的にとらえ、知
識を得るだけでなく、男女そ
れぞれの特性を知り、互いを
尊重し、協力する態度を育て
ます。

・小学校においては､保健領域｢育ちゆく
体とわたし｣で､思春期における体の発
育･発達について学習した。（4年生）。
・中学校においては､保健分野｢心身の発
達と心の健康｣で､身体機能の発達･生殖
にかかわる機能の成熟について学習し
た。（主に1年生で学習）

　性教育については、児童生徒の
受け取り方によって曲がった知識
が身についてしまう。また性につ
いての興味関心の個人差が大き
い。指導方法や表現など、学年や
男女の差、学級の実態等をふまえ
て適切に行う必要がある。

0

・小学校においては､保健領域｢育ちゆく
体とわたし｣で､思春期における体の発
育･発達について学習する。
・中学校においては､保健分野｢心身の発
達と心の健康｣で､身体機能の発達･生殖
にかかわる機能の成熟について学習す
る。

0 指導課

29 41
教職員研修の充
実

男女共同参画社会づくり及び
人権教育の一環として、教職
員に対し、男女平等教育に関
する研修等の充実を図りま
す。

　人権教育及び男女平等教育の推進を図
るために市内の小中学校の教諭を対象と
した学校人権指導者養成講座を実施し
た。
　参加人数：31人

　学校人権指導者養成講座では、
講師に千葉大学の片岡洋子教授を
迎え、「子どもの権利と多様性を
尊重する教育」をテーマに研修を
行い、主体的に取り組めた。

0

　学校人権指導者養成講座を開催し、人
権感覚、男女平等教育の視点を学ぶ。
　第1回　8月1日　受講者31人
　第2回　12月1日 0 指導課

30 41
公民館主催事業
の充実

幅広い分野で男女共同参画の
実現につながるよう、市民
ニーズ等に応じた内容の講座
を適宜織り込み、意識啓発を
図ります。

○福祉ボランティア養成講座
　実施月：7月（4回）
　場　所：中央公民館
　参加者：84人
○フラダンス講座
　実施月：7月～9月（8回）
　場　所：中央公民館
　参加者：112人
○福祉のまちづくり講座
　実施月：7月（3回）
　場　所：東部公民館
　参加者：116人
○福祉のまちづくり講座
　実施月：11月（3回）
　場　所：関宿公民館
　参加者：100人

　各分野で男女共同参画の促進を
踏まえて講座を開設した。
　男女を問わず幅広い年代層の参
加者が交流を深めることができ
た。今後もより一層情報収集を行
うとともに新たな企画づくりに努
めていく必要がある。

152

○福祉のまちづくり講座
　実施月：6月～7月（3回）
　場　所：南部梅郷公民館
  参加者：50人
○福祉のまちづくり講座
　実施月：10月～11月（3回）
　場　所：二川公民館

160 公民館

26 40
キャリア教育の
推進

○キャリア教育等の推
進（理工系分野で活躍
する女性の支援等）

職場見学や職場体験学習、男
女平等教育資料「自分らし
く」を活用し、キャリア教育
を推進します。
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

32 41
男性向け講座等
の充実

男性のための料理教室等、楽
しみながら調理実習を行い、
生活上の自立を支援します。
さらに、実生活に即した講座
を開設するなど、講座内容の
充実を図ります。

　生活上の自立や健康増進を図るため市
内の男性を対象とした各種料理教室を開
催している。
○男の家庭料理
　実施月：3月（3回）
　場　所：野田公民館
　参加者：21人
○男性の料理教室
　実施月：6月～11月（8回）
　場　所：福田公民館
　参加者：160人
○福田男性大学
　実施月：10月～3月（6回）
　場　所：福田公民館
　参加者：114人

　食を通じて健康を考え、日常の
なかで料理に取り組むきっかけと
なる講座を実施した。また、家庭
の仕事における男性の出番を調理
の場面で応援することができた
が、課題として男性の一人暮らし
や高齢者にも調理を楽しめる工夫
が必要である。
　今後、男女・年齢を問わず、生
活の変化が予想される中、男性に
対しても家事や育児に対する疑問
や不安を共有し、ともに解決の道
を探ることのできるような取組を
提供していくことが重要と考えて
いる。

217

　生活上の自立や健康増進を図るため市
内の男性を対象とした各種料理教室を開
催する。
〇男の家庭料理
　実施月：2月～3月（4回）
　場　所：野田公民館
○１から始める男性の料理教室
　実施月：6月～11月（8回）
　場　所：福田公民館
○福田男性大学
　実施月：10月～3月（6回）
　場　所：福田公民館
○男の料理教室
　実施月：6月～12月（5回）
　場　所：関宿中央公民館

312 公民館

31 41
女性セミナー等
の充実

女性問題についての理解と認
識を深めるため、幅広い女性
向けセミナーや講座等を企画
し、意識啓発を図ります。

　女性問題についての理解や認識を深め
るため講座やセミナー等を開催してい
る。
○婦人会員講座
　実施月：6月～1月（7回）
　場　所：中央公民館
　参加者：367人
○サークルあさひ育成事業
　実施月：4月～2月（10回）
　場　所：東部公民館
　参加者：201人
○南部梅郷女性大学
　実施月：6月～2月（6回）
　場　所：南部梅郷公民館
　参加者：134人
○北部女性セミナー
　実施月：7月～2月（5回）
　場　所：北部公民館
　参加者：120人
○川間女性学級
　実施月：10月～3月（6回）
　場　所：川間公民館
　参加者：111人
○福田女性大学
　実施月：10月～3月（6回）
　場　所：福田公民館
　参加者：376人
○二川さわやか女性教室
　実施月：6月～3月（8回）
　場　所：二川公民館
　参加者：225人
〇レディス．コム
　実施月：10月～2月（5回）
　場　所：木間ケ瀬公民館
　参加者：68人

　幅広い女性向け講座を企画し、
意識の啓発を図った。レクリエー
ションや創作活動により仲間づく
りや話しやすい環境づくりに努
め、会員の教養の向上や相互の親
睦を深めることができた。
　講座は、実技・講話・健康体
操・移動学習等内容の違うものを
実施した。手先を使い脳を刺激す
ることから、その良さが注目され
ている折り紙の紹介や、地域の食
材を生かした食育講座など身近に
生かせる内容を取り入れた。
 引き続き女性が地域社会に積極的
に参加するための幅広い講座を実
施していくことが必要である。 ま
た、受講生の高齢化が見られるた
め、新しい参加者層の拡大が課題
である。 また、今後もより一層の
情報収集を図り、新たな講師の開
拓にも努めていきたい。

556

　女性問題についての理解や認識を深め
るため講座やセミナー等を開催する。
○婦人会員講座
　実施月：6月～1月（7回）
　場　所：中央公民館
○サークルあさひ育成事業
　実施月：4月～3月（10回）
　場　所：東部公民館
○南部梅郷女性大学
 実施月：7月～3月（6回）
　場　所：南部梅郷公民館
○北部女性セミナー
　実施月：7月～2月（5回）
　場　所：北部公民館
○川間女性学級
　実施月：10月～3月（6回）
　場　所：川間公民館
○福田女性大学
　実施月：10月～3月（6回）
　場　所：福田公民館
○二川さわやか女性教室
　実施月：6月～3月（8回）
　場　所：二川公民館
〇レディス．コム
　実施月：10月～2月（5回）
　場　所：木間ケ瀬公民館

786 公民館
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

33 42
男女共同参画に
関する講演会等
の開催

○男性の意識と職場風
土の改革（男性ロール
モデルの提示や好事例
の普及等）

一般市民を対象とした講演会
等の開催に当たり、テーマや
講師の選定等において工夫を
重ねるとともに、より効果を
高めるため、目的や対象等を
絞った出前セミナー等を開催
します。

　一般市民を対象とした男女共同参画に
関する講演会等については、男女共同参
画審議会の意見を踏まえて、日本将棋連
盟関根金次郎支部の協力をいただき、女
流棋士2名を講師に迎えてワーク・ライ
フ・バランスをテーマに、ＮＰＯ法人
「のだフレンドシップ青い鳥」と共催
し、「夫婦共働きの優先権」、「勝負に
こだわる仕事、勝負にこだわらない子育
て」と題した講演会を開催した。また、
講演会終了後に、希望者による指導対局
を行いました。
　実施日：12月27日（日）
　場所：いちいのホール
　　　　関根名人記念館対局室
　演題：「夫婦共働きの優先権」、「勝
負にこだわる仕事、勝負にこだわらない
子育て」
　参加人数：63人
　指導対局参加者：20人
　指導対局観覧者：25人

　一般市民を対象とした講演会等
については、男女共同参画審議会
の意見を踏まえて、市民の関心を
引くテーマを選定するとともに地
元資源を生かして幅広のテーマで
男女共同参画につなげるような工
夫をして実施することが求められ
ている。

100

　一般市民を対象とした男女共同参画に
関する講演会等については、市民の関心
を引くテーマや講師を選定するなど開催
方法等を工夫し、目的別に沿って対象を
絞った講演会等を実施する。
　実施日：平成29年2月4日（土）
　場所：市役所8階大会議室

117
人権・男女共
同参画推進課

34 43
啓発情報誌の発
行

市報折込みにより、男女共同
参画推進だより「フレッ
シュ」を定期発行し、男女平
等意識の啓発や男女共同参画
に関する情報の提供を行いま
す。

　平成27年9月に施行された女性活躍推
進法に基づく市町村推進計画を「第3次
野田市男女共同参画計画」と一体のもの
として位置付けた記事を掲載し、更なる
女性の職業生活における活躍を推進する
ために、市の施策と国の施策との対応表
や、位置付けに必要な追記を行ったこと
などを明示した男女共同参画推進だより
「フレッシュ」を発行し、全世帯に配布
することで、広範囲な情報提供に努めて
いる。

　男女共同参画推進だより「フ
レッシュ」を毎年発行し、全世帯
に配布することで、配布後に男女
共同参画に関する問い合わせがあ
るなどの反響もあり、啓発の役割
を果たしている。 223

　男女共同参画推進だより「フレッ
シュ」を毎年発行し、全世帯に配布する
ことで、広範囲な情報提供に努める。市
報29年3月15日号と合わせて配布。

281
人権・男女共
同参画推進課

35 43
市職員研修の充
実

階層別の職員研修に男女共同
参画問題を取り入れ、職員の
より一層の意識の深化を図り
ます。
また、女性職員の積極的な育
成と能力の活用を図るため、
職員研修の充実と能力開発の
ための参加機会の拡大を図り
ます。

○新規採用職員研修「男女共同参画を目
指した職場づくり」
　実施日　4月3日（金）
　場所　　市役所5階511・512会議室
　参加人数　23人

○係長級職員研修「男女共同参画を目指
した職場づくり」
　実施日　7月6日（木）
　場所　　市役所8階大会議室
　参加人数　20人

○課長補佐級職員研修「男女共同参画を
目指した職場づくり」
  実施日　8月17日（月）
　場所　　市役所2階中1･2会議室
　参加人数　18人

　階層別の研修により、職責ごと
の説明内容の研修ができたため、
男女共同参画への理解の浸透が図
られた。さらに全職員への意識の
深化に努めるため継続的に実施す
る必要がある。

0

○新規採用職員研修「人権問題・男女共
同参画を目指した職場づくり」
　実施日　4月5日（金）
　場所　　市役所5階511・512会議室
　参加人数　23人

○係長級職員研修「男女共同参画を目指
した職場づくり」
　実施日　5月12日（木）
　場所　　市役所8階大会議室
　参加人数　12人

○課長補佐級職員研修「人権問題・男女
共同参画を目指した職場づくり」
  実施日　7月27日（水）
　場所　　市役所2階中1･2会議室
　参加人数　11人

0
人事課
人権・男女共
同参画推進課
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)
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予算額
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番
号

掲
載
頁

具体的施策

36 43

市施設における
男女共同参画に
関する情報提供
の充実

○女性の職業生活にお
ける情報の収集・整
理・提供

市役所、支所の行政資料コー
ナー及び興風・せきやど図書
館の女性情報コーナーにおい
て、男女共同参画に関する情
報提供の充実を図ります。

　市役所・支所の行政資料コーナーに男
女共同参画に関する冊子、チラシ等を置
き情報提供するとともに興風図書館内及
びせきやど図書館内に女性情報コーナー
を設置し、女性をテーマとした様々な分
野の蔵書の充実を図り、利用に供してい
る。
　購入冊数：42冊
　（内訳）興風図書館35冊
　　　　　せきやど図書館7冊
　貸出冊数：562冊

　男女共同参画に関する冊子、チ
ラシ等を配置するとともに女性を
テーマとした様々な分野の蔵書の
充実を図ることにより、市民への
情報提供等の役割を果たしてい
る。 62

　市役所・支所の行政資料コーナーに男
女共同参画に関する冊子、チラシ等を置
き情報提供するとともに興風図書館内及
びせきやど図書館内に設置した女性情報
コーナーにおいて、女性をテーマとした
様々な分野の図書を計画的・継続的に整
備し、利用に供する。
　購入予定冊数：36冊

56
人権・男女共
同参画推進課

37 43
男女共同参画に
関する関係資料
の収集及び提供

○男性の意識と職場風
土の改革（男性ロール
モデルの提示や好事例
の普及等）

男女共同参画に関する資料や
情報を収集し、広く適切に市
民への情報提供を行います。

　国・県及び市町村、各種団体等が発行
する男女共同参画に関する情報資料を男
女共同参画課窓口に設置するとともに、
必要に応じて男女共同参画推進だより
「フレッシュ」へ掲載し、情報提供に努
めている。

　男女共同参画社会の実現に向け
て資料や情報を収集し、広く適切
に市民への情報提供を行う必要が
ある。 0

　国・県及び市町村、各種団体等が発行
する男女共同参画に関する情報資料を男
女共同参画課窓口に設置するとともに、
必要に応じて男女共同参画推進だより
「フレッシュ」へ掲載し、情報提供を行
う。

0
人権・男女共
同参画推進課

38 45

女性（異性）に
対する暴力防止
に関する啓発活
動の拡充

ＤＶに対する正しい認識と理
解を深めるため、講座、講演
会の開催、情報誌、広報誌に
おける記事の掲載等、啓発活
動の拡充を図ります。

　市ホームページを活用してＤＶに関す
る情報提供を実施し、市民への啓発を行
うとともに、野田市の成人式参加者へＤ
Ｖ及びストーカーに関するチラシを配布
し、啓発活動を行っている。

　ＤＶに対する正しい認識と理解
を深めるため、啓発活動の拡充を
図る必要がある。

0

　市ホームページを活用してＤＶに関す
る情報提供を実施し、市民への啓発を行
うとともに、野田市の成人式参加者へＤ
Ｖ及びストーカーに関するチラシを配布
し、啓発活動を行う。

0
人権・男女共
同参画推進課

39 45
市職員に対する
共通理解の浸透
の推進

二次被害の防止等各窓口でＤ
Ｖ被害女性への適切な対応が
図れるよう、職員への研修を
実施するとともに、職員対応
マニュアルを更新します。

　「二次被害の防止」に注意しながら、
ＤＶ相談の窓口である配偶者暴力相談支
援センター(人権・男女共同参画推進課)
に情報提供または引継ぎをするまでの手
引きとなるよう、ＤＶ被害者支援マニュ
アル（職員向け）を作成し、関係課へ配
布している。

　窓口職員の対応により二次被害
が発生した事案が報道されている
ことを踏まえて、適正な対応が図
れるように努めていく必要があ
る。

0

　各職員への理解を深めるため、職員へ
の研修を実施するとともに、職員対応マ
ニュアルを更新し、引き続き二次被害防
止に努めて行く。 0

人権・男女共
同参画推進課

40 47
ＤＶ被害防止に
向けた若年層等
への啓発の拡充

ＤＶ被害は若年層の間でも広
がっていることから、デート
ＤＶに関する理解と予防に向
けて、生徒や教職員等を対象
にデートＤＶ講演会や研修等
を実施し、啓発活動の拡充を
図ります。

　市内の高校生を対象とした「デートＤ
Ｖ講演会」を実施し、これらを通じＤＶ
に関する正しい知識や理解度を深めるた
めの啓発に努めるとともに男女共同参画
推進だより「フレッシュ」及び市ホーム
ページを活用し、ＤＶの内容及び支援策
等について案内し、周知・啓発に努めて
いる。
○デートＤＶ講演会
①実施日：7月16日（木）
　場所：清水高校
　参加人数：446人（全学年）
②実施日：10月15日（木）
　場所：野田中央高校
　参加人数：320人(1年生)
③実施日：10月28日（水）
　場所：関宿高校
　参加人数：94人（2年生）

　高校生に対する啓発について
は、学校側から高評価を得てい
る。男女共同参画推進だより「フ
レッシュ」、市ホームページ等の
情報をもとに、相談の申し込み等
があることから、啓発の役割を果
たしている。

105

　男女共同参画推進だより「フレッ
シュ」、市ホームページ等を活用し、Ｄ
Ｖの内容及び支援策等について周知・啓
発を図るとともに市内の高校生を対象と
した「デートＤＶ講演会」を実施し、こ
れらを通じてＤＶに関する正しい知識を
習得し、理解度を深めるための啓発を行
う。
○デートＤＶ講演会
①実施日：7月15日（金）
　場所：野田中央高校
　参加人数：314人（3学年）
②実施日：11月17日（木）
　場所：清水高校
　参加人数：162人（1学年）
③実施日：平成29年1月12日（木）
　場所：関宿高校
　参加人数：94人（2学年）

105
人権・男女共
同参画推進課

41 47
法制度や各種支
援策の周知、啓
発の充実

市ホームページ等をはじめ、
効果的な方法、手段を活用し
て、ＤＶ防止法をはじめとす
る関係法令の内容や各種支援
策の周知、啓発の充実を図り
ます。

　ホームページにＤＶ相談、女性のため
の相談窓口などを掲載するとともに、各
施設の女性トイレに配偶者暴力相談支援
センター及び女性のための相談カードを
設置して啓発活動に努めている。

　各種支援策の周知、啓発の充実
に努める必要がある。

0

　ホームページにＤＶ相談、女性のため
の相談窓口などを掲載するとともに、各
施設の女性トイレに配偶者暴力相談支援
センター及び女性のための相談カードを
設置して啓発活動を行う。

0
人権・男女共
同参画推進課
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(千円)
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番
号

掲
載
頁

具体的施策

42 47

「男性のための
総合相談」の情
報提供(基本目
標Ⅰ 13 再掲)

男性が抱える様々な悩み、男
性ならではの悩みについて、
県が実施する「男性のための
総合相談」に関する情報を提
供します。

　誰もが自分らしく生きていけるように
様々な悩みを抱える男性の相談に応じて
いる県が実施する「男性のための総合相
談窓口」の情報提供を行うとともに、
「男性のための総合相談窓口カード」を
市役所1階男性トイレに設置して周知に
努めている。

　加害者が被害者を装って、一時
保護の対応などを聞いてくるケー
スも考えられることから、本人の
心情や置かれている状況等に十分
に配慮した上で、男性のカウンセ
ラーが相談に応じている県の総合
相談窓口などの情報提供を行う必
要がある。

0

　誰もが自分らしく生きていけるように
様々な悩みを抱える男性の相談に応じて
いる県が実施する「男性のための総合相
談窓口」のカードを市役所1階男性トイ
レに設置するとおもに、男性のための総
合相談について情報提供を行う。

0
人権・男女共
同参画推進課

43 47
啓発情報誌の発
行(基本目標Ⅰ
34 再掲)

市報折込みにより、男女共同
参画推進だより「フレッ
シュ」を定期発行し、男女平
等意識の啓発や男女共同参画
に関する情報の提供を行いま
す。

　平成27年9月に施行された女性活躍推
進法に基づく市町村推進計画を「第3次
野田市男女共同参画計画」と一体のもの
として位置付けた記事を掲載し、更なる
女性の職業生活における活躍を推進する
ために、市の施策と国の施策との対応表
や、位置付けに必要な追記を行ったこと
などを明示した男女共同参画推進だより
「フレッシュ」を発行し、全世帯に配布
することで、広範囲な情報提供に努めて
いる。

　男女共同参画推進だより「フ
レッシュ」を毎年発行し、全世帯
に配布することで、配布後に男女
共同参画に関する問い合わせがあ
るなどの反響もあり、啓発の役割
を果たしている。 223

　男女共同参画推進だより「フレッ
シュ」を毎年発行し、全世帯に配布する
ことで、広範囲な情報提供に努める。市
報29年3月15日号と合わせて配布。

281
人権・男女共
同参画推進課

44 47

「第2次野田市
ドメスティッ
ク・バイオレン
ス総合対策大綱
（野田市ＤＶ被
害女性支援基本
計画）」の見直
し

第３次野田市男女共同参画計
画等に沿って、「第2次野田市
ドメスティック・バイオレン
ス総合対策大綱（野田市ＤＶ
被害女性支援基本計画）」の
見直しを行います。

　国の法改正やＤＶ対策連絡協議会の意
見を踏まえて、第３次野田市男女共同参
画計画等に沿った「第2次野田市ドメス
ティック・バイオレンス総合対策大綱
（野田市ＤＶ被害女性支援基本計画）」
の見直しを検討する。

　ＤＶ相談件数が増加傾向にある
ことから、ＤＶ被害女性への支援
などの各種施策を実施する必要が
ある。

0

　第３次野田市男女共同参画計画等に
沿った「第2次野田市ドメスティック・
バイオレンス総合対策大綱（野田市ＤＶ
被害女性支援基本計画）」に基づき各種
施策を推進する。 0

人権・男女共
同参画推進課

45 48
ＤＶ相談窓口の
充実(基本目標
Ⅰ 11 再掲)

ＤＶ（配偶者、元配偶者、事
実上婚姻関係にある者及び生
活の本拠を共にする交際相手
からの暴力）被害女性の相談
に対し、被害女性の意思を踏
まえた上で、最善の支援策や
法制度の教示を行います。
また、行政支援が必要な相談
者に対し、市職員が適切な窓
口へ同行し、きめ細かな支援
を行います。

　ＤＶ被害者にとって話しやすい環境づ
くりを心がけるとともに被害女性の意思
を最優先に据え、本人の心情や置かれて
いる状況等に十分に配慮した上で相談対
応に努めている。
　また、支援策や法制度を分かりやすく
説明・提示し、本人に寄り添った支援・
対応に努めている。
　相談件数：260件

　一定の成果は得られたが、ＤＶ
防止法の改正（平成26年1月3日施
行）に伴い、保護対象の拡大が図
られたことから、相談内容等も複
雑・深刻化すると予想される。
　ＤＶ被害女性の身の安全を最優
先に、それぞれのケースに応じ
て、さらに適切、迅速かつ丁寧な
対応を図ることが必要である。

84

　ＤＶ被害者にとって話しやすい環境づ
くりを心がけるとともに被害女性の意思
を最優先に据え、本人の心情や置かれて
いる状況等に十分に配慮した上で相談対
応に努めるとともに支援策や法制度を分
かりやすく説明・提示し、本人に寄り
添った支援・対応に努めている。
（10月末実績）
　相談件数：183件

249

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

46 48

緊急一時保護施
設（シェル
ター）による保
護等の支援の実
施

ＤＶ被害女性の安全の確保を
最優先として、ＤＶ被害女性
の視点に立って、保護から自
立まで一貫した、きめ細かな
支援を行います。

　保護を求めているＤＶ被害女性の安全
確保を図るとともに自立に向けた各種支
援を行っている。
　また、県との委託契約に基づき、市民
以外の保護・受入れを行うなど、広域的
な支援を行っている。
　保護件数：1件（1人）
　内訳　市民 1件（1人）

　ＤＶ被害女性の意思を踏まえ
て、状況に応じた自立支援を行っ
ていく必要がある。また、県及び
埼玉県との委託契約に基づき、広
域的な支援を行うことが必要であ
る。

2,313

　保護を求めているＤＶ被害女性の安全
確保を図るとともに自立に向けた各種支
援を進めている。
　また、県との委託契約に基づき、市民
以外の方の保護・受入れを行うなど、広
域的な支援を行っている。
（10月末実績）
　保護件数： 1件（1人）
　内訳　市民1件（1人）

3,242

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

47 48
緊急生活支援資
金の助成

所持金を持たないシェルター
入所中の被害女性（市民）に
対し、自立に向けて必要な関
係機関への相談や保護命令の
申立てに必要な経費等を助成
します。

助成件数：１件 　入所中のＤＶ被害女性（市民）
に対し、退所後の自立生活に向け
て必要となる経費を助成してい
る。 0

（10月末実績）
　助成件数：0件

175

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)
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概　要
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番
号

掲
載
頁

具体的施策

48 49
カウンセリング
受診の助成

シェルター入所中の被害女性
（市民）が心身の健康を回復
させるため、本人の意思に基
づき、医学的又は心理学的な
治療として、市内精神科医に
よりカウンセリングを受診し
た場合、その経費を助成しま
す。

助成件数：0件 　精神疾患が判明している被害女
性については、原則としてシェル
ター（緊急一時保護施設）への入
所を制限しているため、入所後に
精神的に不安定になるケースが対
象となる。25年度は、そういった
ケースが顕在化していなかったこ
とから、助成実績はない。

0

（10月末実績）
　助成件数：0件

55

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

49 49
ステップハウス
の活用

市営住宅を目的外使用し、
シェルター入所中の被害女性
等が精神的ケアと経済的自立
に向けた生活の準備をするた
めに活用します。

　現在まで活用実績はない。 　実績はありませんが、今後の利
用に備え施設の維持管理に努めて
いく必要がある。

0

　市営住宅を目的外使用し、シェルター
入所中の被害女性が精神的ケアと経済的
自立に向けた生活の準備をするために活
用します。 0

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)
営繕課

50 49
市営住宅におけ
る入居資格条件
の緩和

シェルターに入所していた被
害女性（市民）で、離婚が成
立していない場合において
も、ひとり親家庭と同等と
し、市営住宅における入居資
格条件を緩和します。

・入居資格条件緩和者　0件 　制度の周知に努めていく必要が
ある。

0

　シェルターに入所経験のある市民を離
婚が成立していなくても、ひとり親家庭
と同様に扱い、市営住宅における住居条
件を緩和します。 0

営繕課
配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

51 49

民間賃貸住宅入
居時家賃等の助
成（ＤＶ被害女
性要件）

緊急に居住の場を確保する必
要があるシェルター入所中の
被害女性（市民）で、市内、
市外の民間賃貸住宅へ入居し
ようとする低額所得者に対
し、賃貸借契約時に要する家
賃等の費用の一部を助成しま
す。

・相談件数　0件
・申請件数　0件
・助成金交付決定件数　0件
　助成額　  0円

・DV被害女性要件はありませんで
した。制度の周知に努めてまいり
ます。

0

（10月末実績）
・相談件数　0件
・申請件数　0件
・助成金交付決定件数　0件
　助成額　  0円 2,900

営繕課
偶者暴力相談
支援センター
(人権・男女
共同参画推進
課)

52 49

住宅困窮者民間
賃貸住宅居住支
援の実施（ＤＶ
被害女性要件）

連帯保証人が確保できないな
どの理由により、市内の民間
賃貸住宅への入居に困窮して
いるシェルター入所中又は入
所していたＤＶ被害女性世帯
に対し、民間賃貸住宅情報の
提供、民間保証会社や既存の
福祉サービスを活用した入居
保証及び居住継続支援を行う
とともに、低額所得者等の場
合は、家賃等保証委託契約に
要する費用の一部を助成しま
す。

・相談件数　1件
・申請件数　0件
　入居保証0
　情報提供0

・保証人や賃貸情報に関しては不
動産店の取り扱う債務保証会社が
多数あることや、空き物件も多く
賃貸物件が借りやすくなっている
こと等から利用者が少ない状況と
なっています。契約時の条件とし
て、親族などの緊急連絡先の確保
が必要などの条件があり確保でき
ない場合は契約が難しいなどの問
題があります。

0

（10月末実績）
・相談件数　0件
・申請件数　0件
　入居保証0
　情報提供0

11

営繕課
配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)
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53 50
民間団体との連
携による支援体
制の強化

シェルターの運営業務の一部
を民間団体に委託し、官民が
協働した支援体制の強化を図
ります。

　シェルターに入所中のＤＶ被害女性及
び同伴家族に対する支援について、市と
委託先である民間団体との間で役割分担
を明確にし、きめ細かな対応・支援に努
めている。
　また、民間団体との緊密な連携を図
り、支援体制の強化に努めている。
（委託先）
NPO法人のだフレンドシップ「青い鳥」
（委託業務内容）
１ 入所者の生活支援
 （安否確認、食材等の調達）
２ 入所者の精神的ケア
 （相談、外出等）
３ 同行支援
 （住居確保、就業等）

　NPO法人のだフレンドシップ「青
い鳥」と緊密な連携を図り、被害
女性への対応、自立に向けた支援
に努めている。

0

　シェルターに入所中のＤＶ被害女性及
び同伴家族に対する支援について、市と
委託先である民間団体との間で役割分担
を明確にし、きめ細かな対応・支援に努
める。
　また、民間団体との緊密な連携を図
り、支援体制の強化に努めていく。
（委託先）
NPO法人のだフレンドシップ「青い鳥」
（委託業務内容）
１ 入所者の生活支援
  （安否確認、食材等の調達）
２ 入所者の精神的ケア
  （相談、外出等）
３ 同行支援
  （住居確保、就業等）

0

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

54 50
ひとり親家庭等
日常生活支援事
業の充実

ひとり親家庭となった直後の
生活や育児支援のため、ヘル
パーや保育士を派遣する事業
を、野田市母子寡婦福祉会に
委託し、実施しています。求
職活動時等にも支援できる体
制に拡充しており、さらに事
業の周知を図ります。

【日常生活支援事業実績】
子育て支援及び生活援助利用者数
・子育て支援：9人　延42日　352時間
　（うち保育所待機時利用1人延2日
　　22時間）
・生活援助　：1人
　　　　　　　延10日　19時間

･支援員の協力により急な要望にも
派遣することができ、適正に対応
した。
・母子家庭等が安心して子育てを
しながら、求職活動や就業を行う
ため、保育所入所申請時の待機時
に対応できるよう23年10月より保
育所入所申請時の待機者への派遣
の拡充をしたが、本事業のニーズ
はあるものの、27年度から保育所
でもひとり親家庭の優先入所に加
え、求職中や職業訓練中について
も入所要件が拡充されたため、利
用自体は減少しているが、当該事
業では利用負担額が安価であり、
非課税世帯では無料となることか
ら、利用者の経済状況も含め制度
の周知が必要である。

705

・本事業は、ひとり親家庭等が安心して
子育てしながら仕事や求職活動をするた
めに有効な事業であり、更に市の制度が
28年4月から国の制度改正に伴い改正さ
れ、定期的な就業上の理由による残業等
についても支援が拡大されたことから、
事業の周知について、母子寡婦福祉会や
保育課等の関係機関と連携するととも
に、引き続き、母子・父子自立支援員の
離婚直後の面談時や就業等の相談時に制
度の説明とあわせ事業の一層の周知に努
める。また、家庭生活支援員の支援スキ
ル向上のための研修会を検討する。
（10月末実績）
  子育て支援：10人
　　　　　　　延41日　176時間
  生活援助  ：0人
（保育所待機時に利用はなし）

1,517

児童家庭課
配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

55 50

広域的な対応を
図るための他自
治体への理解と
協力依頼

市民以外のＤＶ被害女性も柔
軟に受け入れることとし、自
治体間依頼に基づく市民以外
の保護については、住所地自
治体に対し、本人の自立の意
思確認や援護等の実施責任等
を要請します。
一方、ＤＶ被害女性（市民）
が他自治体での自立を目指す
際には、市民以外のＤＶ被害
女性を柔軟に受け入れてもら
えるよう、他自治体への理解
と協力を要請するとともに、
情報提供や支援を行います。

他市での自立を目指した者：1人
協力を要請した他市町村の数：0市
他市等からの受入れ人数：0人

　市民が他自治体での自立を目指
すに当たり、、受入れに際して、
他自治体の理解と協力を要請する
とともに情報提供と支援協力を
行っている。

0

（10月末実績）
・他市での自立を目指した者：0人
・協力を要請した他市町村の数：0市
・他市等からの受入れ人数：0人

0

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

56 50

野田市ドメス
ティック・バイ
オレンス対策連
絡協議会による
連携体制の強化

関係機関等の連携体制を強化
し、迅速な対応を図るため、
野田市ドメスティック・バイ
オレンス対策連絡協議会によ
る情報交換を密にし、情報の
共有化を推進します。

　効果的なＤＶ対策の推進を図るため、
関係機関等の担当者で構成する「野田市
ドメステック・バイオレンス対策協議
会」を開催し、事例発表等を通じ情報交
換を行うとともに情報の共有化を図り、
迅速な対応に努めている。
　開催日：28年3月24日（木）
　場　所：市役所5階512会議室

　「野田市ドメステック・バイオ
レンス対策協議会」を開催し、関
係機関との連携体制の強化を図っ
ている。

0

　効果的なＤＶ対策の推進を図るために
関係機関等の担当者で構成する「野田市
ドメステック・バイオレンス対策協議
会」を開催し、事例発表等を通じ情報交
換を行うとともに情報の共有化を図り、
迅速な対応に努めている。
　開催月：平成29年2月

0

配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)
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事業実績 評価及び課題
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(千円)
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概　要
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番
号

掲
載
頁

具体的施策

57 51

児童虐待相談受
付電話｢子ども
ＳＯＳ｣の運営
と周知(基本目
標Ⅰ 15 再掲)

虐待を受けている子ども本人
や虐待の疑いのある親子を発
見した人からの通報及び虐待
をしているのではと悩んでい
る保護者等からの電話相談に
対応し、児童虐待の未然防止
や早期発見等に努め、関係機
関との連携を密に図りつつ、
きめ細かな支援を行います。

「子どもＳＯＳ」相談件数　29件
　内訳
・虐待に関するもの　15件
・18歳未満からのもの　3件

・「子どもＳＯＳ」の電話番号を
ホームページ、啓発チラシに掲載
している。
・全国共通ダイヤル「189」が普及
してきたこともあり、件数に大き
な増減はない。
・相談内容については、子育ての
不安等も寄せられており、虐待の
予防においても効果を得ている。

76

　子どもＳＯＳについては、引き続き
ホームペ
ージ等により啓発を行い、児童虐待の未
然防止や早期発見に努める。
　近年は小中学生全員に子どもSOSの電
話番号を記したリーフレットを配布して
いたが、平成28年度は携帯しやすいカー
ドサイズのものを配布する。

90 児童家庭課

59 51
乳児家庭全戸訪
問事業の実施

全ての乳児の家庭を訪問し、
子育ての孤立化を防ぎ、居宅
において子育て支援に対する
必要な情報提供を行うととも
に、様々な不安や悩みを聴取
し、要支援児童の早期対応を
図ります。

・新生児訪問及び生後4か月までの訪問
数
　延351件
・保健推進員による生後２か月児訪問数
　延1,419件

・訪問時に育児不安等がある場合
には、再訪問や来所・電話による
継続した支援を実施した。必要に
応じて育児支援事業を紹介するな
ど、他機関との連携を図った。
・産後育児への不安が強い母が増
えている傾向があり、問題も多様
化してきている。

2,589

・全ての乳児の家庭を訪問し子育ての孤
立化を防ぎ、居宅において不安や悩みを
聞き、子育てに関する必要な情報提供を
行う。
・育児支援、育児不安対策のアプローチ
の充実のため、担当者教育等の充実を図
る。
・フォロー体制の充実のため、今までは
保健推進員も実施していたが、平成28年
度より専門職（保健師・助産師）による
全戸訪問とする。

1,899保健センター

60 52

民間企業におけ
るあらゆるハラ
スメント（セク
シュアル・マタ
ニティ・パワー
ハラスメント
等）に対する防
止対策の促進

○ハラスメントのない
職場の実現（妊娠・出
産等による不利益取扱
いの防止等）

「男女雇用機会均等法」及び
同法に基づく指針について周
知を図り、事業主等の認識を
高めるとともに、防止対策の
徹底を図るため、相談体制の
確立及び職場研修等の実施を
働きかけます。

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供した。

　民間企業におけるセクシュアル･
ハラスメント防止対策の推進のた
め、事業主に対して「男女雇用機
会均等法」の周知、啓発を図っ
た。

0

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供する。

0
商工観光課
人権・男女共
同参画推進課

58 51

野田市要保護児
童対策地域協議
会による連携体
制の強化

千葉県柏児童相談所をはじめ
とする関係機関との連携及び
情報の共有化を進め、児童虐
待の未然防止、早期発見及び
ケースの進行管理による児童
虐待の重篤化を防ぎます。

・要保護児童対策地域協議会の運営
　代表者会議2回　実務者会議 2回
  進行管理会議12回　個別支援会議 3回
　関係機関への研修会
  11月.5日（土）に開催（参加者55名）
・児童虐待相談対応件数
　延4,234件（相談実人数250人）
・進行管理台帳に登録されている子ども
で学校・保育園等に所属している場合、
所属機関と毎月1回書面による情報交換
・進行管理台帳に登録した特定妊婦　19
人、ハイリスクケース　71人
・居住実態が把握できない児童について
　児童家庭課への情報提供件数　41件
　安全確認、出国確認等により対応済み
の件数41件
・児童虐待防止推進月間の取り組み
・「わたしの願う家族・家庭」ポスター
展
　応募総数673点（小学校538点・中学校
135点）　優秀作品を掲載した啓発チラ
シを自治会、市内の児童生徒及び医療機
関等に配布。
　児童虐待防止ステッカー等を公用車及
び市内事業所の車両に装着し児童虐待防
止意識の向上を図った。

・児童虐待相談受付件数は増加傾
向にあるが、関係機関との連携に
よる早期発見・早期対応や、個別
支援会議等のケース会議の開催に
よって、継続的に家族支援を行う
よう努めた。
・乳幼児健診未受診等で保健師等
が訪問しても居住実態が把握でき
ない児童について、要保護児童対
策地域協議会を中心とした関係機
関との連携により確認するシステ
ムを構築し、早期発見、早期対応
を実行している。
・保健センター母子保健係、子ど
も支援室とは、随時ケース会議を
開くなどの連携を図っているた
め、特定妊婦とハイリスクケース
の件数が増加し、支援が充実して
いる。

-

・平成28年3月に改定した「野田市子育
て支援・児童虐待防止総合対策大綱」に
基づき、今後も、代表者会議や実務者進
行管理会議等を開催し、関係機関と連携
及び情報の共有化、研修会の開催等を行
い、また、全ケースの進行管理による児
童虐待の未然防止や重篤化の防止に努め
ていく。
・児童福祉法の改正により、平成29年4
月から児童家庭課を支援拠点として位置
づけるために必要な協議や準備を行う。
それに伴い、「野田市児童虐待防止対応
マニュアル」に法の趣旨を反映させると
ともに、時点修正を行い、早期発見・早
期対応が適切に行えるよう内容を見直
す。
・居住実態が把握できない児童について
は、要保護児童対策地域協議会を中心と
した関係機関との連携によるシステムを
適切に運用し、早急に実態を把握するよ
う努める。
・児童養護施設に一時的に入所させる子
育て短期支援事業（ショートステイ）に
ついては、子育てへの疲労、育児不安を
抱えた保護者などに対しレスパイト（休
息、息抜き）目的の利用を促進する。

- 児童家庭課
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番
号

掲
載
頁
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61 53

市におけるあら
ゆるハラスメン
ト（セクシュア
ル・マタニ
ティ・パワーハ
ラスメント等）
に対する防止対
策の推進

○ハラスメントのない
職場の実現（妊娠・出
産等による不利益取扱
いの防止等）

あらゆるハラスメント（セク
シュアル・マタニティ・パ
ワーハラスメント等）防止に
係る市全職員の意識啓発の徹
底及び苦情相談員の周知を図
り、相談等に適切に対処する
工夫を図ります。

　セクシャルハラスメントの防止等に関
する要綱に基づき、人事課職員のほか、
人権・男女共同参画推進課の職員、野田
市男女共同参画推進庁内連絡会の男女共
同参画推進部会の女性職員を相談員とし
て配置している。
　庁内掲示板を通して苦情相談の受入体
制を周知すると共に全庁的にセクシュア
ルハラスメント、パワーハラスメント
（セクシャルハラスメント等）の防止を
推進している。

　庁内掲示板を通して苦情相談の
受入体制を周知するとともに全庁
的にセクシャルハラスメント等の
防止を推進した結果、26年度につ
いても、苦情相談処理委員会の設
置はなかった。
　今後も、セクシャルハラスメン
ト等の防止のため一層の意識啓発
の徹底、苦情相談員の周知を継続
的に実施する必要がある。

0

　セクシャルハラスメントの防止等に関
する要綱に基づき、人事課職員のほか、
人権・男女共同参画推進課の職員、野田
市男女共同参画推進庁内連絡会の男女共
同参画推進部会の女性職員を相談員とし
て配置している。
　庁内掲示板を通して苦情相談の受入体
制を周知すると共に全庁的にセクシュア
ルハラスメント、パワーハラスメント
（セクシャルハラスメント等）の防止を
推進していく。

0 人事課

63 53
ストーカー規制
法の周知、啓発
の推進

被害女性をストーカー行為等
から守るため、ストーカー規
制法の周知、啓発を推進する
とともに、関係機関等との連
携強化を図ります。

　男女共同参画推進だより「フレッ
シュ」を活用して、「ストーカー規制
法」の改正内容をはじめ、「ストーカー
行為」の内容、ストーカー被害を受けた
場合の対応等について周知、啓発を実施
している。

　男女共同参画推進だより「フ
レッシュ」にストーカー行為等に
係る内容や被害を受けた場合の対
応を掲載し、情報提供と啓発に努
めている。

223

　平成29年3月15日に全戸配布する男女
共同参画推進だより「フレッシュ」を通
じて「ストーカー行為」の内容等につい
て周知、啓発を行う。 281

人権・男女共
同参画推進課

64 54
性犯罪被害者の
支援の実施

性犯罪の被害に遭った際の相
談に対応するため、職員の知
識の習得等を図るとともに、
相談窓口等の情報提供を行い
ます。

 「女性被害110番」、女性相談所の活用
や被害に遭った際の性被害者相談窓口の
情報提供を行う。

　性犯罪被害者の支援を実施して
いく必要がある。

0

 「女性被害110番」、女性相談所の活用
や被害に遭った際の性被害者相談窓口の
情報提供を行う。 0

人権・男女共
同参画推進課

62 53

学校におけるあ
らゆるハラスメ
ント（セクシュ
アル・マタニ
ティ・パワーハ
ラスメント等）
に対する防止対
策の推進

○ハラスメントのない
職場の実現（妊娠・出
産等による不利益取扱
いの防止等）

学校におけるあらゆるハラス
メント（セクシュアル・マタ
ニティ・パワーハラスメント
等）防止のための啓発や相談
体制の拡充を図るとともに、
教職員研修を実施し、防止対
策の充実を図ります。

○わいせつ・セクハラ等不祥事根絶につ
いての指導
　実施日：4/2（校長会）,4/30（臨時校
長会）,5/18（校長会）,5/28（教頭
会）,6/30（校長会）,7/10（教頭
会）,8/18（臨時校長会）,10/6（校長
会）10/29（教頭会）,11/24（校長
会）,12/18（校長会）,1/18（校長
会）,1/26（教頭会）,2/16（校長
会）,2/26（教頭会）,3/29（校長会）
○不祥事根絶校内研修会での指導
　指導者：学校教育部長、学校教育課
長、管理主事
　実施回数：合計18回（小学校15回、中
学校3回）
○セクシャルハラスメントに関する実態
調査
　実施日：12月1日～28年1月.29日
　小学校教職員　542名
　小学校児童　8371名（全学年）
　中学校教職員　307名
　中学校生徒　4006名（全学年）
○モラールアップ委員会代表者会議の開
催
　実施日：6/26　2/4
○野田市立小中学校不祥事根絶委員会の
開催
　実施日：6/26  2/23
○教職員及び児童生徒に対する「セク
シャル・ハラスメント」相談窓口のを全
校に設置している。
○「教育相談箱」を全校に設置してい
る。

・モラールアップ委員会代表者会
議、及び野田市小中学校不祥事根
絶委員会を、それぞれ前期、後期1
回ずつ実施することができた。
・各学校の不祥事根絶に向けての
取組状況を確認するとともに効果
的な実践を共有することができ、
不祥事根絶に向けての研修をさら
に充実させることができた。
・効果的な研修ができるよう、内
容を工夫し各学校に情報提供し、
教職員の綱紀の粛正、不祥事根絶
に向けた意識の高揚に努めてい
く。

0

○わいせつ・セクハラ等不祥事根絶につ
いての工夫のある効果的な指導
（「チームのだ」通信）
○不祥事根絶校内研修での指導
○セクシャルハラスメントに関する実態
調査
　　実施日：年度末に実施予定
○モラールアップ委員会代表者会議の開
催
　　実施日：前期1回　後期1回
○野田市立小中学校不祥事根絶委員会の
開催
　　実施日　前期1回　後期1回
○教職員及び児童生徒に対する「セク
シャル・ハラスメント」相談窓口のを全
校に設置
○「教育相談箱」を全校に設置 0

学校教育課
指導課
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

　近年の高度情報化社会では様々な情報
が氾濫しており、その中には少なからず
青少年の健全育成にとって悪影響を及ぼ
す情報も含まれている。こうした環境か
ら子どもたちを守るために、大人である
私達が何をすべきなのか、あらためて考
える機会として講習会を実施している。
〇ペアレンタルコントロール講習会
　実施日：7月18日（土）
　場　所：市役所8階大会議室
  対象者：小中学校の保護者・教諭・青
少年相談員・青少年補導員・一般市民
　参加人数：64人

多くの方々に参加いただき、子ど
も達のネット事情を知っていただ
きながら、子ども達に利用させる
際には使い方について子ども達と
よく話し合うこと、そしてフィル
タリングの重要性についてあらた
めて認識していいただいている。

100

　大人が子ども達にすべきことは何か
を、講習会を通し啓発することとする。

118
青少年課
人権・男女共
同参画推進課

・街頭補導の実施
  実施回数754回、延従事者数1,928人、
（補導員224人、社会教育指導員1,704
人）
  補導少年数　男72人、女31人

・地域環境浄化活動の実施
 市内の電柱及び電話柱の違法ﾋﾞﾗの撤去
を実施している。
　実施回数　1回 46枚撤去
　参加者　　青少年補導員10人、青少年
相談員8人、社会教育指導員2人、青少年
課2人

　子どもたちのための安全・安心
な環境づくりに向け、これまで以
上に家庭、学校及び関係機関と連
携を図る必要がある。

0

・街頭補導については、引き続き登下校
時、学校行事、その他地域における状況
などを見ながら実施していく。
・地域環境浄化活動については、平成28
年度以降についても計画を予定している
が、近年違法ビラが減少するなど成果が
見られ、実施回数が減っているため、今
後の状況を踏まえながら活動内容を検討
していく必要がある。

0

青少年セン
ター
人権・男女共
同参画推進課

66 54
地域での防犯体
制の推進

自治会等と行政が適正な役割
分担のもと、連携を図り、自
主防犯パトロール隊を全市的
に広げ、市民の防犯意識の高
揚を図るとともに、防犯推進
員による「まめばん」での見
守りや青色回転灯搭載車両を
利用した防犯パトロールを実
施します。

　野田市防犯組合に設立された17の支部
による各種防犯活動が実施されるととも
に自治会を単位とする自主防犯組織によ
る防犯パトロールが継続的に実施され
た。
　また、防犯施設「まめばん」は毎日１
4時から19時まで警察官OBが366日在中し
た。2台の青色回転灯搭載車両を使用し
たパトロールは市内全小中学校を下校時
刻に合わせて年間243日実施した。安全
安心メールの防犯情報を配信した。

　市民個々の防犯意識の向上から
防犯組合の各支部及び自主防犯組
織におけるパトロールが活発に実
施され、平成27年の市内の犯罪件
数は1,575件と前年比260件減と
なった。

11,682

・防犯組合各支部に補助金を交付し、野
田警察署と連携し各地域の防犯活動を推
進する。
・防犯推進員による「まめばん」での見
守りや青色回転灯搭載車両を利用した防
犯パトロールを実施する。
・安全安心メールを利用し、市内の犯罪
発生状況の周知を行う。

11,646防災安全課

67 54
防犯灯の計画的
整備

夜間の女性の通行の安全を確
保するため、防犯灯の計画的
整備を図ります。

新設及び寄附 318灯
撤去　　　　　11灯
累計　　  20,184灯(うちLED6,261灯)

　球切れの頻度が少ないLED型防犯
灯の設置を積極的に行った。 110,248

　引き続きLED型防犯灯の設置を推進し
ていく。 105,014防災安全課

65 54
売買春等の防止
対策の広報、啓
発の推進

児童に対する性的暴力や児童
買春等を許さない社会づくり
に向けた広報、啓発を推進し
ます。
また、売買春は女性の性を商
品化するものであることか
ら、女性の人権を尊重する広
報、啓発を推進します。
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

69 56
審議会等におけ
る女性委員の登
用率の拡大

○女性の登用促進のた
めの支援（ロールモデ
ルの普及促進）

各種審議会等の委員につい
て、女性委員の割合を50％に
することを目指すとともに、
女性のいない審議会等の解消
を図り、定期的な把握、公表
を行います。

　各種審議会等における女性の目標登用
率（40％）をクリアしている。
○4月1日現在
　女性の登用率：45．2％
　審議会等の数：45（うち女性委員が在
籍する審議会等　43）
　公募により女性委員を登用した審議会
等の数：11
　平成24年4月から「審議会等への公募
委員の導入に関する基本方針」に基づ
き、委員の公募を行う際に女性の登用率
の拡大に努めているが、2つの審議会等
で女性委員がいない状況となっている。

　女性委員の割合を50％にするこ
とを目指すとともに、女性のいな
い審議会等の解消を図るため、関
係各課と連携を強化し、女性委員
の登用促進に努めている。

0

　各種審議会等における女性の目標登用
率50％を目指し、引き続き審議会等にお
ける女性の登用率の拡大を図るとともに
女性委員のいない審議会等の解消に努め
る。
○4月1日現在
　女性の登用率：45．8％
　審議会等の数：44（うち女性委員が在
籍する審議会等　42）

0
人権・男女共
同参画推進課
各課

70 56
市女性職員の人
材育成

○女性の登用促進のた
めの支援（ロールモデ
ルの普及促進）

市女性職員の積極的な育成と
能力の活用を図るため、職員
研修の充実と能力開発のため
の参加機会の拡大を図りま
す。

○主任主事級職員研修「女性職員指導者
研修」
　実施日：5月28日（木）
　場所：市役所5階511・512会議室
　参加人数：19人

　さらなる人材育成のため、研修
の充実を図る必要があり、既存の
研修を実施するとともに、若手職
員のキャリアアップ意識の向上を
目的とした研修を実施する必要が
ある。 141

○女性職員研修（キャリアアップ）
　実施日：10月25日（火）
　場所：市役所5階511・512会議室
　参加人数：20人

○主任主事級職員研修「女性職員指導者
研修」
　実施日：平成29年1月18日（水）
　場所：保健センター404会議室
　参加人数：20人

282 人事課

68 54

コミュニティサ
イトに起因する
人権侵害等の予
防、啓発の推進
(基本目標Ⅰ ３
再掲)

インターネット利用に起因す
る人権侵害や性犯罪等の予
防、啓発に向けて、人権に関
する知識を習得し、理解を深
めるため、学校等における講
演会等を開催します。

　昨今はインターネットによる情報収
集、コミュニティが定着化し、端末器も
スマートフォン、タブレット等の普及で
幼児から高齢者まで多くの人々がこれら
を利用するようになった。そうした中、
青少年の健全育成にとって悪影響を及ぼ
す情報はあとを絶たず益々氾濫を続け、
子ども達自身も人を傷つけ陥れるような
情報を発信したり、あるいはそれがきっ
かけとなっていじめ、自殺、傷害等に繋
がるといった事件を数多く引き起こして
いる。こうした環境から子どもたちを守
るには、インターネットの危険性につい
て多くの大人が理解し、こうした情報が
子ども達に及ばぬよう阻止する対策、子
ども達が危ない情報等を発信しないよう
な教育を講じていかなければならない。
そうした思いから毎年ペアレンタルコン
トロール講習会を実施し、子ども達が安
心して過ごすためにはどうしていくべき
か考える機会をPTAの方々並びに先生
方、そして一般の方々にも周知しながら
開催している。
〇ペアレンタルコントロール講習会
　実施日：7月18日（土）
　場　所：市役所8階大会議室
  対象者：小中学校の保護者・教諭・青
少年相談員・青少年補導員・一般市民
　参加人数：64人

より多くの方々に参加いただき、
子ども達が日頃利用しているイン
ターネットの危険性について認識
を深めていただくと共に、子ども
達との関わり方について根本から
考えていただくという点では一定
の効果は上がっていると考える。
しかし、本当に講習会に出席して
もらいたい保護者の方々が出席し
てくれているのかという点で疑問
が残る。各学校、PTAに働きかけよ
り一層効果のある講習にする必要
がある。

100

　大人ひとりひとりが、子ども達にイン
ターネットを使う上で守るべきルール、
気をつけなくてはいけない事項を教えて
いかなければならないということを、講
習会をとおし啓発していく。
〇ペアレンタルコントロール講習会
　実施日：7月3日（日）
　場　所：市役所8階大会議室
  対象者：小中学校の保護者・教諭・青
少年相談員・青少年補導員・一般市民
　参加人数：56人

118

青少年課
指導課
人権・男女共
同参画推進課
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

71 57
市女性職員の登
用及び能力活用

○女性の登用促進のた
めの支援（ロールモデ
ルの普及促進）
○職場の風土改革に効
果的な人事評価制度の
検討

市女性職員の管理監督職への
登用を積極的に進めるととも
に、幅広い分野のポストに積
極的に配置し、能力の活用を
図ります。

【平成27年4月1日現在】
課長補佐相当職以上総数194人、うち女
性課長相当職0人、女性課長補佐相当職
12人

　管理職に登用した女性職員が定
年前に多くが退職したため、現
在、女性の管理職登用が少ない。
女性活躍推進法による行動計画に
基づき、女性職員の採用、女性の
管理低地位にある職員及び役職者
の拡大を進める。

0

【平成28年4月1日現在】
課長補佐相当職以上総数185人、うち女
性課長相当職3人、課長補佐相当職8人

0
人事課
人権・男女共
同参画推進課

72 57
企業、団体等へ
の広報、啓発の
充実

○企業における女性の
活躍状況の「見える
化」の促進等（顕彰、
好事例の発信等）
○中小企業における女
性活躍推進に向けた取
組の促進（情報提供、
財政的支援等）
○女性の登用促進のた
めの支援（ロールモデ
ルの普及促進）
○女性の職業生活にお
ける活躍の推進に向け
た啓発活動
○男性の意識と職場風
土の改革（男性ロール
モデルの提示や好事例
の普及等）
○職業生活と家庭生活
の両立支援に向けた企
業の取組促進（育児休
業取得者支援等）
○柔軟な働き方の推進
（テレワーク導入支援
等）

企業、団体等の方針決定過程
への女性の参画を促進するた
め、各種講演会や講座等の充
実及び出前セミナーの実施
等、広報・啓発活動の充実を
図ります。

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの
実施
　実施日：28年2月23日（火）
　場所：野田地域職業訓練センター
　参加人数：23人

　企業、団体等の方針決定過程へ
の女性の参画を促進するため、事
業主に対して講演会の周知、啓発
を図った。

30

○ワーク・ライフ・バランスセミナーを
平成29年2月に実施。

30
商工観光課
人権・男女共
同参画推進課

73 58
地域、市民団体
等への広報、啓
発の充実

各種講演会や講座等の充実及
び出前セミナーの実施等によ
り、女性リーダーを育成し、
その能力と意思により、地
域・市民団体等の方針決定過
程への参画を促進します。

　千葉県男女共同参画センターフェス
ティバル2016＆ネットワーク会議及び東
葛地域男女共同参画推進員講演会へ参加
するとともに、男女共同参画に関す講座
等の広報啓発を実施した。

　男女共同参画に関する出前講座
を実施し、女性の参画促進に努め
ているが、一層の充実が必要であ
る。 0

　千葉県男女共同参画センターフェス
ティバル2016＆ネットワーク会議及び東
葛地域男女共同参画推進員講演会へ参加
するとともに、男女共同参画に関す講座
等の広報啓発を実施する。

0
公民館
人権・男女共
同参画推進課

74 58

女性商工業者
（自営業）等へ
の経営参画の促
進等

○起業・創業支援

女性の経営的地位向上及び経
営参画促進のため、各種講演
会や講座等を充実するなど、
広報・啓発活動の充実を図り
ます。

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの
実施
　実施日：28年2月23日（火）
　場所：野田地域職業訓練センター
　参加人数：23人

　講演会、講座等の開催情報を野田市無
料職業紹介所、野田地域職業訓練セン
ターや商工観光課窓口で提供した。

　女性商工業者等への経営参画を
促進するため、事業主に対して講
演会、講座等の周知を図った。

30

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの
実施
　実施月：29年2月
・講演会、講座等の開催情報を野田市無
料職業紹介所、野田地域職業訓練セン
ターや商工観光課窓口で提供する。

30 商工観光課

75 58
農家における家
族経営協定の普
及促進

○女性の参画が少ない
分野での就業支援

家族経営内において、家族一
人ひとりの役割を明確にし、
女性農業者の経営参画と後継
者育成を図るため、「家族経
営協定」の締結を促進しま
す。

締結件数0件 　平成27年度は締結実績はなかっ
たが、平成26年度は1件、24年度2
件と締結総数は微増している。

0

　農業事務所等と連携し、より一層の周
知・理解を深め、女性の経営参画を活発
にしていく。（28年10月末現在　1件が
家族構成変更による協定変更済み） 0 農政課
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

76 59

男女の性別に配
慮した｢地域防
災計画｣の見直
し

男女のニーズの違い等を把握
し、男女双方の視点に十分配
慮した防災体制づくりを推進
するため、必要に応じて地域
防災計画の見直しを行いま
す。

　平成27年度は組織改編に伴う軽微な変
更のみを行っており、男女の性別に配慮
した内容の変更は行っていない。

　平成27年度の組織改編に伴う、
軽微な変更のみを行った。

0

　災害対策基本法の一部改正や男女の性
別に配慮した地域防災計画の見直しの必
要性を検討し、修正を行っていく。

0 防災安全課

77 59
防災会議等にお
ける女性委員の
参画促進

○女性の登用促進のた
めの支援（ロールモデ
ルの普及促進）

防災会議、国民保護協議会に
おける女性委員の参画を促進
し、女性ならではの被災状況
や支援策の把握を図ります。

防災会議委員35名中、女性委員17名　女
性登用率48.6％
国民保護協議会委員30名中、女性委員12
名　女性登用率40.0%

　委員の委嘱・任命に各団体等へ
女性委員の推薦を促進しており、
防災会議委員では野田市自治会連
合会常任理事1名枠が女性委員とな
り登用率が上昇した。（全体35
名、女性16→17名）

0

地域防災計画及び国民保護計画に女性の
視点からの意見を反映させるために、引
き続き女性委員の参画を促進していく。

429 防災安全課

　消防団員数　732名
　うち女性消防団員数　10名
　(28年3月1日現在）

　女性団員については、平成19年
度より任命し、普通救命講習会や
消防団行事へ参加及び啓発活動を
行っているが、男性団員と同様に
新規団員の確保が難しくなってい
る。 0

　女性消防団員の加入促進を図るため、
市ホームページに団員募集の記事を掲載
するとともに、市内公共施設や駅自由通
路に団員募集のポスターを掲示する。更
に、女性が多く参加する普通救命講習会
や、春秋の火災予防キャンペーン等で女
性消防団員募集のチラシ等を配布し、積
極的な加入促進活動を実施する。

0 消防総務課

　自治会・自主防災組織の集会や防災活
動に出向き、女性が参画する防災体制や
活動について推進した。

　新たに防災組織16団体が設立さ
れ、201組織、組織率49.9％となっ
た。
自治会・自主防災組織が主催する
集会・訓練等において防災講話等
を実施。8団体に対し講話を実施。

0

　新たに自主防災組織を設立する自治会
や防災活動を実施する自主防災組織に、
女性が参画する防災上の意義や防災活動
について推進していく。 0 防災安全課

79 61
労働者の権利の
周知、啓発の推
進

○非正規雇用における
雇用環境等の整備（正
社員への転換支援等）
○女性の職業生活にお
ける情報の収集・整
理・提供
○女性の職業生活にお
ける活躍の推進に向け
た啓発活動
○長時間労働の是正・
休暇の取得促進

職場において男女の均等な雇
用機会と待遇が確保されるよ
う、「男女雇用機会均等法」
や「育児休業・介護休業法」
等関係法令の周知、啓発を図
ります。

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供した。

　労働者の権利の啓発のため、事
業主に対して「男女雇用機会均等
法」や「育児休業・介護休業法」
等の周知、啓発を図った。

0

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供する。

0 商工観光課

80 61
労働関係資料の
収集及び提供

○女性の職業生活にお
ける情報の収集・整
理・提供
○女性の職業生活にお
ける活躍の推進に向け
た啓発活動

各種労働関係資料を積極的に
収集し、広く市民に提供しま
す。

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供した。

　就労支援として、市民に対して
各種労働関係資料の周知、啓発を
図った。

0

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供する。

0
商工観光課
人権・男女共
同参画推進課

81 62
企業における育
児休業制度等の
充実促進

○男性の意識と職場風
土の改革（男性ロール
モデルの提示や好事例
の普及等）
○長時間労働の是正・
休暇の取得促進
○職業生活と家庭生活
の両立支援に向けた企
業の取組促進（育児休
業取得者支援等）

未だに職場内に残っている男
性優位の考え方や、固定的性
別役割分担意識に基づく不平
等や不均衡の問題に対する見
直しと、育児休業・介護休業
制度等の充実を図るための啓
発に取り組み、職場の意識や
職場風土の改革を促進しま
す。

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供した。

　企業における職場環境の整備促
進のため、事業主に対して育児休
業・介護休業制度等の周知、啓発
を図った。

0

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供する。

0 商工観光課

78 59
地域の自主防災
活動への女性の
参画促進等

消防団員、自主防災組織等地
域の自主防災活動への女性の
参画を促進するなど、地域住
民が男女を問わず防災対策に
取り組むとともに、活動しや
すい環境の確保を図ります。
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

82 62

「ワーク･ライ
フ･バランス」
についての広
報、啓発の推進

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備
○柔軟な働き方の推進
（テレワーク導入支援
等）

あらゆる年代を対象として、
育児休業・介護休業制度等の
周知や女性のキャリアアップ
の推進及び地域社会の大切さ
等に関する各種講演会や講座
等を開催し、広報、啓発を推
進します。

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの
実施
　実施日：28年2月23日（火）
　場所：野田地域職業訓練センター
　参加人数：23人

　「ワーク･ライフ･バランス」に
ついての啓発を推進するため、事
業主に対して講演会を開催した。

30

○ワーク・ライフ・バランスセミナーを
平成29年2月に実施。

30
商工観光課
人権・男女共
同参画推進課

83 62

「野田市特定事
業主行動計画」
に基づく職場環
境の整備

○企業における女性の
活躍状況の「見える
化」の促進等（顕彰、
好事例の発信等）

平成37年3月まで延長された
「次世代育成支援対策推進
法」に基づく「野田市特定事
業主行動計画」の周知を図
り、育児休業や各種休暇制度
の利用を促進するなど、市職
員が率先して「ワーク・ライ
フ・バランス」の実現に向け
た取組を推進します。

　従来の次世代育成支援対策推進法に基
づく子育て支援の行動計画に、女性活躍
推進法に基づく女性が十分に能力が発揮
できる環境整備の推進を盛り込み、従来
の「子育てに関する行動計画」を「野田
市職員の子育て及び女性活躍に関する行
動計画」として改訂した。
育児及び看護をしている職員の職場環境
の向上のため、28年度から遅出勤務の導
入に向け、条例改正及び実施要項を作成
した。
　新規採用職員研修、係長級職員研修及
び課長補佐級職員研修の「男女共同参画
を目指した職場づくり」において、
「ワーク・ライフ・バランス」の実現に
向けた取組についてのカリキュラムを設
けた。

・「仕事と子育ての両立研修」は
同じ境遇の職員間の交流、両立す
るためのスキルを学ぶ場として受
講生から講評を得ている。
・職員がワーク・ライフ・バラン
スの実現に向け、一層の周知と実
践が必要と考える。
。

0

　職員研修では、昨年度に引き続き28年
度も新規採用職員研修、係長級職員研修
及び課長補佐級職員研修の「男女共同参
画を目指した職場づくり」において、
「ワーク・ライフ・バランス」の実現に
向けた取組についてのカリキュラムを設
けるとともに、育児休業から復帰した職
員に対し「仕事と子育ての両立」を支援
する研修の実施。
　ワーク・ライフ・バランス推進に向
け、遅出勤務の周知。
　行動計画に基づく女性職員の採用及び
女性職員のキャリア形成に向けた研修の
充実。
　

100 人事課

84 62
市職員研修の充
実(基本目標Ⅰ
35 再掲)

階層別の職員研修に男女共同
参画問題を取り入れ、職員の
より一層の意識の深化を図り
ます。
また、女性職員の積極的な育
成と能力の活用を図るため、
職員研修の充実と能力開発の
ための参加機会の拡大を図り
ます。

○新規採用職員研修「男女共同参画を目
指した職場づくり」
　実施日　4月3日（金）
　場所　　市役所5階511・512会議室
　参加人数　23人

○係長級職員研修「男女共同参画を目指
した職場づくり」
　実施日　7月6日（木）
　場所　　市役所8階大会議室
　参加人数　20人

○課長補佐級職員研修「男女共同参画を
目指した職場づくり」
  実施日　8月17日（月）
　場所　　市役所2階中1･2会議室
　参加人数　18人

　階層別の研修により、職責ごと
の説明内容の研修ができたため、
男女共同参画への理解の浸透が図
られた。さらに全職員への意識の
深化に努めるため継続的に実施す
る必要がある。

0

○新規採用職員研修「人権問題・男女共
同参画を目指した職場づくり」
　実施日　4月5日（金）
　場所　　市役所5階511・512会議室
　参加人数　23人

○係長級職員研修「男女共同参画を目指
した職場づくり」
　実施日　5月12日（木）
　場所　　市役所8階大会議室
　参加人数　12人

○課長補佐級職員研修「人権問題・男女
共同参画を目指した職場づくり」
  実施日　7月27日（水）
　場所　　市役所2階中1･2会議室
　参加人数　11人

0
人事課
人権・男女共
同参画推進課

85 62

市の公共工事等
の入札における
インセンティブ
強化

○女性の職業生活にお
ける活躍の推進に積極
的に取り組む企業の認
定（評価とインセン
ティブの付与等）
○公共調達を通じた女
性の活躍推進（女性の
活躍に取り組む企業の
受注機会の増大等）

市の入札において、総合評価
方式における発注者別評価点
の見直しを行い、女性の雇用
に取り組む企業のインセン
ティブ強化を図ります。

　総合評価方式における発注者別評価点
で「高年齢者又は女性の雇用」の項目を
導入しており、高年齢者又は女性の雇用
がある場合に１点を加算し評価してい
る。

　高年齢者又は女性の雇用に対
し、企業の取り組みに期待できる
が、明確に女性の雇用に結びつい
ているか判断できない。

0

　総合評価方式における発注者別評価点
で、「高年齢者又は女性の雇用」の項目
を「高年齢者の雇用」と「女性の雇用」
に分け、それぞれについて１点を加算す
る。 0 管財課
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

86 64
産休・育休明け
保育の円滑な利
用の確保

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

育児休業制度の普及を踏ま
え、今後見込まれる産休明け
保育の利用ニーズに留意しつ
つ、子ども・子育て支援新制
度における基本指針を踏ま
え、事業の充実を検討しま
す。

○産休明け保育利用実績
　乳児保育所　　　　       1人
　聖華保育園　　　　　     1人
　コビープリスクール
      のだ保育園 　      　0人
　コビープリスクール
      せきやど保育園       1人
  アスク七光台保育園　     0人
　アスク川間保育園　　　 　1人
  コビープリスクール
　　  さくらのさと保育園   0人
　梅郷保育園　　　 　　　　0人
　アスク古布内保育園       0人
  コビープリスクール
　    あたご保育園　　　　 0人
　ひばり保育園　　　　　　 0人
　　※平成27年10月開設
　

・公立保育所1か所、民間保育所9
か所、事業所所内保育所1か所での
利用者数と利用希望者の推移を見
極めたうえで、今後の体制整備を
検討する。
　また、利用についての普及活動
を検討するとともに育児休業制度
の普及により、利用者が減少して
いると思われるのでニーズの把握
が必要である。

－

　新制度における事業計画の基本指針の
1つである「産後の休業及び育児休業後
における特定教育・保育施設等の円滑な
利用の確保」を踏まえ、事業の充実を検
討していく。

－ 保育課

87 64 延長保育の充実
○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

就労形態の多様化等に対応す
るため、全公立保育所におい
て、午前7時から午後7時まで
の延長保育を行うとともに、
指定管理者を導入した公立保
育所及び民間保育所におい
て、午後８時以降の延長保育
を行います。

・子ども・子育て支援新制度施行によ
り、保育標準時間の原則的保育時間は、
午前7時から午後6時までとなり、午後6
時を超えた時間を延長保育としている。
○延長保育利用児童数（延人数）
　　　　　　　 　公立　　 　私立
午後7時まで 　 2,307人　    1,628人
午後8時まで 　　 121人        432人
午後9時まで 　　　 0人　　　    1人
午後10時まで　　   0人　    　  0人

　遅い時間帯までの延長拡大につ
いては、利用状況等を見極めなが
ら、検討していく必要がある。

-

・全公立保育所で午前7時から午後7時ま
での延長保育を実施する。
・公立保育所の指定管理者導入に伴い清
水保育所、花輪保育所、東部保育所、北
部保育所、尾崎保育所、木間ケ瀬は午後
8時まで、南部保育所は午後10時まで延
長保育を実施する。
・民間保育所では､　聖華保育園(午後8
時)､コビープリスクールのだ保育園(午
後8時)、コビープリスクールせきやど保
育園(午後8時)、アスク七光台保育園(午
後8時)、アスク川間保育園（午後8
時）、コビープリスクールさくらのさと
保育園（午後8時）、すくすく保育園
（午後8時)、アスク古布内保育園（午後
8時）コビープリスクールあたご保育園
（午後8時）で延長保育を実施する。
・事業所内保育所では、ひばり保育園
（午後8時）で延長保育を実施する。

- 保育課

88 64 休日保育の充実
○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

休日出勤やその他の理由によ
り保育できない場合等に対応
するため、指定管理者を導入
した公立保育所1カ所及び民間
保育所1カ所で休日保育を行い
ます。

○休日保育利用人数
　コビープリスクールあたご保育園
　　　　　　　申込実人数　　 30人
　　　　　　　延利用者数 　 366人

　尾崎保育所  申込実人数　　 20人
　　　　　　  延利用者数  　 97人

　休日保育の事業拡大について
は、利用状況を見極める必要があ
る。

－

　引き続き尾崎保育所及びコビープリス
クールあたご保育園で休日保育を実施す
る。

－ 保育課

89 64
病児・病後児保
育の充実

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

病気又は病気回復期の児童が
集団保育できない状態等に対
応するため、小張総合病院内
に開設している「ひばりルー
ム」に委託し、保育を行いま
す。

○病児・病後児保育利用状況（延人数）
　ひばりルーム　　307人

・利用者数は毎年の疾病の流行状
況等で増減があるが、定員4人に対
する1日の利用者人数には余裕があ
るので、今後も引き続き周知して
いく必要がある。
・感染症等の流行時における対応
について検討する必要がある。

14,481

・病児保育事業実施要綱の改正に基づ
き、対象児童の年齢引き上げや保育士・
看護師等の常駐が要件としなくなったこ
とから、事業内容の見直しを検討する。
　今後も利用者の利便性向上に配慮して
いくとともに感染症における利用の制限
等についても周知を図り、理解を得る。

14,482保育課
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

90 64
保育所の施設整
備の推進

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

子ども・子育て支援新制度に
基づく次期エンゼルプランに
おける事業目標量及び待機児
童の推移を踏まえ、民間活力
の導入を基本とした最適な方
策により整備を図ります。

・平成28年4月からの定員見直しについ
て、指定管理事業者及び私立保育所と協
議を実施し、清水・北部・木間ケ瀬・聖
華・コビープリスクールせきやど・アス
ク七光台・アスク川間で、各10人づつ増
員することとなった。
・事業所内保育所「ひばり保育園」が平
成27年10月開園、平成28年4月「すくす
く保育園分園」が開園。

・今後も待機児童の推移を見なが
ら施設整備の必要性を検討する必
要がある。
・目標事業量を踏まえた民間活力
の導入による保育所設置の動向を
注視していく必要がある。

－

・待機児童・保留者解消野田計画による
待機児童及び入所保留者ゼロに向けて、
必要に応じて保育所整備を検討する。

－ 保育課

91 64
訪問型一時保育
の実施

子ども・子育て支援新制度の
地域子ども子育て支援事業に
位置付けられる一時預かり事
業の基準への合致を念頭に置
きつつ、引き続き、ＮＰＯ法
人への委託により、保護者が
病気等の場合に一時的に児童
の居宅に保育士を派遣し、保
育を行います。

　自宅で保育している保護者が、病気や
冠婚葬祭等で一時的に児童の保育ができ
ない場合に、生後57日目から小学4年生
までの健康な児童を対象として、自宅に
保育士等を派遣して児童を保育する（Ｎ
ＰＯ法人に委託して実施している）。
○利用児童数
　延利用児童数：20人
　利用世帯数：5世帯

　専業主婦や育児休暇中の方が利
用する事業のため、利用者は少な
い傾向にある。
 平成27年度から乳児の3ヶ月健診
時に、チラシを配布して周知を
図っている。 507

　自宅で保育している保護者が、病気や
冠婚葬祭等で一時的に児童の保育ができ
ない場合に、生後57日目から小学4年生
までの健康な児童を対象として、自宅に
保育士等を派遣して児童の保育を、ＮＰ
Ｏ法人に委託して実施する。
○利用児童数
（10月末実績）
　延利用児童数：5人
　利用世帯数：3世帯

430 児童家庭課

92 65 一時保育の実施

子ども・子育て支援新制度の
地域子ども子育て支援事業に
位置付けられる一時預かり事
業の基準を踏まえつつ、引き
続き、保護者が病気等の場合
に一時的に児童の預かり保育
を行います。

○一時保育利用状況（延人数）
　聖華保育園　　　　　　 1,683人
　コビープリスクール
　　せきやど保育園　 　　　 41人
　コビープリスクール
　　さくらのさと保育園　　 137人
　アスク七光台保育園　 　　217人

　事業を開始した民間保育所が増
えたことから、今後においても利
用人数の動向及び利用ニーズを見
極め、必要量に応じて一時保育の
実施量を定めていく必要がある。

－

　実施済みの民間保育所4か所（聖華保
育園、アスク七光台保育園、コビープリ
スクールせきやど保育園、コビープリス
クールさくらのさと保育園）で引き続き
実施するとともに民間保育所の整備計画
の中で実施の可能性を検討する。

－ 保育課

93 65 駅前保育の整備
○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

駅前等の利便性の高い場所で
保育サービスを提供すること
について、需要バランスに配
慮しつつ、民間保育所の動向
を注視しつつ、整備の必要性
について検討します。

・すくすく保育園分園の整備（梅郷駅付
近）
　※平成28年4月開園

　駅前保育所の利用ニーズを見極
める必要がある。

111,109

・野田聖華こども園の整備（梅郷駅付
近）
　※平成29年4月開園予定

250,855保育課

94 65
学童保育所の受
入れ体制の整備

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

子ども・子育て支援新制度に
基づく、学童保育所の新たな
基準への対応を図るとともに
学校区単位で過密化した学童
保育所について、過密化の解
消を図るため、新設の学童保
育所を検討します。
また、行政大綱の方針に則り
市直営の学童保育所の社会福
祉協議会への委託を進めま
す。

　学童保育所の過密化を解消するため
に、現在、全体で32箇所の学童保育所を
運営している。
【学童保育所全体数】32箇所
　内訳
　公設・公営　14箇所
　公設・民営　16箇所
　民設・民営　 2箇所
　入所児童延人数
　公設・公営　 4,008人
　公設・民営　11,828人
　民設・民営　   642人

　野田第二学童保育所増設の設計業務委
託を実施。清水第三学童保育所新設の設
計業務委託を実施。北部学童保育所移転
の測量業務・地質調査・設計業務委託を
実施。

　学童保育所の設備基準として
は、「野田市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例」において「遊び及
び生活の場としての機能並びに静
養するための機能を備えた区画
（専用区画）の面積は、児童１人
につきおおむね1.65㎡以上」とさ
れている。この基準を超えて、現
在過密化している箇所数は、小学
校区単位で4箇所となっている。
　野田市エンゼルプラン第4期計画
に沿い、小学校区単位で常習的に
過密化する場合、第3学童保育所新
設を実施していく。

8,154

　小学校区単位での過密化を解消するた
め、平成28年度は、清水第三学童保育所
（平成29年4月開設予定）と北部学童保
育所（平成29年8月開設予定）の新設工
事を実施する。また、学童保育所単位で
過密化していた野田第二学童保育所（平
成29年1月開設予定）に関しても、増設
工事を実施する。
　なお、小学校区単位で過密化している
宮崎小学校区では、平成29年度に新設工
事を実施するため、宮崎第三学童保育所
の設計業務委託を実施する。

（10月末実績）
　入所児童延人数
　公設・公営　2,617人
　公設・民営　7,463人
　民設・民営  　306人

46,103児童家庭課
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
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 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度
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番
号

掲
載
頁

具体的施策

95 65

ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業の利用
拡大

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

育児支援を受けたい人と行い
たい人が会員登録した組織に
より、保育所までの送迎や保
育所閉所後の一時的な預かり
等を、社会福祉協議会に運営
業務を委託して実施するとと
もに、多様なニーズに対応す
るため、提供会員の拡充を図
ります。

　社会福祉協議会に委託し事業を実施。
　平成23年度から利用料助成対象にひと
り親家庭を追加し利用者の経済的負担の
軽減を図っている。
○会員数及び利用件数
　利用会員  458人
　提供会員  117人
　両方会員   45人　　会員計 620人
　延利用件数：3,952件
○主な利用内容
　学童保育のお迎え及び帰宅後の援助
　保護者等の病気、急用の場合の援助
　習い事の送迎

　利用会員、利用件数は年々増加
しており、今後も情報誌「ぽんぽ
こ通信」等を通じて広報に努め
る。
　また、アドバイザーについて
は、平成26年度から常時3名体制を
ローテ―ションを再編成して常時2
名体制で実施し、人件費削減に努
めている。

9,692

　社会福祉協議会に委託し、事業を実施
している。
○会員数及び利用件数
（10月末実績）
　利用会員　407人
　提供会員　119人
　両方会員　 42人　　会員計　568人
　延利用件数：2,514件 9,807児童家庭課

96 66
子育てサロンの
整備推進

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

民間活力を活用した多様で柔
軟な子育て支援を推進するた
め、ＮＰＯ団体が運営する
「子育てサロン」事業を支援
して、子育て世代の交流や相
談、一時預かり等を実施しま
す。子ども・子育て支援新制
度に位置付けられる地域子育
て拠点事業として、実施事業
の共通化を図ります。

　子育てサロンを開設し、一時預かりや
育児相談を実施し、地域ぐるみで子育て
支援を行っているＮＰＯ法人に対し、そ
の運営に必要な経費の一部を補助し、子
育て支援の充実を図っている。
○利用者数
　ゆう＆みい　　　 8,762人
　ゆっくっく　　　12,230人
　どろんこの会　 　3,821人
　合計　　　　　　24,813人

　利用者数は、例年大きく変動す
ることもなく地域に根づいた活動
が出来ていると考えられる。
　NPO法人の3団体に事業の一部補
助として補助金を支給していると
ころであるが、子ども子育て支援
法の中の13事業に位置付けられた
ことを踏まえ、野田市エンゼルプ
ラン第4期計画の中で事業の共通化
を検討する。
　市内の地域子育て支援拠点の事
業の共通化のため、平成28年度に
共通化が実施できるように準備を
した。また、「野田市地域子育て
拠点整備事業費補助金交付規則」
を改正し、共通化に必要な「子育
て親子交流事業」を補助対象とし
て追加した。

7,301

　子育てサロンを開設し、一時預かりや
育児相談を実施し、地域ぐるみで子育て
支援を行っているＮＰＯ法人に対し、そ
の運営に必要な経費の一部を補助し、子
育て支援の充実を図っている。
　野田市エンゼルプラン第4期計画に沿
い交流・相談・情報提供・講座関係の4
事業の共通化を実施する。共通化のため
に、新たに「子育て親子交流事業」を実
施する。なお、この事業は、既にゆっ
くっく、ゆう＆みいは実施はじめてお
り、どろんこの会についても実施予定で
ある。

○利用者数
（10月末実績）
　ゆう＆みい 　 4,682人
　ゆっくっく  　7,591人
　どろんこの会　2,005人
　合計　       14,278人

8,111児童家庭課

97 66
つどいの広場事
業の充実

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

関宿地域の子育て支援拠点と
して、乳幼児を持つ保護者同
士が気軽に交流を図り、講座
の開催や保護者からの相談に
アドバイザーが助言するな
ど、子育てへの不安感を取り
除く場として、ＮＰＯ団体へ
の委託により実施します。子
ども・子育て支援新制度に位
置付けられる地域子育て拠点
事業として、実施事業の共通
化を図ります。

　地域の子育て機能の充実を図るため、
保護者が交流する場や育児相談を行う場
を設け、子育てへの負担感の緩和に努め
ている。ＮＰＯ法人に運営を委託し、実
施している。
　いちいのホール３階で実施。
○利用者数
　大人　 2,177人
　乳幼児 3,044人
　合計　 5,221人

　関宿地区の保護者の交流の場と
して設置された事業であり、今後
も交流の内容や相談について、よ
り利用し易いよう工夫を加えて実
施していく。
　この事業は、子ども子育て支援
法の中の13事業に位置付けられた
「地域子育て支援拠点事業」に該
当することから、事業の共通化に
必要な「サークル活動（親子交流
事業）」を委託事業として追加の
検討をする。

3,058

　地域の子育て機能の充実を図るため、
保護者が交流する場や育児相談を行う場
を設け、子育てへの負担感の緩和に努め
ている。ＮＰＯ法人に運営を委託し、実
施している。
　事業の共通化のため、新たに「サーク
ル活動（親子交流事業）」を実施する。
○利用者数
（10月末実績）
　大人　  1,043人
　乳幼児　1,400人
  合計    2,443人

3,139児童家庭課

98 66
地域子育て支援
センターの充実

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

地域での子育て相談や親子間
の交流等の情報交換ができる
ことで、子育てに対する不安
等の解消ができるよう、一層
の充実を図ります。子ども・
子育て支援新制度に位置付け
られる地域子育て拠点事業と
して、実施事業の共通化を図
ります。

・サークル参加人数（延人数）
　子育て支援センター
　　　　（東部保育所内）　1,530人
　さくらんぼルーム
　　　　（聖華保育園内）　1,114人
　ぽかぽかひろば
　（アスク七光台保育園内）　757人

　地域子育て拠点については、子
ども・子育て支援新制度を踏まえ
た事業内容の再編を位置付け、今
後の方向性を見極める必要があ
る。また東部保育所内の地域子育
て支援センターの運営が、平成28
年度から指定管理者制度へ移行す
るにあたり、利用者が混乱しない
よう、引継ぎを行った。

5,643

・既存の3か所（聖華保育園、東部保育
所、アスク七光台保育園）以外の整備に
ついて、野田市エンゼルプラン第4期計
画に沿って事業内容の共通化を実施す
る。

－ 保育課

－25－

資料1



第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

99 66

子ども支援室の
設置による切れ
目ない支援の推
進

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

妊娠期から出産、子育て期に
わたる様々な相談について、
ワンストップで総合的に対応
できる拠点として、子ども支
援室を設置し、保健師、保育
士、臨床発達心理士を配置す
るとともに、子育て支援総合
コーディネート事業を市直営
として支援室で実施します。
子ども支援室では、全ての妊
産婦の情報を把握し、母子保
健・子育て支援・発達支援
等、ライフステージに応じた
継続的で切れ目ない支援体制
を築き、妊産婦や子育てする
方の不安感や孤立感の解消を
図るとともに、発達障がいに
おいて重要である早期発見・
早期療育へとつなげます。
また、妊娠期からの支援等に
より、望まない妊娠等による
児童虐待のリスクの軽減等も
図ります。

　妊娠から18歳までの子育てに関する相
談にワンストップで継続する拠点として
平成27年10月に子ども支援室を開設し
た。
　保健師、保育士、臨床（発達）心理
士、子育て支援総合コーディネーターを
配置し、継続的な支援が必要な人にはケ
アプランを作成し、関係機関と共に支援
した。

妊婦面談　455件
妊婦用ケアプラン作成  90件

電話相談　167件
来所相談　125件
出張相談　  7件
訪問　2件
文書　1件
子ども用ケアプラン作成　17件

　従来、母子健康手帳の交付時面
談は保健師のみで対応していた
が、子ども支援室では、保育士、
臨床（発達）心理士、子育て支援
総合コーディネーターが加わりそ
れぞれ専門的な立場で多面的に相
談に応じることができるように
なったと共に迅速な対応ができる
ようになった。妊婦の地域での孤
立化を防ぎ出産や子育ての不安を
解消するためには、妊娠早期から
の把握、支援が重要であるが、妊
娠届出の受理は平日のみであるた
め、就労等の都合で妊婦本人が来
所できず代理人による届出の場合
もあり本人に会えず連絡もとれな
いケースがあるため、今後対応策
を検討していくことが課題であ
る。

13,702

・引き続き妊娠から18歳までの子にども
関する相談にワンストップで総合的に対
応し関係機関と共に継続支援する。
・10月から毎月第2日曜日に妊娠届の受
理、母子健康手帳の交付を開始した。
・妊娠期から18歳までの児童の情報を管
理していくため、情報の共有・管理につ
いて関係機関と協議する。

19,276

保健センター
児童家庭課
障がい者支援
課
指導課

100 67
相談・支援体制
の整備、充実

生活困窮者の自立を支援する
ため、就職等の相談を含め自
立に向けた相談支援事業の窓
口の整備、充実を図るととも
に、住居確保給付金の支給等
の支援を行います。

〇相談実績
新規相談者数　272件
継続相談者数　618件
相談者性別（男性）　　　 　147件
相談者性別（女性）　　　 　125件
相談対応数　電話　　　 　1,168件
　　　　　　面接　　　　　 975件
　　　　　　訪問・同行　　 240件
　　　　　　他機関との協議 710件
　　　　　　支援調整会議11回(65件)
　　　　　　就労自立者数 　 32件
　　　　　　評価（終結）    21件
相談内容上位　生活費       117件
フードバンク利用数　       123件

○住居確保給付金
　実績額       　132,200円
　（内訳）　3ヶ月支給　1人
　　計　  延3ヶ月支給　1人

　年々、新規及び継続の相談者数
が増加し、相談者の年齢層も30
代、40代が上位を占めるなか、65
歳以上の無年金者の相談が増加し
ている。また、相談内容では、生
活費や就労等の相談が上位を占め
るなか、さらに心の悩みを抱える
相談者による、家族間や職場での
問題など、複雑化した相談が増加
し、支援期間の長期化及び支援時
間の延長化など課題が多くなって
きている。

　住居確保給付金を支給した1名に
ついては、常用収入を得られる職
業に就労し自立いたしました。

19,639

132

　経済的な問題のみならず、社会的孤
立、家族関係をめぐる問題などが複雑に
絡んで、当事者の力だけでは解決できな
い問題を抱えた方などの相談を受け止
め、その問題を正確に把握した上で、当
事者のニーズに合わせ、オーダーメイド
で支援策を立て、相談者に同行しながら
サポートする寄り添い型の支援を積極的
に継続し、最終的には就労と自立に結び
付くよう努めております。
　また、相談者に最適な支援を提供する
ために実施している、支援調整会議につ
いては、可能な限り多くのケースを検討
することにより、より多くの相談者に対
して、ニーズに合った支援策を導き出せ
るよう実施しております。

　離職により、住宅を喪失している、も
しくはそのおそれのある生活困窮者に対
し、有期（基本3ヶ月）で家賃相当額の
住居確保給付金を支給する。
　併せて、パーソナルサポートセンター
支援員が、ハローワークへ同行して行う
就職支援を実施しております。

20,000

540

生活支援課
（パーソナル
サポートセン
ター）
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

101 67
学習機会の提
供、充実

生活困窮者の自立を支援する
ため、困窮家庭の子どもへの
学習支援を行います。

平成27年5月25日から平成28年3月25日ま
での平日に各会場で週1回の実施
(月)中央公民館 　 42回開催 205人参加
(火)二川公民館　  36回開催  52人参加
(水)木間ケ瀬公民館 42回開催 63人参加
(木)南ｺﾐｭﾆﾃｨ会館   42回開催 55人参加
(金)北ｺﾐｭﾆﾃｨ会館  42回開催 199人参加
　　　　　　　　　計　 574人参加
（参加人数については、延人数で標記）

・準要保護の生徒数に対し、参加
者が少ない。
・生活保護、準要保護の生徒を対
象とし実施していたが、来年度以
降は、一般的に生活困窮状態が表
に出ない、制度の狭間にある世帯
等に対する支援について検討する
必要がある。

3,501

　対象学年は中学1年生から中学3年生ま
でそのままに、参加できる対象生徒の幅
を広げて、より多くの生徒に支援を提供
できるよう配慮し、また、切れ目のない
支援を実施するため、4月4日（月）から
実施しております。

平成28年4月4日(月)から平成29年3月31
日(金)まで、学校の授業終了後、平日に
週1回実施。

(月)中央公民館　　  　50回開催予定
(火)二川公民館　    　50回開催予定
(水)木間ケ瀬公民館　　50回開催予定
(木)南ｺﾐｭﾆﾃｨ会館　  　50回開催予定
(金)北ｺﾐｭﾆﾃｨ会館　  　50回開催予定
(金)関宿公民館　　　　44回開催予定

4,978

生活支援課
（パーソナル
サポートセン
ター）

102 67
子ども医療費助
成の拡大

子育て世帯の負担を軽減する
ため、通院医療費を中学3年生
まで助成対象として拡大を図
ります。拡大に当たり、受益
者負担の原則と受益の公平性
の観点並びに制度の安定性を
維持するため、通院１件、入
院1日当たり自己負担を助成対
象の全年齢で300円とします。

子ども医旅費助成金
平成27年8月診療分より、通院・調剤費
の助成対象年齢を中学3年生まで拡大し
た。
なお、自己負担額は200円から300円とし
た。
現物給付　231,523件　 406,777,061円
償還払　　  2,641件　　30,542,766円
合計　　　234,164件　 437,319,827円

・子ども医療費助成については、
県の制度に基づき適正に実施して
いるが、市民要望や近隣各市の状
況を踏まえ、児童福祉審議会の審
議を経て平成27年8月より、通院・
調剤費の助成対象年齢を中学3年生
まで拡大した。自己負担額につい
ては、受益者負担の原則と受益の
公平性の観点から200円から300円
に引き上げるものの所得制限を設
けないこととし、子どもの保健対
策の充実及び保護者の経済的負担
の軽減に寄与した。
　しかし、県の助成制度では、拡
大分の補助金（手数料と扶助費の
1/2）については対象とならないた
め、市単独費用負担となることか
ら、市財政への負担が大きい。

437,320

　平成27年8月より、通院・調剤費の助
成対象年齢を中学3年生まで拡大したこ
とから、引き続き子ども医療助成を実施
し子育て世帯の負担軽減を図る。
　また、子ども医療費助成制度につい
て、市町村間で生じている地域格差や不
平等の改善のための国での制度化や、補
助対象の拡大及び補助率の引き上げ等に
ついて、国・県へ引き続き要望を行う。

487,006児童家庭課

103 68
求職者子育て支
援サービスの実
施

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

求職活動中の保育所申込者で
希望する保育所に空きがなく
入所許可とならなかった保護
者が、求職活動の際に児童の
保育のために利用した子育て
支援サービス（ファミリー・
サポート・センター事業、訪
問型一時保育事業）の費用を
助成します。

　求職者子育て支援サービスの利用数

問合せ件数　　31件
利用者数　　　 0件

　問合せはあるが利用が無いこと
から、支援サービス内容の見直し
を検討する必要がある。

0

　求職活動中の保護者が求職活動する際
に児童の保育のために利用した子育て支
援サービスの費用を助成する事業を継続
する。
　また、利用が無いことからサービス内
容等を見直しを検討する。

186 保育課
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

104 68
母子家庭・婦人
相談の実施

母子家庭等の自立を図るた
め、母子・父子自立支援員が
相談者のニーズに合った情報
提供や生活相談の助言を行い
ます。

相談実績
・母子家庭相談：806件
・父子家庭相談： 20件
・婦人相談　　： 79件

主な相談内容
・母子家庭相談
　資格取得や職業訓練、求職や転職など
の就業に係る相談。母子福祉資金の貸付
に係る相談。
・父子家庭相談
　児童扶養手当の受給に係る相談。資格
取得や職業訓練などの就業に係る相談。
・婦人相談
　離婚に伴う養育費や生活費に係る経済
的な相談。家賃助成に係る相談。

・離婚直後で精神的に不安定なひ
とり親や自立に向け就労を希望し
ているひとり親に対して相談や必
要な支援（経済的支援、居住支
援、就労支援、育児生活支援等）
の情報提供を実施した。引き続き
制度の周知に努める。

4,651

　引き続きひとり親家庭等の支援として
相談事業を実施する。
相談実績（10月末実績）
母子家庭相談:483件
父子家庭相談:  7件
婦人相談　　: 65件

4,860児童家庭課

児童家庭課105 68

ひとり親家庭等
の生活の向上と
児童の健全育成
に向けた支援の
充実

○職業生活と家庭生活
の両立に向けた子育て
支援環境の整備

母子・父子自立支援員と主任児童員によ
る母子家庭訪問
件数：226件

母子・父子自立支援員のみの母子家庭訪
問
件数：59件

無料法律相談会
実施：9回
相談者：16人
相談員：法律専門家1名

養育費等個別法律相談会
実施日：28年2月28日（日）
相談者：9人
相談員：弁護士2人

平成27年9月より保育所保育料の算定に
あたり、未婚のひとり親に対し寡婦
（夫）控除のみなし適用を実施
実績　11件適用

・月1度の無料相談会と弁護士によ
る個別法律相談会を実施し、定期
的に相談窓口を設けることにより
相談事業として一定の成果はあっ
たが、活用を促進するため、更に
啓発を図る必要がある。
・相談事業に係る「養育費等支援
事業」の国庫補助については、就
業支援パソコン講習会の実施によ
り補助対象限度額となっているた
め、相談事業は市単独事業となっ
ている。

・保育所保育料の算定にあたり、
未婚のひとり親に寡婦及び寡夫控
除を「みなし適用」し、子育てと
生計を一人で担う苦労を背負うひ
とり親家庭の支援につなげたこと
で、他の学童保育料等の適用にも
幅を広げ、周知していく。

50

　養育費等の問題に悩むひとり親に対し
て効果的な事業であることから、今後も
引き続き母子寡婦福祉会による無料法律
相談会と養育費等個別法律相談会を実施
する。
　無料法律相談については、引き続き離
婚相談の際に「ひとり親家庭支援のご案
内」の配布と合わせ法律相談の説明を行
うとともに、市報への毎月の掲載、ホー
ムページへの掲載を行う。あわせて、秘
書広報課市民相談係と連携を図り、養育
費等の問題のある方には、児童家庭課に
案内を依頼する。あわせて「無料法律相
談チラシ」を秘書広報課市民相談係に設
置と配布を依頼した。
　また、相談事業の国庫補助について
は、28年度より「就業支援関係事業」と
「養育費等支援関係事業」にメニューが
分かれ、限度額が増えたことから、補助
対象となる事業内容と経費の精査を行
う。
無料法律相談会（10月末実績）
実施：6回
相談者：10人
相談員：法律専門家1名

養育費等個別法律相談会
実施日：29年2月26日（日）
相談員：弁護士2人
28年4月分からの学童保育料、市立幼稚
園保育料、私立幼稚園就園奨励費補助金
の算定にについて、未婚のひとり親に対
し寡婦（夫）控除のみなし適用の実施を
行う。

50

ひとり親家庭等の生活の安定
と児童の福祉の増進を図るた
め、引き続き、母子・父子自
立支援員と主任児童委員が連
携して母子・父子家庭を訪問
する相談事業や、弁護士によ
る養育費等個別法律相談会、
母子寡婦福祉会による月1回の
養育費等法律相談を効果的な
事業として継続します。
また、養育費等個別法律相談
会について、ひとり親家庭等
の生活の安定と児童の福祉の
増進により寄与するため、国
の「母子家庭等就業・自立支
援事業実施要綱」に定められ
た「母子家庭等地域生活支援
事業」に位置付けて、国庫補
助を活用し、実施するよう検
討します。
また、税制上、保育料等の算
定に当たり不利な扱いとなる
未婚の母・父について、寡
婦・寡夫控除のみなし適用を
対象事業の範囲を検討した上
で実施します。
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106 69
母子・父子自立
支援プログラム
策定事業の強化

母子家庭の母及び父子家庭の
就業を支援するため、ハロー
ワーク野田や市の無料職業紹
介所と連携し、個々の母子家
庭の状況やニーズに応じて、
きめ細かな自立・就労支援を
推進するとともに、支援体制
の強化を図ります。

プログラム策定件数：23件
（うち父子家庭の父：1件）
就業実績
正規雇用　： 5人
非正規雇用：10人

・個々のニーズに応じて、きめ細
やかな就業支援を実施する母子自
立支援プログラム策定事業によ
り、ひとり親家庭の雇用促進に効
果を上げた。
・母子家庭においては、依然とし
て就労収入が低いため、経済的自
立に向け収入増につながる支援を
する必要がある。

778

・母子・父子自立支援プログラム策定事
業の推進にあたり、収入増につながる支
援として、個々の状況とニーズに応じ、
資格取得のための情報提供や取得に集中
できる生活環境に関する相談など、総合
的な支援のためのプログラムを策定して
行く。
・4月より、アフターケアとして、同プ
ログラムで就業した後においても、その
後の状況を維持し、又は更なる目標が設
定できるよう、面談等の定期的な相談支
援を実施する。
・新たに支援対象となった父子家庭への
制度周知について、引き続き、母子・父
子自立支援員の離婚直後の面談時や就業
等の相談時に制度の説明とあわせ事業の
周知に努める。

プログラム策定件数：21件（10月末実
績）（うち父子家庭の父：0件）

778 児童家庭課

107 69

市の無料職業紹
介所を活用した
ひとり親家庭向
け求人情報の開
拓及び情報提供

○再就職支援
○女性の職業生活にお
ける情報の収集・整
理・提供

市の無料職業紹介所と連携
し、ひとり親家庭の雇用を促
進するための啓発を図りま
す。また、平成25年8月に実施
した「ひとり親家庭等の支援
に関する意識調査」の結果、
母子家庭の母の8割が正社員に
よる就労を希望していること
から、母子家庭向けの求人開
拓を一層推進し、職業適性に
配慮した職種の情報提供を図
ります。

・訪問事業所数:317件
・紹介者数　　: 16人
・就業者数　　:  2人

　平成 27年度は、前年度と比べ紹
介者が７人減、就業者数が5人減と
前年度実績を下回った。企業を訪
問した求人開拓については、想定
した効果が得られなくなっている
ことから、見直しが必要となって
いる。 7,670

（10月末実績）
・訪問事業所数:71件
・紹介者数　　: 4人
・就業者数　　: 2人

　企業を訪問した求人開拓については、
想定した効果が得られなくなっているこ
とから、7月より取りやめ、求人情報誌
等を参考に人を求めている企業にしぼっ
てピンポイントで求人開拓を行う。

7,034
商工観光課
児童家庭課

108 69
雇用促進奨励金
の活用

ハローワーク野田や市の無料
職業紹介所のあっせんによ
り、ひとり親家庭の父、また
は母を雇用した事業主に対
し、雇用した月の翌月から賃
金の10％を奨励金として交付
し、雇用の促進を図ります。

○雇用促進奨励金
　165人に支給
　（うち、ひとり親8人　295千円）

　雇用促進奨励金制度の利用促進
を図ることは、ひとり親家庭の雇
用対策として効果があるため、事
業主に対して制度の周知、啓発を
図った。 5,429

○雇用促進奨励金
　146人に支給予定
　（ひとり親以外の高年齢者、障がい者
を含む。）

4,818商工観光課
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

109 70
母子家庭等にお
ける自立支援策
の活用

母子家庭の母及び父子家庭の
父の経済的自立を図るための
「母子家庭等高等職業訓練促
進給付金等支給事業」や「母
子家庭等自立支援教育訓練給
付金支給事業」等、ひとり親
家庭に対する生活支援策の活
用を図ります。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
支給人数：9人
（資格の種別）
　看護師4人、准看護師5人

母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金
支給人数：4人
（就業実績）
　正規7人

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
支給人数：1人
（資格の種別）
　実務者研修（介護職）

・母子家庭等高等職業訓練促進給
付金について、長期の修学期間を
支援することで高度な技能を習得
できる本事業は、正規雇用に結び
付いた実績を挙げており、より高
い収入と安定した雇用を得ること
に効果的であることから、今後も
周知に努める必要がある。
・母子家庭等自立支援教育訓練給
付金について、ハローワークの同
事業の助成割合がH25年10月から2
割から4割に拡大され市事業の利用
者が減少しているが、市の制度が
28年4月から国の制度改正に伴い改
正され、支給額を受講料の20％
（上限10万円）から60％（上限20
万円）に引き上げられ事業が拡充
されたことから、さらに利用の促
進を図る。
・25年4月から父子家庭の父も支援
の対象となったことから制度の周
知に努める。

7,306

・母子家庭等高等職業訓練促進給付金に
ついて、支援の対象として拡充された父
子家庭やH28年度より、国の制度改正に
伴い、支給期間の上限を２年から３年に
延長し、対象資格も修学期間２年以上の
ものから調理師や製菓衛生師など修学期
間１年の資格も対象に追加されたことを
含め、経済的自立に向けた施策の中心的
な事業として引き続き活用の促進を図
る。
母子家庭等高等職業訓練促進給付金
（10月末実績）    支給人数：9人

母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金
（10月末実績）    支給人数：2人

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
（10月末実績）    支給人数：0人

12,824

児童家庭課
配偶者暴力相
談支援セン
ター(人権・
男女共同参画
推進課)

110 70

ひとり親家庭等
日常生活支援事
業の周知、啓発
の推進

ひとり親家庭等の自立のため
の多様なニーズに柔軟に対応
することを目的として、ひと
り親になった直後の生活の安
定などのために家庭生活支援
員を派遣するとともに、経済
的自立のため求職活動や残業
時にも利用できるよう事業を
拡充しており、引き続き、事
業の周知、啓発を推進しま
す。

【日常生活支援事業実績】
子育て支援及び生活援助利用者数
・子育て支援：9人　延42日　352時間
　（うち保育所待機時利用1人延2日
　　22時間）
・生活援助：1人　延10日　19時間

･支援員の協力により急な要望にも
派遣することができ、適正に対応
した。
・母子家庭等が安心して子育てを
しながら、求職活動や就業を行う
ため、保育所入所申請時の待機時
に対応できるよう平成23年10月よ
り保育所入所申請時の待機者への
派遣の拡充をしたが、本事業の
ニーズはあるものの、平成27年度
から保育所でもひとり親家庭の優
先入所に加え、求職中や職業訓練
中についても入所要件が拡充され
たため、利用自体は減少している
が、当該事業では利用負担額が安
価であり、非課税世帯では無料と
なることから、利用者の経済状況
も含め制度の周知が必要である。

705

・本事業は、ひとり親家庭等が安心して
子育てしながら仕事や求職活動をするた
めに有効な事業であり、更に市の制度が
28年4月から国の制度改正に伴い改正さ
れ、定期的な就業上の理由による残業等
についても支援が拡大されたことから、
事業の周知について、母子寡婦福祉会や
保育課等の関係機関と連携するととも
に、引き続き、母子・父子自立支援員の
離婚直後の面談時や就業等の相談時に制
度の説明とあわせ事業の一層の周知に努
める。また、家庭生活支援員の支援スキ
ル向上のための研修会を検討する。
（10月末実績）
 子育て支援：10人 延41日 176時間
 生活援助  ：0人
（保育所待機時に利用はなし）

1,517児童家庭課

111 70

民間賃貸住宅入
居時家賃等の助
成（ひとり親家
庭要件）

18歳に達する日以後の3月31日
までの児童を持ち、ひとり親
家庭となって6か月以内で、市
内の民間賃貸住宅へ入居しよ
うとする低額所得者に対し、
賃貸借契約時に要する家賃等
の費用の一部を助成します。

・相談件数　42件
・申請件数　29件
・助成金交付決定件数　27件
　助成額　2,695,520円

・家賃助成は昨年度を上回る利用
者があり、入居時の経済的負担軽
減を図ることができたと考えてい
ます。

2,696

（10月末実績）
・相談件数　 17件
・申請件数　10件
・助成金交付決定件数　 10件
　助成額　842,740円 2,900

営繕課
児童家庭課
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

112 70

住宅困窮者民間
賃貸住宅居住支
援の実施（ひと
り親家庭要件）

18歳に達する日以後の3月31日
までの児童を持つひとり親家
庭に対し、民間賃貸住宅の情
報提供、民間保証会社や既存
の福祉サービスを活用した入
居保証及び居住継続支援を行
うとともに、低額所得者等の
場合は、家賃等保証委託契約
に要する費用の一部を助成し
ます。

・相談件数　1件
・申請件数　0件
　入居保証0
　情報提供0

・保証人や賃貸情報に関しては不
動産店の取り扱う債務保証会社が
多数あることや、空き物件も多く
賃貸物件が借りやすくなっている
こと等から利用者が少ない状況と
なっています。契約時の条件とし
て、親族などの緊急連絡先の確保
が必要などの条件があり確保でき
ない場合は契約が難しいなどの問
題があります。

0

（10月末実績）
・相談件数　0件
・申請件数　0件
　入居保証0
　情報提供0

11
営繕課
児童家庭課

113 71

保育所、学童保
育所における児
童の受け入れの
円滑化

ひとり親家庭の親が就業や求
職活動、職業訓練を十分に行
うことができるよう、児童の
保育所、学童保育所への優先
入所等について配慮します。

　ひとり親家庭の保育所・学童保育所へ
の入所
　学童保育所入所において、ひとり親家
庭の求職中や職業訓練中における柔軟な
受け入れを実施した。
　保育の利用調整基準においてひとり親
家庭の指数を14点から25点に引き上げし
た。
○実績
　学童保育所
　　ひとり親家庭の入所  370人
　保育所
　　ひとり親家庭の入所  350人

　学童保育所について、求職中や
職業訓練中の家庭の児童は1ヶ月間
の入所が認められている。また、
入所希望者は全て入所することが
出来ている。
　保育所について、子ども・子育
て支援新制度の施行に伴い、利用
調整基準の見直しを行い、ひとり
親家庭の優先入所に加え、求職中
や職業訓練中についても指数の引
上げを行った。

-

　ひとり親家庭の親が就業、求職活動や
職業訓練を十分に行うことができるよう
に、児童の保育所・学童保育所への優先
入所などについて配慮する。
○利用実績
（10月末実績）
　学童保育所
　　ひとり親家庭の入所　　344人
　保育所
　　ひとり親家庭の入所　　353人

-
児童家庭課
保育課

114 71
児童扶養手当等
の支給事業の推
進

ひとり親家庭の生活の安定と
自立の促進を図るため、制度
の情報提供を図るとともに、
手当の趣旨を説明し、円滑な
支給と適正な運用を図りま
す。

・児童扶養手当
　受給者数：1,401人

・児童扶養手当等の的確な情報提
供を行うと同時に、居住実態、同
居人などの状況を判断し適切に支
給する必要がある。また、事実婚
などにより返還金が生じている場
合があるため、返還計画に基づき
着実に返還を履行するよう指導し
ていく必要がある。

599,021

・適正な受給資格の認定を行うととも
に、円滑な支給と返還金の対応に努め
る。
・28年4月から国の制度改正に伴い、2子
目以降の子どもに対して手当加算額の拡
充があったことから、的確な情報提供と
周知のため、市報8月1日号に現況届の届
出とあわせ掲載した。あわせて滞りのな
い円滑な支給事務を行う。

590,354児童家庭課

115 71
子育て情報の提
供

のだし子育てガイドブックを
発行します。また、子育て支
援総合コーディネート窓口を
設置して情報提供、相談業務
を行うとともに、野田市子育
て支援情報局のホームページ
として「かるがもネット」を
運営します。（社会福祉協議
会・委託事業）

　専用ホームページ「かるがもネット」
やリーフレットを活用し、各種子育て支
援サービスの情報を発信するとともに子
育て中の保護者からの相談に応じ、その
家庭の相談内容に適した子育て支援サー
ビスの斡旋等の利用支援を行う。
○実績（半年間）
　情報収集　242件
　相談　　　96件
　あっせん  122件
　ホームページ
  (かるがもネット)閲覧   11,861件

　野田市エンゼルプラン第4期計画
に沿い、「子ども支援室」を平成
27年10月1日に保健センター4階に
開設して、妊娠期から出産子育て
期にわたり、ワンストップで総合
的に対応できる拠点とする。子ど
も支援室では、社会福祉協議会に
委託していた子育て支援総合コー
ディネート窓口を直営で実施する
（児童家庭部児童家庭課から保健
福祉部保健センターに移管され
る）。

2,330
(半年間)

　のだし子育てガイドブックは、3年を
目安に更新するため、次回改訂版（平成
30年3月発行予定）の作成の準備として
情報収集を実施する。また、現行ののだ
し子育てガイドブックを監修した子育て
支援総合コーディネーターに情報提供を
依頼する。 -

児童家庭課
保育課

116 72
男性の地域活動
への参画促進

○男性の意識と職場風
土の改革（男性ロール
モデルの提示や好事例
の普及等）

男性が地域活動に参画する
きっかけとなるような学習機
会や情報を提供し、地域、文
化及びスポーツ活動等への参
画を促進します。

　平成27年9月に施行された女性活躍推
進法に基づく市町村推進計画を「第3次
野田市男女共同参画計画」と一体のもの
として位置付けた記事を掲載し、男性が
地域活動に参加する取組の方向性や具体
的施策を明示した男女共同参画推進だよ
り「フレッシュ」を発行し、情報提供に
努めている。

　男女共同参画社会の実現に向け
て、全世帯に配布する男女共同参
画推進だより「フレッシュ」など
を活用し、男性が地域活動に参画
するきっかけとなるような学習機
会等の情報提供を行う必要があ
る。

223

　男女共同参画推進だより「フレッ
シュ」を毎年発行し、全世帯に配布する
ことで、広範囲な情報提供に努める。市
報29年3月15日号と合わせて配布。

281
人権・男女共
同参画推進課
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決算額
(千円)
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予算額
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概　要
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番
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掲
載
頁

具体的施策

117 72
地区社会福祉協
議会の活動の促
進

社会福祉協議会を中核とした
地区社会福祉協議会におい
て、地域福祉の課題やニーズ
を受け止め、地域性に応じた
各種サロンの開催や訪問を実
施するなど活動の促進を図り
ます。

　各地区社会福祉協議会がそれぞれの特
色を活かし、ふれあいいきいきサロンな
どの活動をしている。

　ふれあいいきいきサロン活動を
中心に地域性に応じた活動を実施
している。

0

　各地区社会福祉協議会が特色を活か
し、ふれあいいきいきサロンなどの活動
を実施。

0
社会福祉協議
会

○地区社協ボランティアスタッフ懇談会
（全2回）
（テーマ）
　いざに備えて豊かな老後のために～遺
言・　相続・成年後見制度・高齢期のラ
イフプランの紹介～
（内容）
①遺言・相続・成年後見制度について学
ぼう！
②高齢期のライフプランについて学ぼ
う・相談しよう！
（開催日）
　12月4日、12月15日

　各地区社会福祉協議会における
ボランティアの養成や地区社協活
動、サロン運営等で企画立案の際
に活用できる資源の情報提供の一
助となっている。

30

○地区社協ボランティアスタッフ懇談会
（全2回）
（テーマ）
　足繁く通いたくなるサロン運営のため
に～サロン等で取り入れられる交流の
きっかけ・レクリエーションの紹介～
（内容）
①多世代間の交流・クラフトについて学
ぼう！
②室内で出来るレクリエーション～につ
いて学ぼう・相談しよう！

30
社会福祉協議
会

○学校支援ボランティア養成講座
　実施月：11月～12月（4回）
　場所：木間ケ瀬公民館・木間ケ瀬小学
　　　　校
　参加人数：62人

　木間ケ瀬中学校区における学校
支援活動を担う人材養成を目的と
して、木間ケ瀬小学校の学校図書
室の環境整備を主とする「学校支
援ボランティア養成講座」を開設
し、地域で学校支援を行うことの
意義、ボランティアの楽しみ方に
ついて理解を深めた。
　今後の活動を進めて行く上で、
学校、学校支援地域本部（地域教
育コーディネーター）、公民館の
密な連携体制を構築していくこと
が課題となる。

48

○学校支援ボランティア養成講座
　実施月：9月～10月（4回）
　場　所：関宿公民館・関宿小学校
　参加人数：35人

67 社会教育課

119 73
行政職員の地域
活動への参加

地域活動をより活性化し、地
域と行政の協働によるまちづ
くりの推進を図るため、市職
員の地域活動への参加を推進
します。

　新規採用職員研修時において、「市民
の地域活動について」、「地域貢献～消
防団の取組について～」の講義を設け,
積極的に地域活動へ参加する意識を醸成
するよう企図している。

入庁時に研修を行うことにより、
地域貢献意識の高い職員を育成で
きるものと考える。
なお、夏の踊り七夕などには市外
在住の職員も含め積極的に参加を
している。

0

今後も「市民の地域活動について」、
「地域貢献～消防団の取組について～」
のカリキュラムを職員研修にて実施をす
る。 0

生活支援課
人事課

118 72
ボランティア活
動に参加しやす
い環境の整備

市民誰もが気軽にボランティ
ア活動に参加できるよう、社
会福祉協議会を核として各種
養成講座を開催するととも
に、情報提供や活動のアドバ
イスのできるリーダーの養
成、ボランティア活動の連絡
調整や活動の企画等を行う適
切なコーディネーターの養成
を図ります。
あわせて、生涯学習ボラン
ティアの養成を図ります。
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
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 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
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　子育てを行っている保護者対象の子育
て支援講演会及び就業支援パソコン講習
会実施の際等に「野田市母子寡婦福祉
会」に委託している「ひとり親家庭等日
常生活支援事業」を活用し託児サービス
を実施した。
【日常生活支援事業実績】
・心のケア講演会
　　1人　1日　3時間
・就業支援パソコン講習会
　　5人　延36日　319時間
・養育費等個別法律相談
　　1人　1日　2時間

・育児ストレス等の問題によっ
て、子育てに対する不安や孤立感
等を抱える家庭の子育ての精神的
負担を解消し、子育てを支援する
ための講演会として開催した「心
のケア講演会」で、1人の託児サー
ビスを実施した。
・就業に結び付く可能性の高い技
能、資格を習得するための就業支
援講習会として実施した、就業支
援パソコン講習会で、5人の託児
サービスを実施した。
・養育費の問題など離婚に関わる
法律の問題について実施した、弁
護士による個別法律相談会で1人の
託児サービスを実施した。

366

　子育てを行っている保護者対象の子育
て支援講演会及び就業支援パソコン講習
会実施の際等に引き続き託児サービスを
実施する。
　事業の周知について、母子寡婦福祉会
や保育課等の関係機関と連携するととも
に、引き続き、母子・父子自立支援員の
離婚直後の面談時や就業等の相談時に制
度の説明とあわせ事業の一層の周知に努
める。
（10月末実績）
 ・就業支援パソコン講習会
　　5人　延28日　152時間

508
児童家庭課
各課

　一般市民を対象とした男女共同参画に
関する講演会において、託児サービスの
周知を実施した。

　女流棋士2名を講師に招き「ワー
ク・ライフ・バランス」をテーマ
とした講演会で、託児サービスの
周知を実施したが、利用者がいな
かった。

0

　一般市民を対象とした講演会を開催す
る場合は、参加者の要望に応じて託児
サービスを実施する。 6

人権・男女共
同参画推進課
各課

121 73
地域活動施設の
整備

地域自治会活動の拠点とし
て、自治会集会施設の整備に
対し、計画的に支援を実施し
ます。

　砂南自治会館12,000,000円 　砂町自治会の集会施設の新築に
ついて支援を行った。

12,000

　地域自治会活動の拠点として、自治会
集会施設の整備に対し支援を行う。

12,000市民生活課

122 74
職業能力開発に
係る講座の充実
等

○再就職支援
○女性の参画が少ない
分野での就業支援

女性の職業能力の開発を支援
するため、受講ニーズに合わ
せた講座内容を検討し、内容
の充実を図ります。
また、県共生センターで開催
される女性の職業能力開発講
座等の情報を広く市民に提供
します。

○ひとり親家庭就業支援パソコン講座の
実施
　実施日：27年5月～28年2月
　場所：野田地域職業訓練センター
　参加人数：17人

　ひとり親家庭就業支援パソコン
講座については、パンフレットや
チラシ等により周知を図り、活用
の促進に努めた。

1,875

○ひとり親家庭就業支援パソコン講座
  実施日：28年5月～29年2月
  場所：野田地域職業訓練センター
  参加人数：17人

1,878
商工観光課
人権・男女共
同参画推進課

123 74
女性の再就職支
援セミナーの開
催

○再就職支援

再就職を希望する女性を対象
として、21世紀職業財団と連
携を図り、地域職業訓練セン
ターを活用して再就職セミ
ナーを開催し、女性の就労を
支援します。

○女性のための就職活動支援講座の実施
　実施日：平成28年3月1日（火）
　場所：野田地域職業訓練センター
　参加人数：3人

　女性のための就職活動支援講座
について、パンフレットやチラシ
等により周知を図り、活用の促進
に努めた。 98

○女性のための就職活動支援講座
　実施日：平成29年2月下旬
　場所：野田地域職業訓練センター

145 商工観光課

124 74
女性、中高年齢
者の就業機会の
拡大

○再就職支援

女性や中高年齢者の求職に対
し、ハローワーク野田等と連
携を図りながら、情報提供の
充実、相談窓口の強化等によ
り、就業機会の拡大を図りま
す。

○中高年層向け就職のためのスキルアッ
プ講座の実施
　実施日：平成28年3月2日（水）
　場所：野田地域職業訓練センター
　参加人数：5人

　中高年層向け就職のためのスキ
ルアップ講座について、パンフ
レットやチラシ等により周知を図
り、活用の促進に努めた。 98

○中高年層向け就職のためのスキルアッ
プ講座
　実施日：平成29年3月上旬
　場所：野田地域職業訓練センター 145 商工観光課

120 73
託児サービスの
拡充

育児期における女性の社会参
加を支援するため、各種講演
会等の行事の際の託児サービ
スの拡充を図ります。
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125 74
就業相談の充実
及び就労支援の
推進

○再就職支援
○女性の職業生活にお
ける情報の収集・整
理・提供

市独自の無料職業相談所を活
用した情報提供を行うととも
に、各企業に対し、求職者の
あっせんを推進します。
また、就業相談員による求人
情報の収集を図り、それぞれ
のニーズに合った就労を支援
するとともに、「野田市パー
ソナルサポートセンター」に
おいて、就労等の総合的な支
援を行います。

　市独自の無料職業紹介所を活用し、情
報の提供に努めた。
　【利用実績】
　　来所者数　　　4,368人
　　新規求職者数　　575人
　　相談者数　　　2,441人
　　紹介者数　　　　260人
　　就職者数　　　　126人

　雇用促進として効果があると考
えられるため、松戸公共職業安定
所野田出張所と連携を取りなが
ら、求人情報の充実を図るととも
に事業主に対して求職者をあっせ
んした。

3,110

　市独自の無料職業紹介所を活用し、情
報の提供に努める。
（10月末実績）
　利用状況
　　来所者数　　　　1,471人
　　新規求職者数　　  339人
　　相談者数　　　　  823人
　　紹介者数　　　　  143人
　　就職者数　　　　   66人

2,174
商工観光課
生活支援課

126 75
女性のチャレン
ジ支援の推進

○起業・創業支援
○女性の参画が少ない
分野での就業支援
○キャリア教育等の推
進（理工系分野で活躍
する女性の支援等）

各分野での人材育成を目指
し、女性のチャレンジを総合
的に支援するとともに、理工
系分野等従来女性が少なかっ
た分野への女性のチャレンジ
を重点的に支援するため、情
報収集・提供を行います。

○女性の起業者（ドッグサロン）に対し
て、空き店舗の借上げ費用の助成を１件
行った。また、商工会議所と連携し、創
業スクールを開催した。

　助成制度や創業スクールの利用
を促進するため、関係資料を提供
する必要がある。

0

　関係資料を野田市無料職業紹介所、野
田地域職業訓練センターや商工観光課窓
口で提供する。

0
商工観光課
人権・男女共
同参画推進課

127 75

「ワーク･ライ
フ･バランス」
についての広
報、啓発の推進
(基本目標Ⅳ 82
再掲)

あらゆる年代を対象として、
育児休業・介護休業制度等の
周知や女性のキャリアアップ
の推進及び地域社会の大切さ
等に関する各種講演会や講座
等を開催し、広報、啓発を推
進します。

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの
実施
　実施日：28年2月23日（火）
　場所：野田地域職業訓練センター
　参加人数：23人

　「ワーク･ライフ･バランス」に
ついての啓発を推進するため、事
業主に対して講演会を開催した。

30

○ワーク・ライフ・バランスセミナーを
平成29年2月に実施。

30
商工観光課
人権・男女共
同参画推進課

128 77
性差医療に関す
る情報提供の推
進

性差医療について、主体とな
る野田健康福祉センター及び
関係機関との連携により、性
差に応じた的確な医療が受け
られるよう、実施医療機関の
情報提供を図ります。

　男性とは異なる身体的特性を持った女
性の健康支援に寄与するため、電話相談
等での問合せにおいて、性差に応じた的
確な医療が受けられる女性専用外来等を
紹介している。

　性差医療の相談場所として、保
健センターの周知を進めていく必
要がある。

0

　昨年度と同様に女性の健康支援に寄与
するため、電話相談等での問合せにおい
て、性差に応じた的確な医療が受けられ
る女性専用外来等を紹介する。 0

保健センター
人権・男女共
同参画推進課

129 77 健康教育の充実

生活習慣病や骨粗しょう症、
メタボリックシンドローム等
の予防について、知識の普及
及び情報提供を推進するた
め、健康教育の充実を図りま
す。

　各種講演会、骨太教室等の実施により
予防知識の普及や情報提供を行った。

　集団教育：273回、参加延人数10,493
人
主な内訳
・歯周疾患　開催数26回、参加者131人
・ロコモティブシンドローム　開催数18
回、参加者129人
・病態別講演会等　開催数44回、参加者
7,578人
・健康のために運動・生活習慣病予防の
ための日常生活の心得等　開催数185
回、参加者2,655人

　個別健康教育（禁煙）参加者7人

　各種講演会、教室に多くの参加
者があり、生活習慣病やロコモ
ティブシンドローム、骨粗しょう
症及びメタボリックシンドローム
等の予防についての知識の普及を
図ることができた。
　今後もより多くの参加者がある
ようＰＲを図る。

2,483

　昨年度に引き続き、生活習慣病や骨粗
しょう症、メタボリックシンドローム等
の予防について、知識の普及及び情報提
供を推進するため、各種講演会、教室を
開催する。
　また、禁煙等について個別健康教育も
実施する。

3,590保健センター
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130 77
健康づくり実践
活動事業の推進

市内の各種団体の協力を得
て、健康づくりに関する展示
会及び発表会等を行うととも
に、市民が自らの健康づくり
について考える機会を提供す
るため、「健康づくりフェス
ティバル」を開催します。

○健康づくりフェスティバルの開催
10月18日　野田保健センター　1,743人
11月 1日　関宿保健センター　　207人

　産業祭と同日に開催しているこ
とから、多くの市民の来場があ
り、健康づくりについて考える機
会を提供できていると考える。今
後も来場者の増加を図る。 450

　昨年度に引き続き、健康フェスティバ
ルを開催した。
10月16日　 野田保健センター　 1,739
人
10月30日　 関宿保健センター　　 170
人

823 保健センター

131 78
母子健康教育の
充実

親子が健やかな生活を送れる
よう、保健師が妊娠届出、母
子健康手帳交付時に面接によ
る保健指導を行い、妊娠、出
産及び育児を支える相談相手
として、保健センターの利用
を推奨します。
また、父親の育児参加に関す
る内容の周知を図ります。

○母子健康手帳交付数(妊娠届出者数)
　945件
○マタニティーキーホルダー配布数
　923件

・妊娠中の健康管理・妊婦訪問等
継続して支援できる相談相手とし
て保健センターの利用を進めてい
く必要がある。
・ハイリスク妊婦は早期に関係機
関と連携していく必要がある。 565

・子ども支援室及び保健センターは妊娠
中から気軽に相談できる場であることを
妊娠届出時及び各事業を通して周知す
る。
・妊娠届出時にアセスメントを行い、支
援プランを作成し必要な支援を行う。 633 保健センター

132 78 両親学級の充実

妊娠、出産及び育児に関する
正しい知識を修得し、仲間づ
くりをすることにより育児不
安の軽減と孤立を防ぎ、健全
な子どもを産み育てることが
できるよう両親学級を開催し
ます。
また、夫婦で子育てする意識
を高めるため父親の両親学級
への参加を啓発し、父親の育
児参加を推進します。

コースⅠ　21回
　 （実）99人　 （延）237人
コースⅡ　 9回
　 （実）189人　（延）189人
同窓会　　 7回
    （実） 87人 （延） 87人
交流会　　 7回
    （実）159人 （延）159人
参加者計
　　（実）534人 （延）672人

・グループワークを取り入れ、妊
婦同士の思いや悩みを共有する
場、情報交換や仲間作りの場とし
て活用されている。
・平日開催が殆どであり、仕事を
している妊婦は参加しづらい状況
にあるため、土曜日開催を実施し
好評だった。
・夫への参加を期待するコースⅡ
でも参加しやすいよう、土曜日開
催の回数を増やし、4回実施した。

219

・両親学級を通して正しい知識を普及す
るとともに交流会や同窓会を行い、妊婦
や配偶者の仲間作り、育児の情報交換、
夫の育児参加を支援する。
・夫の参加が多いコースⅡについては、
土曜日開催を年4回で継続する。
・体験型の沐浴や体操などの実習を設け
ることで引き続き夫の参加を促す。

220 保健センター

133 78 育児学級の推進

親の心身の悩みや病気等によ
り、ストレスや育児不安を抱
える親が気軽に相談できる場
を提供し、育児不安の解消、
育児能力の向上及び児童虐待
の未然防止を図ります。

2会場各月1回実施
  参加者数　（延）　263人

・必要時親子に対して、臨床発達
心理士による個別相談や保健師に
よる継続支援につなげることがで
きた。
・就園・就学に向けての切れ目の
ない支援を行うために、関係機関
との連携強化が必要である。

360

・安心して育児に臨めるよう継続的な支
援に努める。

653 保健センター

・中学校保健体育の授業（保健分野）に
より、1年生の｢心身の発達と心の健康｣
の中」と、3年生の「健康な生活と病気
の予防」で学習した。

　学習内容については、生徒及び
学級の実態等をふまえ、男女別に
行うなど適切に行う必要がある。 0

・中学校保健体育の授業（保健分野）に
より、1年生の｢心身の発達と心の健康｣
と、3年生の「健康な生活と病気の予
防」で学習する。

0 指導課

 野田健康福祉センターと共同で開催
し、市内小・中・高等学校を会場に思春
期教育講演会を開催した。
小学校　　　10校　　704人
中学校　　　 7校　　725人

・講演会後の児童・生徒へのアン
ケートより「命の大切さ」、「人
への思いやり」等の感想が多く聞
かれ好評だった。
・若年の妊娠や性感染症の増加が
あり、今後も正しい知識の普及・
啓発に努める必要がある。

200

・学校や地域、野田健康福祉センターと
の連携を図りながら、今後も思春期教育
講演会の開催や啓発を行い正しい知識の
普及に努める。
・親への教育、相談等の支援を行う。
・中学校を中心に実施し、講演会を実施
したことのない学校への働きかけを行
う。

227 保健センター

134 78
思春期の健康教
育の推進

豊かな母性、父性を育むた
め、家庭や学校、地域ぐるみ
で命の大切さについて考える
機会を持つとともに、性に関
する正しい知識、能力、技術
を身に付けるよう健康教育を
推進します。
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135 80
生涯学習・生涯
スポーツ活動の
推進

生涯学習では、生涯学習相談
窓口等の充実を図るととも
に、各種講座や講習会等を開
催し、学習機会の拡充と支援
を図ります。
誰もが生きがいを持ち地域へ
の参加を通じて生涯に渡って
学び合い、また、自身の培っ
た知識や技術を地域に還元で
きるよう、その仕組みづくり
に取り組みます。
生涯スポーツ活動では、ス
ポーツ教室、指導者講習会、
スポーツ大会等を開催し、健
康づくりを推進します。

○生涯学習相談　495件
○いきいきライフセミナー
　実施月：7月～12月（6回）
　場　所：中央公民館
　参加者：396人
○貯筋運動教室
　実施月：9月～11月（12回）
　参加者：196人
○スポーツ吹矢体験教室
　実施月：1月（1回）
　場　所：中央公民館
　参加者：17人
○東部長寿教室
　実施月：6月～11月（5回）
　場　所：東部公民館
　参加者：128人
○あなたが主役の健康づくり
　実施月：6月～9月（4回）
　場　所：東部公民館
　参加者：178人
○梅郷ふれあい大学
  実施月：5月～3月（6回）
　場　所：南部梅郷公民館
　参加者：345人
○初心者のための太極拳体験講座(前期)
　実施月：6月～8月(5回）
　場　所:南部梅郷公民館
　参加者：99人
○初心者のための太極拳体験講座(後期)
　実施月：10月～12月(5回）
　場　所:南部梅郷公民館
　参加者：107人
○北部長寿大学
　実施月：4月～12月（8回）
　場　所：北部公民館
　参加者：1,607人
○川間新星大学院
　実施月：5月～1月（9回）
　場　所：川間公民館
　参加者：547人
○福田長寿大学
　実施月：6月～12月（6回）
　場　所：福田公民館
　参加者：345人
○長寿教室
　実施月：6月～12月（6回）
　場　所：関宿中央公民館
　参加名：146人
（次頁へ続く）

○生涯学習相談
　多様化した市民の学習要求に対
応するため、学習機会や団体・グ
ループ等の生涯学習情報を提供
し、生涯学習活動を支援すること
ができた。今後も引き続き市民の
学習要求に対応するため、生涯学
習情報の確保、更新に努めていく
必要がある。

○各種講座・教室
　講義や運動、移動学習を通し
て、高齢者相互の生きがいづく
り、地域活動の機会を提供をする
ことができた。また、レクリエー
ションや軽スポーツ等により、話
しやすい環境のなかで仲間づくり
の場を創出することができた。三
世代交流の会等により、子どもた
ちに高齢者の知恵や知識を受け継
ぐ機会を増やしていきたいと考え
ている。
　今後、より多くの高齢者の参加
促進のため、魅力ある講座内容の
充実を図り、バリエーション拡大
や現代的課題への取り組み等が課
題である。

892

○生涯学習相談 320件(10月末実績)
○いきいきライフセミナー
　実施月：7月～12月（6回）
　場　所：中央公民館
○スポーツ吹矢教室
　実施月：7月（3回）
　場　所：中央公民館
　参加者：25人
○貯筋運動教室
　実施月：10月～12月
　場　所：中央公民館
○東部長寿教室
　実施月：6月～11月（5回）
　場　所：東部公民館
○あなたが主役の健康づくり
　実施月：6月～7月（3回）
　場　所：東部公民館
　参加者：75人
○梅郷ふれあい大学
　実施月：5月～3月（6回）
　場　所：南部梅郷公民館
○北部長寿大学
　実施月：4月～12月（8回）
　場　所：北部公民館
○川間新星大学院
　実施月：5月～2月（10回）
　場　所：川間公民館
○福田長寿大学
　実施月：5月～11月（6回）
　場　所：福田公民館
○長寿教室
　実施月：6月～12月（6回）
　場　所：関宿中央公民館
○せきやど長寿大学
　実施月：6月～1月（8回）
　場　所：関宿公民館
○二川はつらつ長寿大学
　実施月：6月～2月（8回）
　場　所：二川公民館
〇グラウンドゴルフフェスタ
　実施月：5月・10月（2回）
　場　所：木間ケ瀬公民館（関宿総合公
園）
　参加者：202人

1,074
社会教育課
公民館
高齢者支援課
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（前頁から続き）
○せきやど長寿大学
　実施月：6月～1月（8回）
　場　所：関宿公民館
　参加者：237人
○二川はつらつ長寿大学
　実施月：6月～2月（8回）
　場　所：二川公民館
　参加者：113人
〇グラウンドゴルフフェスタ
　実施月：5月・10月（2回）
　場　所：木間ケ瀬公民館（関宿総合公
園）
　参加者：192人

社会教育課
公民館
高齢者支援課

135 80
生涯学習・生涯
スポーツ活動の
推進

生涯学習では、生涯学習相談
窓口等の充実を図るととも
に、各種講座や講習会等を開
催し、学習機会の拡充と支援
を図ります。
誰もが生きがいを持ち地域へ
の参加を通じて生涯に渡って
学び合い、また、自身の培っ
た知識や技術を地域に還元で
きるよう、その仕組みづくり
に取り組みます。
生涯スポーツ活動では、ス
ポーツ教室、指導者講習会、
スポーツ大会等を開催し、健
康づくりを推進します。

○スポーツ教室
・総合公園体育館
　　6教室　延参加者数　1,063人
・関宿総合公園体育館
　　36教室　延参加者数　11,613人
・春風館道場
　　2教室　延参加者数　358人
○生涯スポーツ推進事業（野球）
　　実施日：8月12日（水）
　　場所：総合公園野球場
　　参加者数：41人
○空手道指導者講習会
　　実施日：9月13日（日）
　　場所：野田市総合公園体育館サブア
リーナ及び会議室
　　参加者数：27人
○グラウンド・ゴルフ大会
　　実施日：9月19日（土）
　　場所：関宿総合公園グラウンド・ゴ
ルフ場
　　参加者数：189人
○市民駅伝競走大会
　　実施日：11月22日（日）
　　場所：総合公園陸上競技場及び総合
公園周回コース
　　参加者数：795人
○関宿城マラソン大会
　　中止

各種スポーツ教室やスポーツ大会
等を開催し、幅広い市民の皆様に
参加していただきました。
　今後も市民の誰もが参加できる
スポーツ教室、スポーツ大会等を
企画し、開催していく必要があり
ます。

1,793

○スポーツ教室
・総合公園体育館
　　6教室
・関宿総合公園体育館
　　30教室
・春風館道場
　　2教室
○生涯スポーツ推進事業（バレーボー
ル）
　　場所：野田市総合公園体育館
　　実施日：11月6日（日）
○少林寺拳法指導者講習会
　　場所：総合公園体育館格技室及び集
会室
　　実施日：9月18日（日）
　　参加者数：12人
○グラウンド・ゴルフ大会
　　場所：関宿総合公園グラウンド・ゴ
ルフ場
　　実施日：9月17日（土）
　　参加者数：184人
○市民駅伝競走大会
　　場所：総合公園陸上競技場及び総合
公園周回コース
　　実施日：11月20日（日）
○関宿城マラソン大会
　　場所：関宿城博物館周辺河川敷特設
コース
　　実施日：29年1月29日（日）

1,996社会体育課

－37－

資料1



第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

　各学校の計画により、地域人材を活用
した交流事業を実施した。
【内容】
・稲作り、郷土芸能、福祉学習、縄ない
など
・生活科では、野菜作り、昔遊び、凧づ
くりに取り組んだ。
・北部中学校区では、子・親・祖父母の
「3世代交流会」を実施した。
・東部中学校区では、小中合同で稲作体
験を行うとともに、地域の方との交流を
実施した。

　学校・家庭・地域が連携して進
めていくよう、より一層の働きか
けが必要であり、指導していただ
く地域人材、ボランティアの発掘
が必要である。これについて、学
校支援地域本部に積極的に動いて
もらった。 0

　小中学校で生活科や総合的な学習の時
間帯を利用して世代間交流事業を実施
し、昔の遊びを学ぶとともに、施設を訪
問し、介護やボランティア活動等を中心
に交流を図る。また、学校支援地域本部
と協同して地域の高齢者との触れ合い事
業の推進と、交流を図る。
中学校では、職場体験において全中学校
で社会福祉施設で体験を実施予定であ
る。

0 指導課

○地元自治会やいきいきクラブに協力を
依頼し、保育所ホールや園庭を開放し、
伝承遊びや園芸菜園の耕作などの活動を
通じて、高齢者との交流を深めた。

11保育所で延41回実施した。【保育課】
内訳
　伝承遊び　 6回　施設交流　　 2回
　夏祭り　   4回　花植え　　　 3回
　運動会　  10回　散歩　　　　 1回
　芋苗植え   3回　その他　　   5回
　芋掘り　   4回
　クリスマス会 3回

○課題
　保育所と地元自治会、いきいき
クラブの連携による高齢者と子ど
も達の交流事業の継続及び充実が
求められている。
○評価
　高齢者との交流する機会を作
り、花や野菜等の苗植えや芋掘り
をすることで土に触れる機会を作
れる。

－

○引き続き地元自治会やいきいきクラブ
に協力依頼し、保育所ホールや園庭を開
放して、伝承遊びなどを通じて高齢者と
の交流を深める。更に保育所行事への参
加を推進することで、より一層の交流を
図ることとする。

－ 保育課

  昼休みの時間等を利用して、児
童とのゲームや歌等を実施し、世
代間交流が活発に行われた。

0

6月から10月にかけて、昼休みの時間帯
を利用し、児童とのゲームや歌等、世代
間交流事業を実施した。なお、11月及び
12月も同様に、世代間交流事業を実施す
る予定となっている。

○老人デイサービスセンターでの交流事
業
場所：岩木小学校デイサービスセンター
＜実施済＞
◆1年生との交流会 4回
実施日：6月20,21,22,23日
参加人数：利用者数　52名
◆3年生との交流会　4回
実施日：7月8,11,12,14日
参加人数：利用者数　75名
◆4年生との交流会　4回
実施日：9月12,13,15,16日
参加人数：利用者数　75名
◆6年生との交流会　3回
実施日：10月3,5,6日
参加人数：利用者数　55名
◆2年生との交流会　5回
実施日：11月14,15,16,17,21日
参加人数：利用者数　86名
＜実施予定＞
◆5年生との交流会　4回
実施予定日：12月15,16,19,20日

0 高齢者支援課

　昼休みの時間帯を利用し、児童との
ゲームや歌等、世代間交流事業を実施し
た。

○老人デイサービスセンターでの交流事
業　　　　　場所：岩木小学校デイサー
ビスセンター
◆1年生との交流会　4回
実施日：7月6,7,8,9,10日
参加人数：利用者数　100人
◆6年生との交流会　2回
実施日：9月15,17日
参加人数：利用者数　45人
◆3年生との交流会　4回
実施日：10月19,20,22,23日
参加人数：利用者数83人
◆4年生との交流会　6回
実施日：11月2,4,6,24,26,27日
参加人数：利用者数　116人

136 80
世代間・地域間
交流の促進

小・中学校で生活科や総合的
な学習の時間等を利用して世
代間交流事業を実施し、昔の
遊びを学ぶとともに、施設を
訪問し、介護やボランティア
活動等を中心に交流を図りま
す。また、保育所で地域の高
齢者との触れ合い事業を実施
し、交流を図ります。

－38－
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要介護等認定者及び認知症高
齢者、高齢者虐待等の高齢者
に係る課題に対し、関係機関
と連携しつつ、地域ケア会議
及び高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会等の十分な活用
を図り、高齢者の自立を支援
します。

　　高齢者やその家族の相談に対
して、適切な機関やサービスにつ
なぎ、必要に応じて継続的にフォ
ローしている。
　地域ケア会議にて、個別ケース
の支援内容の検討から課題解決を
図ったり、各関係機関との連携を
図っている。さらに個別ケースの
積み重ね等から把握された課題を
整理し解決策の検討やネットワー
ク構築を図っている。
　また、虐待の相談件数は昨年よ
りも増加し、解決困難なケースも
増えてきている。虐待ケースの解
決のため、高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会実務者会議で問題解
決を図ったり、弁護士等の専門職
による研修を行っている。
今後もケースの問題解決のため、
必要に応じ、実務者会議や千葉県
高齢者虐待対応市町村支援事業を
活用する。

100

　総合相談事業や地域包括ケア会議等を
実施し、高齢者に係る課題の解消や自立
の促進を図っている。
地域ケア会議において、高齢者個人に対
する支援の充実を図るとともにそれを支
える社会基盤の整備を図っていく。
虐待の解決困難ケースの対応に関して
も、高齢者虐待防止ネットワーク協議会
代表者会議や実務者会議、千葉県高齢者
虐待対応市町村支援事業を利用し、ケー
スの対応を行っていく。

○総合相談（9月末実績）
・総合相談件数3,644件
　うち虐待等権利擁護に関する件数385
件
　うち成年後見制度に関する件数 64件
　
○地域ケア会議
・地域ケア個別会議
　  検討するケースが発生した際に開催
する。
・地域ケア地区別会議
　　①実施日：6月14日
　　　 場所：関宿ナーシングビレッジ
　　   参加人数：22人
    ②実施日：6月16日
　　　 場所：北コミュニティ会館
       参加人数：26人
　　③実施日：7月28日
　　 　場所：保健センター
       参加人数：25人
　　④実施日：7月29日
       場所：椿寿の里
       参加人数：15人
・地域ケア包括会議
　　29年2月開催
・地域ケア推進会議
　　29年2月開催

○高齢者虐待防止ネットワーク協議会
・代表者会議（1回）
　　①実施日：8月31日
　　 　場所：市役所
　　　 参加人数：25人
・実務者会議
　　検討するケースが発生した際に開催
する。

752 介護保険課

総合相談事業や地域ケア会議等を実施
し、高齢者に係る課題の解消や自立の促
進を図っている。

○総合相談
・総合相談件数8,727件
　うち虐待等権利擁護に関する件数 948
件
　うち成年後見制度に関する件数 374件

○地域ケア会議
・地域ケア個別会議（6回）
① 実施日：10月6日
　　場所：関宿ナーシングビレッジ
　　参加人数：23人
② 実施日：11月26日
　　場所：松葉園
 　 参加人数：8人
③ 実施日：11月27日
　　場所：保健センター
　　参加人数：11人
④ 実施日：28年2月26日
　　場所：椿寿の里
　　参加人数：14人
⑤ 実施日：28年3月16日
　　場所：保健センター
　　参加人数：13人
⑥ 実施日：28年3月19日
　　場所：福寿園
　　参加人数：11人
・地域ケア地区別会議（4回）
① 実施日：6月11日
　　場所：関宿ナーシングビレッジ
 　 参加人数：21人
② 実施日：6月23日
　　場所：市役所
  　参加人数：23人
③ 実施日：6月26日
  　場所：椿寿の里
　　参加人数：18人
④ 実施日：6月26日
  　場所：松葉園
　　参加人数：23人
・地域ケア包括会議（1回）　場所：保
健センター
①実施日：28年2月23日
　参加人数：19人
（次頁へ続く）

137 80
地域包括支援セ
ンターの充実
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事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

137 80
地域包括支援セ
ンターの充実

要介護等認定者及び認知症高
齢者、高齢者虐待等の高齢者
に係る課題に対し、関係機関
と連携しつつ、地域ケア会議
及び高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会等の十分な活用
を図り、高齢者の自立を支援
します。

（前頁から続き）
○高齢者虐待防止ネットワーク協議会
・代表者会議（1回）
① 実施日：8月19日
　　場所：市役所
　　参加人数：22人
・実務者会議（1回）
① 実施日：5月29日
　　場所：市役所
    参加人数：8人
・研修（2回）
① 実施日：12月18日
　　場所：市役所
　　参加人数：13人
② 実施日：28年2月24日
　　場所：市役所
　　参加人数：12人

752 介護保険課

138 80
認知症サポー
ター育成事業の
推進

特に重要性が増している、認
知症高齢者に係る取組を重点
的に推進するため、認知症を
理解し認知症とその家族を見
守る、認知症サポーターを育
成し、市民の手で安心して暮
らせるまちづくりを展開して
いけるよう支援します。

　認知症を理解し、認知症の人とその家
族を見守る認知症サポーターを養成する
ため、認知症に対する正しい知識と具体
的な対応方法等を市民に伝える講師役の
キャラバン・メイトによる認知症サポー
ター養成講座を開催した。
　実施回数　30回
　参加人数　685人

　認知症サポーター養成講座を受
講することで、認知症の理解が深
まり、地域の中でも認知症の人や
家族の応援者となる。今後も認知
症を理解する人を増やすために、
養成講座を実施することが必要で
ある。

0

　認知症を理解し、認知症の人とその家
族を見守る認知症サポーターを養成する
ため、認知症に対する正しい知識と具体
的な対応方法等を市民に伝える講師役の
キャラバン・メイトによる認知症サポー
ター養成講座を開催する。
（9月末実績）
　実施回数　20回
　参加人数　645人

92 介護保険課

　高齢者等の悪徳商法などの被害を未然
に防ぐための講座（消費生活出前講座）
を実施した。
　実施回数：6回
　参加人数：170人

 消費生活出前講座を6回開催し、
高齢者等に被害を未然に防ぐため
の講座を行い好評を得た。あわせ
て、関係部局との調整も行い、出
前講座の活用を推進する。

30

 高齢者等の悪徳商法などの被害を未然
に防ぐための消費生活出前講座につい
て、関係部局との調整や案内を行い、出
前講座の活用を推進する。
　実施回数：15回
　参加人数：480人

40 市民生活課

　平成26年7月に策定された野田市避難
行動要支援者支援計画に基づき、平成27
年7月に避難行動要支援者名簿を作成し
た。
作成した名簿は避難支援等関係者に配布
し、個別計画の作成を依頼した。
また、名簿については、11月と3月に更
新を行い、名簿への登載の同意及び申請
があった方については要支援者名簿を作
成し、同意のなかった方に対しては災害
時用の名簿を作成をした。

　7月は初めての名簿配布のため、
避難支援等関係者を個別に訪問、
説明にかなりの時間がかかった。
また、更新作業もシステム導入前
であったため時間がかかった。
個別計画については、作成を行っ
た団体は全体の3割程度であった。 922

　避難行動システムを導入し、名簿作成
及び個別計画の管理等を効率的に行う。
名簿については、7月に一斉更新を行っ
た。定期的な更新は、11月・3月に実施
する。
また個別計画について、引き続き自主防
災組織、自治会・町内会等に作成をお願
いする。

3,742
高齢者支援課
障がい者支援
課

野田市防犯組合支部活動補助金
3,209,200円

野田市防犯組合が行う防犯活動を
支援し、12月に年末一斉パトロー
ルを実施した。

3,210

防犯組合の活動を支援し、年末一斉パト
ロールや防犯キャンペーン等を実施し、
地域ぐるみの防犯活動を推進する。

3,210防災安全課

高齢者や障がいのある人が安
心して暮らせるよう、悪徳商
法の被害を未然に防ぐための
講座や、野田市避難行動要支
援者支援計画に基づく避難行
動要支援者名簿の整備、地域
ぐるみで犯罪を防止するため
の自治会や各団体等との連携
の強化等を図ります。

139 81
高齢者等の生活
の安全の確保
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番
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掲
載
頁
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140 81

障がい者総合相
談の充実（基本
目標Ⅰ 16 再
掲）

障がいのある人が、生きがい
をもって自立した生活ができ
るよう支援するため、障がい
のある人やその家族等に対
し、日常生活上の相談を受け
るとともに、就労に関する相
談は、「障害者就業・生活支
援センターはーとふる」にそ
の機能を集約し、連携しなが
らきめ細かな支援を図りま
す。

　障がいのある方からのあらゆる相談に
対応するために障がい者総合相談を実施
した。
　相談件数　　　　　　1,383件
　虐待対応件数　　　　  　6件
　成年後見市長申立件数　  0件
　主な支援内容
　福祉サービスの利用等に関する支援
　障がいや病状の理解に関する支援
　不安の解消・情緒安定に関する支援

　電話相談、来所相談、訪問、個
別支援会議等により、障がいのあ
る方に支援を実施した。
　相談内容に応じて、地域の社会
資源（相談支援事業所、通所施
設、病院等）と連携し取り組む。 3,466

　障がいのある方からのあらゆる相談に
対応するため障がい者総合相談を実施。
平成28年4月1日施行の障害者差別解消法
及び、平成24年10月1日施行の障害者虐
待防止法に基づく対応も含めて、受付時
に聴き取る項目内容（ケース管理票）を
見直し、窓口機能の充実を図る。

4,036
障がい者支援
課

141 81
地域ぐるみ福祉
ネットワーク事
業の活用

地区社会福祉協議会が実施す
る事業の一環として、高齢者
向けの「ふれあいいきいきサ
ロン事業」等を実施するとと
もに、障がい者の社会参加の
促進を図ります。

　各地区社会福祉協議会がそれぞれの特
色を活かし、ふれあいいきいきサロンな
どの活動をしている。

　ふれあいいきいきサロン活動を
中心に地域性に応じた活動を実施
している。

0

　各地区社会福祉協議会が特色を活か
し、ふれあいいきいきサロンなどの活動
を実施。

0

生活支援課
社会福祉協議
会
介護保険課

142 81

住宅困窮者民間
賃貸住宅居住支
援（高齢者世帯
要件）（心身障
がい者世帯要
件）

【高齢者世帯要件】
○満60歳以上の単身世帯又は
満60歳以上の方のみの世帯
【心身障がい者世帯要件】
○身体障害者手帳１級から４
級までの方がいる世帯
○療育手帳重度又は中度の方
のいる世帯
○精神障害者保健福祉手帳１
級又は２級の方のいる世帯そ
れぞれの世帯に対し、民間賃
貸住宅の情報提供、民間保証
会社や既存の福祉サービスを
活用した入居保証及び居住継
続支援を行うとともに、低額
所得者等の場合は、家賃等保
証委託契約に要する費用の一
部を助成します。

・相談件数　0件
・申請件数　0件
　入居保証0
　情報提供0

・保証人や賃貸情報に関しては不
動産店の取り扱う債務保証会社が
多数あることや、空き物件も多く
賃貸物件が借りやすくなっている
こと等から利用者が少ない状況と
なっています。契約時の条件とし
て、親族などの緊急連絡先の確保
が必要などの条件があり確保でき
ない場合は契約が難しいなどの問
題があります。 0

（10月末実績）
・相談件数　1件
・申請件数　0件
　入居保証0
　情報提供0

11

営繕課
高齢者支援課
障がい者支援
課

－41－

資料1



第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
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掲
載
頁
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　総合相談事業や地域包括ケア会議等を
実施し、高齢者に係る課題の解消や自立
の促進を図っている。
地域ケア会議において、高齢者個人に対
する支援の充実を図るとともにそれを支
える社会基盤の整備を図っていく。
虐待の解決困難ケースの対応に関して
も、高齢者虐待防止ネットワーク協議会
代表者会議や実務者会議、千葉県高齢者
虐待対応市町村支援事業を利用し、ケー
スの対応を行っていく。

○総合相談（9月末実績）
・総合相談件数3,644件
　うち虐待等権利擁護に関する件数385
件
　うち成年後見制度に関する件数 64件
　
○地域ケア会議
・地域ケア個別会議
　  検討するケースが発生した際に開催
する。
・地域ケア地区別会議
　　①実施日：6月14日
　　　 場所：関宿ナーシングビレッジ
　　   参加人数：22人
    ②実施日：6月16日
　　　 場所：北コミュニティ会館
       参加人数：26人
　　③実施日：7月28日
　　 　場所：保健センター
       参加人数：25人
　　④実施日：7月29日
       場所：椿寿の里
       参加人数：15人
・地域ケア包括会議
　　29年2月開催
・地域ケア推進会議
　　29年2月開催

○高齢者虐待防止ネットワーク協議会
・代表者会議（1回）
　　①実施日：8月31日
　　 　場所：市役所
　　　 参加人数：25人
・実務者会議
　　検討するケースが発生した際に開催
する。

総合相談事業や地域ケア会議等を実施
し、高齢者に係る課題の解消や自立の促
進を図っている。

○総合相談
・総合相談件数8,727件
　うち虐待等権利擁護に関する件数 948
件
　うち成年後見制度に関する件数 374件

○地域ケア会議
・地域ケア個別会議（6回）
① 実施日：10月6日
　　場所：関宿ナーシングビレッジ
　　参加人数：23人
② 実施日：11月26日
　　場所：松葉園
 　 参加人数：8人
③ 実施日：11月27日
　　場所：保健センター
　　参加人数：11人
④ 実施日：28年2月26日
　　場所：椿寿の里
　　参加人数：14人
⑤ 実施日：28年3月16日
　　場所：保健センター
　　参加人数：13人
⑥ 実施日：28年3月19日
　　場所：福寿園
　　参加人数：11人
・地域ケア地区別会議（4回）
① 実施日：6月11日
　　場所：関宿ナーシングビレッジ
 　 参加人数：21人
② 実施日：6月23日
　　場所：市役所
  　参加人数：23人
③ 実施日：6月26日
  　場所：椿寿の里
　　参加人数：18人
④ 実施日：6月26日
  　場所：松葉園
　　参加人数：23人
・地域ケア包括会議（1回）　場所：保
健センター
①実施日：28年2月23日
　参加人数：19人
（次頁へ続く）

　高齢者やその家族の相談に対し
て、適切な機関やサービスにつな
ぎ、必要に応じて継続的にフォ
ローしている。
　地域ケア会議にて、個別ケース
の支援内容の検討から課題解決を
図ったり、各関係機関との連携を
図っている。さらに個別ケースの
積み重ね等から把握された課題を
整理し解決策の検討やネットワー
ク構築を図っている。
　また、虐待の相談件数は昨年よ
りも増加し、解決困難なケースも
増えてきている。虐待ケースの解
決のため、高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会実務者会議で問題解
決を図ったり、弁護士等の専門職
による研修を行っている。
今後もケースの問題解決のため、
必要に応じ、実務者会議や千葉県
高齢者虐待対応市町村支援事業を
活用する。

752 介護保険課143 82

地域包括支援セ
ンターの充実
（基本目標Ⅴ
137 再掲）

要介護等認定者及び認知症高
齢者、高齢者虐待等の高齢者
に係る課題に対し、関係機関
と連携しつつ、地域ケア会議
及び高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会等の十分な活用
を図り、高齢者の自立を支援
します。

100
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143 82

地域包括支援セ
ンターの充実
（基本目標Ⅴ
137 再掲）

要介護等認定者及び認知症高
齢者、高齢者虐待等の高齢者
に係る課題に対し、関係機関
と連携しつつ、地域ケア会議
及び高齢者虐待防止ネット
ワーク協議会等の十分な活用
を図り、高齢者の自立を支援
します。

（前頁から続き）
○高齢者虐待防止ネットワーク協議会
・代表者会議（1回）
① 実施日：8月19日
　　場所：市役所
　　参加人数：22人
・実務者会議（1回）
① 実施日：5月29日
　　場所：市役所
    参加人数：8人
・研修（2回）
① 実施日：12月18日
　　場所：市役所
　　参加人数：13人
② 実施日：28年2月24日
　　場所：市役所
　　参加人数：12人

752 介護保険課

144 83
定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護の整備推進

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護の整備を推進し、介護
看護サービスの充実を図りま
す。

平成28年3月～4月にかけて公募を実施。 平成28年度の整備に向けて3月に公
募を実施し、応募事業者があった
ことから、平成28年度において整
備予定となった。

0

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を整
備し、11月1日に事業所を開設した。
市内初の施設整備により、同サービスの
周知向上を期待している。

15,970高齢者支援課

145 83
はつらつ教室の
充実

二次予防事業対象者に要介護
状態になることを予防するこ
とはもとより、二次予防事業
対象者から一般高齢者へ移行
することを目的として、運動
器の機能向上、栄養改善及び
口腔機能の向上の各教室を開
催します。

　二次予防事業対象者を対象に要支援・
介護状態になることを予防するため、介
護予防教室を実施した。
○はつらつ教室（運動・栄養・口腔）
　　8教室　参加者104人
○元気アップ教室（運動）
　　4教室　参加者46人
○いきいき元気教室（運動・認知）
　　4教室　参加者39人

　教室参加者の運動機能や口腔機
能の向上等で成果は得られた。教
室前後での効果は認められるが、
より住民が主体的に参加できる事
業・教室の展開を検討する必要が
ある。 18,224

国の考え方が一次予防事業、二次予防事
業ではなく、誰もが参加できる一般介護
予防事業として介護予防事業を進めるこ
ととなり、28年度はその再編を進めなが
ら、27年同様の教室を実施している。た
だし、基本チェックリストの全員配布を
中止したことにより事業対象者の絞り込
みができなくなっているため、野田市報
等で公募して、運動器の機能向上、栄養
改善及び口腔機能の向上の各教室を開催
している。

18,221介護保険課

146 83
健康づくり教室
の充実

65歳以上の方を対象に、健康
長寿を目標として運動器の機
能向上、栄養改善ワンポイン
ト指導、口腔機能ワンポイン
ト指導の各教室を開催しま
す。

　65歳以上の一般高齢者を対象とした健
康づくり教室を開催した。
［健康づくり教室　年2回開催］
前期：12回開催　参加者17人
後期：12回開催　参加者12人

　前年度に比べ、教室参加者は8
人、22％の減少となった。今後も
当該教室のＰＲを図り、多くの参
加者を募る必要がある。 0

　65歳以上の一般高齢者を対象とした健
康づくり教室を開催する。
［健康づくり教室　年2回開催］
前期：全12回（6/13～10/3）
参加者20人
後期：全12回（9/15～1/26）
参加者 4人

0 保健センター

147 83
介護予防サポー
ター育成研修事
業の推進

65歳以上の健康な人をはじ
め、中高年の世代を対象に介
護予防に関するボランティア
等の人材育成のための研修を
実施するなど、地域活動にお
ける組織の育成、支援を図り
ます。

　介護予防サポーター育成のための教室
を開催
　19期：6回開催　参加者数　 8人
　20期：6回開催　参加者数　10人

　前年度に比べ、教室参加者が減
少していることから、当該教室の
ＰＲを図る必要がある。また、女
性の参加者が多いことから、男性
の参加を促す方策を検討する必要
がある。

0

　介護予防サポーター育成教室を開催
し、参加者自らの健康づくりに励むとと
もに地域の健康づくりや要介護化予防活
動を推進するボランティアとして活躍で
きる人材を育成する。
21期：全6回(6/17～ 8/26)参加者 9人
22期：全6回(9/29～12/15)参加者 8人

0
保健センター
介護保険課
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第３次野田市男女共同参画計画（改訂）進捗状況調査表

事業実績 評価及び課題
決算額
(千円)

事業内容及び予定
予算額
(千円)

 女性活躍推進法に基
 づく国の基本方針に
 掲げる施策

概　要
27年度 28年度

所管部署
番
号

掲
載
頁

具体的施策

148 83
居宅サービス、
介護予防サービ
スの充実

市民の需要に十分対応できる
よう、民間サービス事業者の
参入促進や人材の確保、育
成、サービス提供事業者への
指導及び制度の周知徹底等を
行い、居宅サービス、介護予
防サービスの充実を図りま
す。

○介護サービス事業者協議会
　・「第42回　国際福祉機器展視察」
　　　　実施日：10月7日
　　　　場　所：東京ビッグサイト
　　　　参加者数：26名
　・全体講演会（基調講演とシンポジウ
ム）
　　「これからの介護保険を考える」
　　　　実施日：28年2月24日
　　　　場　所：中央公民館
　　　　参加者数：111名

○介護支援専門員協議会
　・介護支援専門員協議会例会(研修)
　　　　実施回数：7回
　　　　参加者数：398名(延）

　各協議会とも野田市の介護保険
の資質の向上のためにそれぞれ計
画的に活動している。
　介護保険制度の改正に伴い、制
度の周知や介護(介護予防）サービ
スの充実を図る。また、28年度か
ら市に移行される、地域密着型通
所介護の周知や運営・提供の充実
を図るための活動を実施してい
く。

30

市民の需要に十分対応できるよう、民間
サービス事業者の参入促進や人材の確
保、育成、サービス提供事業者への指導
及び制度の周知徹底等を行い、介護サー
ビス及び介護予防サービスの充実を図
る。

○介護サービス事業者協議会
・「第43回　国際福祉機器展視察」
　　　実施日：10月13日
　　　場　所：東京ビッグサイト
      参加者数：20名
・全体講演会
　　　実施日：29年2月
　　　場　所：市役所大会議室
　
○介護支援専門員協議会
・介護支援専門員協議会例会(研修会)
　　　　実施回数：6回
　　　　場　所：市役所大会議室

30 介護保険課

149 83
家族介護者等助
成事業の活用

介護保険制度導入後も依然と
して根強い家族介護への支援
要望に対応するため、介護
サービスを利用せずに重度の
要介護者（要介護４､５の方）
を介護している家族に対し、
慰労金を支給します。

　介護サービス（年間7日までのショー
トステイを除く）を利用せずに重度の要
介護者（要介護4.5の方）を介護してい
る家族に対し、年間10万円の慰労金を支
給するため、支給の可能性のある者に対
して申請の勧奨を行い、1名に支給し
た。
○勧奨対象者5名　　支給者1名

　介護保険制度の浸透により支給
対象者は減少傾向にあるが、今後
も在宅で要介護者を介護している
家族を支援していく必要がある。

100

　介護サービス（年間7日までのショー
トステイを除く）を利用せずに重度の要
介護者（要介護4.5の方）を介護してい
る家族に対し、年間10万円の慰労金を支
給する。 400 高齢者支援課

150 84
外国人のための
生活情報の提供

日本語と英語の２か国語で発
行している外国人生活支援ガ
イドブックの多言語化を図り
ます。

市内に在住する外国人の生活のサポート
のため、平成23年度に作製した日本語・
英語併記のガイドブックを配布（平成27
年度194冊の配布）。

市内に在住する外国人の生活をサ
ポートするため、情報提供の重要
性、提供する情報の多言語化への
要望、本市の厳しい財政運営上の
問題を勘案し、ガイドブックの発
行に代え、市のホームページにお
いて実施している翻訳サービスを
活用した多言語での生活に必要な
情報の提供を、図る必要がある。

0

市内に在住する外国人の生活をサポート
するため、市のホームページにおいて生
活に必要な情報を掲載していく。

0 企画調整課

151 84
野田市国際交流
協会の活動支援

野田市国際交流協会による外
国人との交流事業等を通じ
て、草の根レベルの市民主体
の異文化交流、相互理解が図
られていることから、外国人
との交流を促進するため、野
田市国際交流協会等の活動を
支援します。

8月24日付け補助金交付決定
交付金額：350,000円

補助金の使途は公益に適合してお
り、国際化意識の啓発を図るた
め、今後も補助を行う必要があ
る。

350

協会の主な活動である外国人のための日
本語教室の開催や日本人のための外国語
講座、外国人と日本人の交流イベント、
小学校の国際理解教育支援などを通じ
て、国際化意識の啓発を図るための補助
金を交付する。

350 企画調整課
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